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平成２６年知内町議会第３回定例会（１日目）

◎ 招集年月日 平成２６年９月２４日（水）

◎ 招集の場所 知内町役場 議場

◎ 開 会 日 時 平成２６年９月２４日（水） 午前 ９時３０分

◎ 閉 会 日 時 平成２６年９月２４日（水） 午後 ８時５６分

◎ 出 席 議 員

１番 西 山 和 夫 ７番 谷 口 康 之

２番 木 村 一 ８番 吉 田 峰 一

３番 松 井 盛 泰 ９番 森 永 勉

４番 泉 政 栄 １０番 伊 藤 政 博

５番 敦 澤 良 子

◎ 会議録署名議員 １番 西 山 和 夫 ５番 敦 澤 良 子

◎ 欠 席 議 員 な し

◎ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した説明員

町 長 大 野 幸 孝

副 町 長 網 野 真

総 務 企 画 課 長 手 塚 恵 一

総務企画課政策室長 小田島 伸 二

生 活 福 祉 課 長 松 崎 輝 幸

湯 ノ 里 保 育 所 長 福 井 誠一郎

産 業 振 興 課 長 西 野 俊 一

建 設 水 道 課 長 佐々木 孝 幸

出 納 室 長 藤 谷 亘

教 育 長 田 中 健 一

教 育 次 長 大 館 光 晴

高 校 事 務 長 田 中 志津夫

スポーツセンター長 上 村 政 美

（給食センター長） 大 館 光 晴

代 表 監 査 委 員 村 上 壽

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 村 上 義 久

議 事 係 長 上 野 真 吾
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平成２６年知内町議会第３回定例会議事日程

（第１号） 平成２６年９月２４日（水）午前９時３０分開議

日 程 議 件 番 号 議 件 名

第 １ 会議録署名議員の指名 １番、西山和夫君、５番、敦澤良子君

第 ２ 委員会報告第1号 議会運営委員会報告について（委員長報告）

第 ３ 会期の決定について

第 ４ 議長の諸報告

第 ５ 町長の行政報告

第 ６ 委員会報告第2号 総務文教常任委員会所管事務調査報告について（委員長報告）

第 ７ 委員会報告第3号 経済民生常任委員会所管事務調査報告について（委員長報告）

第 ８ 追跡質問

第 ９ 議案第１号 知内町子ども・子育て会議条例の制定について

第1 0 議案第２号 地方自治法第２０３条及び第２０３条の２に定めある者に対する

報酬及び費用弁償支給に関する条例の一部を改正する条例につい

て

第1 1 議案第３号 平成２６年度知内町一般会計補正予算（第５号）について

第1 2 議案第４号 平成２６年度知内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について

第1 3 議案第５号 平成２６年度知内町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

について

第1 4 議案第６号 平成２６年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計補正予算

（第１号）について

第1 5 議案第７号 平成２６年度知内町介護保険特別会計補正予算（第２号）につい

て

第1 6 議案第８号 平成２６年度知内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について

第1 7 議案第９号 平成２６年度知内町水道事業会計補正予算（第３号）について

第1 8 報告第１号 財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

第1 9 報告第２号 株式会社スリーエスの業務報告について

第2 0 議案第10号 平成２５年度知内町一般会計歳入歳出決算認定について

第2 1 議案第11号 平成２５年度知内町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について

第2 2 議案第12号 平成２５年度知内町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

第2 3 議案第13号 平成２５年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計歳入歳出

決算認定について

第2 4 議案第14号 平成２５年度知内町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

第2 5 議案第15号 平成２５年度知内町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

第2 6 議案第16号 平成２５年度知内町水道事業会計剰余金の処分及び決算認定につ

いて
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日 程 議 件 番 号 議 件 名

議案第１０号から議案第１６号までの７議案

一括決算審査特別委員会（付託質疑）

第2 7 一般質問（ナイター議会）

● 開会宣言・開議・議事日程

◎ 議 長（伊藤政博）

本日の欠席の通告はありません。全員の出席であります。只今の出席議員数は９人です。

定足数に達していますので、平成２６年第３回知内町議会定例会を開会します。

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

● 会議録署名議員の指名

◎ 議 長（伊藤政博）

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、１番、西山和夫君及び

５番、敦澤良子君を指名します。

● 委員会報告第１号 議会運営委員会報告について（委員長報告）

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２、委員会報告第１号『議会運営委員会報告について』を議題とします。

議会運営委員会は、去る９月１９日に開催されており、委員長からその内容について報

告を求めるところでありますが、委員長健康上の理由により、代わって副委員長より代読

説明を致します。

議会運営委員会副委員長、木村一君。

◎ 議会運営委員会副委員長（木村 一）

議会運営委員会報告書。平成２６年知内町議会第３回定例会開催にあたり、本委員会に

付託された議会運営に関する件について審議した結果、下記のとおり運営することに決定

したので、会議規則第７７条の規定により報告する。

平成２６年９月２４日提出。知内町議会運営委員会。

知内町議会議長、伊藤政博殿。

記、１．会議開催状況。開催日、９月１９日。出席委員、敦澤・木村・西山・谷口・森

永。欠席委員なし。説明員なし。事務局、村上・上野。

２．会期について。今定例会の会期は、９月２４日水曜から２９日月曜までの６日間と

したい。
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３．議事日程について。議事日程については、別紙配付のとおりである。なお、重要な

案件については、議会運営委員会を開催することとし、議事日程の追加や変更は、議長に

一任する。

４．付議案件について。付議案件は、諸報告１件、行政報告１件、委員会報告４件、議

案１９件、報告２件、意見書案１０件、議長発議１件である。

５．一般質問について。一般質問通告者は、別紙のとおり４名で５件である。

６．意見書案について。提出案件は、別紙のとおり１０件である。

７．決算審査特別委員会の設置について。議案第１０号から議案第１６号までの７議案

は、いずれも決算認定議案であるので、一括議題とし、提案者の説明を省略して、議長及

び監査委員を除いた全員による「決算審査特別委員会」を設置し、これに付託の上、審査

することとしたい。

８．議長の諸報告及び説明委員の出席については、別紙配付のとおりである。以上。

◎ 議 長（伊藤政博）

以上で、議会運営委員会報告を終わります。

本日の議事は、只今、議会運営委員会委員長から報告のとおり、進めてまいります。

● 会期の決定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第３、『会期の決定について』を議題にします。

お諮りします。本定例会の会期は、只今、議会運営委員会から報告があったとおり、本

日から９月２９日までの６日間にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月２９日までの６日間に決定しま

した。

なお、只今、議会運営委員会から報告のとおり、ナイター議会を本日午後６時３０分か

ら開会致しますので、ご承知おきください。

● 議長の諸報告

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第４、『議長の諸報告』を行います。

平成２６年第２回知内町議会定例会以降における議長の諸報告並びに町長はじめ特別

職、管理職員の出席要求については、既に印刷の上、皆様のお手元に配布のとおりであり

ますので、ご承知願います。これで、議長の諸報告を終わります。

● 町長の行政報告

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第５、『町長の行政報告』を行います。
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町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

おはようございます。平成２６年第３回知内町議会定例会を開会するにあたり、行政報

告を申し上げます。第２回定例会以降、今議会までの町議会の主要な事項について別紙に

より報告を申し上げます。

まず、第１点目は、平成２７年度予算編成並びに施策に係る渡島総合開発期成会提案要

望活動についてであります。渡島総合開発期成会の札幌・東京要望活動に私と議長が参加

したところであります。要望内容については、別紙のとおり資料１として添付をさせてい

ただいております。

２点目は、大規模災害時等における連携に関する協定についてであります。去る７月２

日福島町役場において、渡島西部四町と陸上自衛隊第２８普通科連隊との間で大規模災害

時における救助活動の連携に関する協定を締結致しました。協定の主な内容は、大規模災

害発生時の自衛隊の連絡調整所や活動拠点の設置による迅速救援活動の体制確立及び自衛

隊の連絡員派遣による連絡手段の確保等であります。協定書調印式には、陸上自衛隊第２

８普通科連隊長、吉原和宏氏、石山松前町長、佐藤福島町長、大森木古内町長と私が出席

をさせていただきました。協定書の内容については、別紙資料２として添付をさせていた

だいているところであります。

３点目は、知内町懸案事項にかかる単独要望活動についてであります。知内町懸案事項

にかかる単独要望活動を森永副議長、谷口経済民生常任委員長、西山総務文教常任委員長

に同行していただいて実施したところであります。要望内容については、別紙資料３とし

て添付をさせていただいたところであります。

４点目は、半島振興法延長充実・実現決起大会についてであります。７月１７日にイイ

ノホールで開催されました半島振興法延長充実・実現決起大会に出席をさせていただいた

ところであります。大会決議については、別紙資料４として添付をさせていただきました。

５点目は、北海道治水砂防海岸事業促進同盟道路整備促進協会ほか道路関係団体合同で

の平成２７年度国予算施策にかかる地方行政活動についてであります。北海道、北海道町

村会、北海道道路関係団体、北海道治水砂防関係団体の合同要請活動に参加を致しました。

要望内容については、別紙資料として、５・６として添付をさせていただきました。

６点目は、自由民主党北海道第８選挙区支部移動政調会の開催についてであります。７

月３０日に知内中央公民館で開催をされました。出席者については、前田衆議院議員、長

谷川参議院議員、自由民主党知内支部役員２名、函館建設開発部、渡島総合振興局からの

出席であります。町からは、私と網野副町長、それから、伊藤議長ほか議員７名、農協、

土地改良区、商工会、森林組合、木工組合、建設協会社会福祉協議会等で、９名の皆様方

に参加をしていただきました。要望内容については、別紙資料７として添付をさせていた

だきました。

７点目は、函館工業高等専門学校との連携に関する調印式についてであります。９月９

日に函館工業高等専門学校で開催された協定調印式に出席を致しました。連携内容につい

ては、協定書第２条として、１つとして、人的・知的資源の交流、２つとして、産学官に

よる地域連携の促進、３つ目として、それぞれが主催する事業に対する協力支援、４点目

として、相互理解を促進するための情報の提供及び交換に関すること、５点目として、そ

の他前条の目的を達成するために必要と認める事項の５項目であります。協定書を読み、

これまでの経過について、別紙資料８として添付をさせていただきました。
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８点目は、渡島西部広域事務組合の動向についてであります。平成２６年第２回臨時会

が平成２６年７月８日に開催をされまして、議案第１号、渡島西部広域事務組合火災予防

条例の一部改正について。議案第２号、福島消防署水槽付き消防ポンプ自動車購入契約の

締結について。議案第３号、平成２６年度渡島西部広域事務組合一般会計補正予算につい

て。報告第１号の平成２５年度渡島西部広域事務組合一般会計繰越明許費の報告について

は、提案どおり可決されたところであります。次に、平成２６年第３回臨時会が平成２６

年８月４日に開催をされて、議案第１号、消防救急デジタル無線整備工事請負契約の締結

について。議案第２号、消防救急デジタル無線整備工事請負計画の締結について。議案第

３号、平成２６年度渡島西部広域事務組合一般会計補正予算については、いずれも提案ど

おり可決されたところであります。また、平成２６年第２回定例会が２６年９月１日に開

催をされまして、議案第１号として、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について。

議案第２号、積立金の処分について。議案第３号、平成２６年度渡島西部広域事務組合一

般会計補正予算については、いずれも提案どおり可決されたところであります。なお、認

定第１号の平成２５年度渡島西部広域事務組合一般会計歳入歳出決算認定についても原案

どおり認定をされたところであります。また、報告第１号として、平成２５年度渡島西部

広域事務組合一般会計繰越費精算報告についても提案どおり可決されたところでありま

す。

９点目は、台風１１号による農業被害についてであります。去る８月１０日から１１日

にかけて台風１１号の暴風雨による農業用ビニールハウス１１棟に１９２万円の被害が発

生致しました。内訳はニラのハウスが２棟、うち全壊が１棟、ビニール破損が１棟、トマ

トハウスが９棟でうち全壊が１棟、半壊が１棟、ビニール破損が７棟でありました。また、

雨による冠水被害は、水稲で５．４ｈａ、牧草で７．６ｈａ、ウドで０．６ｈａの被害が

出たところであります。なお、当日の最大雨量は４１ｍｍを記録しておりまして、最大風

速は１０．９ｍを記録したところであります。以上、９点について行政報告を申し上げま

す。

◎ 議 長（伊藤政博）

これで、行政報告を終わります。

● 委員会報告第２号 総務文教常任委員会所管事務調査報告について（委員長報告）

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第６、委員会報告第２号、『総務文教常任委員会所管事務調査報告について』

を議題とします。

調査を議会閉会中に実施されております。

本件について、委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員会委員長、西山和夫君。

◎ 総務文教常任委員会委員長（西山和夫）

平成２６年度常任委員会所管事務調査を下記のとおり実施したので、会議規則第７７条

の規定により報告します。平成２６年９月２４日。

記、１．調査月日、平成２６年６月１０日、火曜日、１日間。２．調査委員、西山、木

村、松井、森永、泉、吉田各委員であります。３．説明員、網野副町長、手塚総務企画課

長、小田島総務企画課政策室長。４．事務局員、村上事務局長、上野係長。５．調査事項、



- 7 -

（１）空き家の実態と対策について。（２）ふるさと納税について。

６．調査意見

（１）空き家の実態と対策について

空き家等に関する問題は、社会問題にまで発展し、トラブルの原因にもなっている。こ

の背景にあるのは、少子高齢化さらには人口の減少や流出が加速したことにより空き家等

が増加したもので、中には適正に管理されず老朽化した危険な空き家等も増加しており、

倒壊などによる近隣住民への被害のほか、不審者の侵入により火災や犯罪が生じるなど、

全国的に問題となっている状況にある。

当町において、町内における専用住宅は１，７００戸、店舗等が１００戸（平成２４年

１２月現在）あるが、その内９町内会における空き家等の戸数は８１戸となっており、残

りの町内会を含めても１００戸を超える空き家等が想定される。これまでの調査では、景

観が悪く建物の形状をなしていないなどの危険家屋が現在、数箇所あり、これらの解決に

あたっては、諸課題も多い。

例えば、建物の所有者本人が解体することは当然だが、経済的な事情によりなかなか解

体ができず、仮に町が代執行したとしても、あくまでも経費は所有者が負担することが基

本的な考え方であり、その場合、所有者から解体経費を徴収できるかどうか。

また、景観等を考えた時、町が経費を負担して処理した方がいいのか。その場合、自費

で処理している人の扱いをどうするのかなどの問題も考えられる。

一方、空き家が更地にされずにそのまま放置される一因は、固定資産税の仕組みにもあ

り、小規模住宅用地（２００平方メートルまでの部分）については固定資産税の評価額の

６分の１、一般住宅用地（２００平方メートルを超える部分）は、固定資産税の評価額の

３分の１が税制の特例措置として固定資産税は軽減されるが、空き家等を撤去して更地に

することで固定資産税の軽減措置がなくなり、居住しているいないにかかわらず建物があ

りさえすれば固定資産税の負担が少なくてすむこともあり、空き家等を取り壊した後の問

題をどう整理していくのかなど課題は色々ある。

これらの問題を解決するうえで、空き家等で居住ができるようであれば管理者にきちん

と管理してもらうことが重要だが、有効利用を考えた場合、お試し住宅などの利用につい

ても検討すべきと考えるが、まちづくりを進めるうえでも、地域の良好な景観の保全と住

民の安全で安心な暮らしを確保するため「廃屋・空き家対策条例の制定」が急がれるとこ

ろである。

（２）ふるさと納税について

「ふるさと納税」は、寄付金の内２千円を超える部分について一定の上限まで原則とし

て所得税・個人住民税から全額が控除されることとなっている。当町の「ふるさと納税」

寄付金額は、一口５千円で、これまで寄せられた寄付金は、平成２４年１２月現在で３９

件、おおよそ１１９万円となっている。活用方法としては色々あると思うが、当町におい

ては、基金として次世代を担う幼稚園児から高校生・一般・お年寄りまでの文化・スポー

ツ活動のために活用している。最近の他の自治体の寄付金の傾向を見ると大口寄付が多く

なってきている状況にあるが、寄付者から寄付金をいただき礼状等を送付している自治体

が多い中で、寄付者に記念品や特産品を贈っている自治体も増えてきており、当町におい

ても町の特産品をＰＲする観点からも寄付者に対して、町の特産品を贈ることなども検討

することも必要と思われる。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

これで、総務文教常任委員会の所管事務調査報告は終わります。
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なお、只今報告がありました同委員会の報告内容については、理事者において、これを

行政に十分反映されるよう、議長からも要望します。

● 委員会報告第３号 経済民生常任委員会所管事務調査報告について（委員長報告）

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第７、委員会報告第３号、『経済民生常任委員会所管事務調査報告について』

を議題とします。

調査は議会閉会中に実施されております。

本件について、委員長の報告を求めます。

経済民生常任委員会委員長、谷口康之君。

◎ 経済民生常任委員会委員長（谷口康之）

委員会報告第３号、経済民生常任委員会所管事務調査報告について。平成２６年度にお

ける経済民生常任委員会の所管事務調査にかかる結果について、別紙のとおり報告する。

平成２６年９月２４日提出。知内町議会議長、伊藤政博。

経済民生常任委員会所管事務調査報告書。

平成２６年度における常任委員会所管事務調査を下記のとおり実施したので、会議規則

第７７条の規定により報告します。平成２６年９月２４日。知内町議会経済民生常任委員

会委員長、谷口康之。知内町議会議長、伊藤政博殿。

記、１．調査月日、平成２６年６月１０日、火曜日、１日間です。２．調査委員、委員

長、谷口康之、副委員長、吉田峰一、委員、木村一、委員、松井盛泰、委員、泉政栄、委

員、敦澤良子、以上であります。３．説明員、網野副町長、佐々木建設水道課長、小嶋建

設係長、４．事務局、村上事務局長、上野係長。５．調査事項、（１）住宅耐震改修等補

助事業について。

６．調査意見

（１）住宅耐震改修等補助事業について。

当該補助制度創設から２ヵ年経過しているが、耐震診断及び耐震改修工事ともに実績は

０件となっている。補助対象の要件としては、昭和５６年５月３１日以前に着工された一

戸建て住宅、併用住宅で自ら所有し居住する住宅が対象で、現状では一般住宅が８００棟、

共同住宅は３～４棟が対象で、補助金交付額は、耐震診断の場合、対象経費の３分の２で、

限度額は８万６千円となっており、耐震改修工事は対象経費の２０％で限度額は１００万

円となっている。

制度的には問題ないと考えるが、耐震診断に１ヶ月程度の時間を要することから、改築

時に耐震診断及び耐震改修を行うのは、事前に制度を熟知していなければスムーズに進ま

ず、結果利用されないという事になりかねないことから、今後も効果的なＰＲが必要と思

われる。

なお、地域材活用助成事業補助金との併用が可能となっており効率の良い制度であるこ

とから、担当課での連携を密にし、事業の推進にあたって欲しい。

また、当該補助の条件を町外所有者にまで拡大することも検討すべきと考える。以上で

ございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

これで、総務文教常任委員会の所管事務調査報告を終わります。
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なお、只今報告がありました、同委員会の報告内容については、理事者において、これ

を行政に十分反映されるよう、議長からも要望します。

● 追跡質問

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第８、『追跡質問』を行います。

順番に発言を許します。質問ありませんか。

（「なし」の声あり）

質問がないようでありますので、追跡質問を終わります。

◎ 議 長（伊藤政博）

只今、町長から今定例会に上程しております議案について、説明したい旨の申し出があ

りました。

これを許します。

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

議員の皆様には大変お忙しい中、平成２６年第３回知内町議会定例会にご参集いただき

誠にありがとうございます。今議会で上程しておりますのは、議案１９件、報告２件であ

ります。まず、議案第１号は、知内町子ども・子育て会議条例の制定についてであります。

本条例制定の趣旨は、子ども・子育て３法の成立に伴い、子ども・子育て支援新制度が平

成２７年度から開始されるため、市町村実情に応じた計画の策定が義務付けられたことか

ら、その準備のため本町における子ども・子育て会議を設置するための条例制定をするも

のであります。

議案第２号は、地方自治法第２０３条及び第２０３条の２に定めにある者に対する報酬

及び費用弁償支給に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、議案第１号

の知内町子ども子育て会議の設置に伴い、報酬・費用弁償を定めるため条例の一部を改正

するものであります。

議案第３号は、平成２６年度知内町一般会計補正予算（第５号）で、歳入歳出に１億６，

５５７万円の追加補正でありますが、主な内容については、マイナンバー制度導入に伴う

システム改修費に７３１万４千円の追加、庁舎電気設備改修工事照明器具ＬＥＤ化工事に

７，９００万円の追加、平成２５年度決算に伴い財政調整基金積立金に２，１５０万４千

円の追加、農林漁業活性化プロジェクト支援交付金事業整備工事に２，４５０万円の追加、

地域防災力強化事業備品購入で７９９万円の追加、文化・スポーツ振興事業助成に６４２

万３千円の追加、そして、町史印刷業務委託料として５５０万円の追加などであります。

議案第４号から議案第８号は、知内町国民健康保険事業特別会計、知内町公共下水道事

業特別会計、知内町農業集落排水施設整備事業特別会計、知内町介護保険特別会計、知内

町後期高齢者医療特別会計の平成２６年度補正予算であります。補正の内容の主なものに

つきましては、いずれも平成２５年度の決算に伴い、５会計合わせて２，６６６万４千円

の追加補正をするものであります。

次に議案第９号は、平成２６年度知内町水道事業会計補正予算（第３号）であります。
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補正予算内容は、配水管移設工事に伴い建設改良費に１１０万円を追加補正するものであ

ります。

続いて、議案第１０号は、平成２６年度知内町一般会計歳入歳出決算認定についてであ

ります。議案第１１号から議案第１５号までは、知内町国民健康保険事業、知内町公共下

水道事業、知内町農業集落排水施設整備事業、知内町介護保険、知内町後期高齢者医療の

５特別会計の平成２５年度の歳入歳出決算認定についての議案であります。

議案第１６号は、平成２５年度知内町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

てであります。

議案第１７号は、知内町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条

例の一部を改正する条例についてでありますが、ひとり親家庭の母及び父の定義に関する

文言の整理に伴う条例改正であります。

次に議案第１８号は、北海道市町村職員退職手当組合を組織する団体の追加及び北海道

市町村職員退職手当組合規約の変更についてでありますが、根室北部廃棄物処理広域連合

を加えることに伴う規約の変更であります。

議案第１９号は、教育委員会委員の任命であります。教育委員１名が９月３０日で任期

満了となることから、選任についての議会の同意を求めるものであります。

また、報告第１号、財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告（第２号）として、株

式会社スリーエスの業務報告の報告２件についても上程をしております。

議案の内容につきましては、後ほど各担当から説明をさせていただきますので、ご審議

の上、議決賜りますようお願いを申し上げます。以上であります。

● 議案第１号 知内町子ども・子育て会議条例の制定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第９、議案第１号、『知内町子ども・子育て会議条例の制定について』を議題

と致します。

本案について、提案理由の説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第１号、知内町子ども・子育て会議条例の制定について。

知内町子ども・子育て会議条例を次のように制定する。

本条例制定の趣旨につきましては、一昨年８月に子ども・子育て関連３法が成立し、子

ども・子育て支援を総合的に推進することを目的とした子ども・子育て支援新制度が平成

２７年度にスタートすることとなっているところであります。新制度では、市町村に対し、

地域の実情に応じた子ども子育ての支援事業計画の策定を義務付けているほか、計画策定

にあたって当事者の意見反映や計画推進にあたっての施策の実施状況等を調査、審議する

ため、子ども子育て会議の設置が求められております。そのことから会議設置の条例をこ

の度、制定するものであります。条例の内容につきましては、この後、生活福祉課長から

説明をさせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）
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議案第１号、知内町子ども・子育て会議条例の制定について。

知内町子ども・子育て会議条例を次のように改正する。

知内町子ども・子育て会議条例。知内町子ども・子育て会議条例の概要については、予

算説明資料見だし２の生活福祉課１ページでご説明致しますので、お開きください。

知内町子ども・子育て会議の概要。先ほど副町長の方から趣旨の方は言っておりますの

で、省略させていただきます。子ども・子育ての会議の審議の内容でございますけれども、

特定教育、保育施設の利用定員の設定に関すること、それから、子ども・子育て支援事業

計画の策定及び変更に関すること、それから、子ども・子育て支援に関する施策の総合か

つ計画的な推進に関し、必要な事項及び当該施設の実状況を調査審議すること。子ども・

子育て支援新制度関連条例案に関すること。

それで、次の子ども・子育て支援制度ですけれども、認定子ども園制度の改善、それか

ら、２番としまして、認定子ども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付、施設型給付及

び小規模保育等への給付（地域型保育給付）の創設。３番としまして、地域の子ども・子

育て支援の充実。４番目としまして、市町村が地域のニーズに基づき計画を策定、給付事

業を実施。それから、５番目としまして、社会に全体による費用の負担。６番目として、

子ども・子育ての会議設置というふうに新制度がなっております。

本文の方にお戻りください。第１条は、設置について定めております。第２条は、組織

について。第３条は、委員の任期について。第４条は、委員長及び副委員長について。第

５条は、議事について。第６条は、庶務について。第７条は、委員長への委任について定

めております。

附則として、施行期日、この条例は、交付の日から施行する。

以上でございます。よろしくご審議の程、お願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

ちょっと確認のためにお伺いしたいんですけれども、第２条によりますと、委員の方々

の選任ですね、これ１から５まであるんですけれども、今のうちの町の現状からいって、

どのような方々を想定するのか、まず、お知らせ願いたいと思います。

それから、委員の任期は２年となっていますけれども、これについても、３年とかそう

いう形の２年でなくてもう少し長くても私はいいんじゃないかと思うんです。その辺につ

いての考え方、なぜ、２年なのかお知らせ願いたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。１点目の委員の任命なんですけれども、ここに書いてある法第６条第

２項に規定する保護者、これは一般の保護者の方です。それから、法第７条第１項に規定

する子ども・子育て支援に関する学識経験者ということで、これは例えば、ＰＴＡ会長だ

とかそういう方を。すみません。これは例えば、社会教育委員長だとか、そういう方を指

名しております。それから、教育に関して、学識経験のあるということで、これは例えば、

校長会だとか、そういう方を指名しております。それから、第７条第４項は、保育所の施

設の代表者ですので、保育園の園長、それから、幼稚園の園長、保育所の所長、そういう

方を想定しております。
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それと、任期の方ですけれども、一応、これは策定委員会がですね、子ども会議の策定

をしまして、２年というのは、一応２年で検証して、新たな委員をですね、２年後に再任

を妨げないということですので、一応２年ということで定めると。考え方とすればそうい

うことで考えております。

◎ 議 長（伊藤政博）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

今の委員の方々はだいたい私も予想していた方々なのかなと思うんですけれども、この

辺についてですね、私は任期２年ということについてはですね、やはり今、課長の説明を

受けたような方々でありますと、親御さんは当然いいんでしょうけれども、そのほかの方

々の役員ということは、充て職だとかいろいろな形がありますけれども、やはり２年とか

任期が途中でやめざるを得ないという形の方も出てくるのかなということで、もう少しそ

ういう形をちょっと考慮して、３年といえば言い方変ですけれども、もうちょっと長くて

もいいんじゃないのか、そしたらそういう形できちんとその部分で任期の間にそういう事

業とかそういう形のものはクリアできるんじゃないかなとちょっと、私なりに、個人的に

考えたもので、その辺についてどうなのかなと。

それから、今の場合、６条の庶務は生活福祉課ということになりますけれども、これも

教育委員会の方もかなり私は関わってくる問題なのか、その辺についての教育委員会との

連携というものはどのような形で取るのかなということをもし考えているようでしたら、

お知らせ願いたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。庶務を生活福祉課に置くということで、一応、うちが主体となってや

りますので、事務局の方には、教育委員会の次長、それから社会教育係長、学校教育係長

も事務局の一員ということで入れる予定になっております。

それから、２年というのはですね、一応、今７番議員さんが言いましたとおり、充て職

の方がほとんどです。それで、保護者の方も代表者いますけれども、例えば、小学校の子

どもが卒業しただとか、そういうことがありますので、とりあえず、２年間ということで、

そういう考えで２年間ということで定めております。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

そしたらですね、うちの町としては、子ども支援ということで、この子ども支援法を見

ますと、子どもは１８歳までという形になっていますけれども、うちの町としては、年齢

的にはどのくらいの子どもさん方を全部あれなんでしょうけれども、うちの町として実際

的にはどのくらいの年齢までの方の子どもさんを一番重要的にというか、重要なポイント

として捉えて支援するのか、その辺、もしあるようでしたら、お知らせ願いたいと思いま

す。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。前回ですね、次世代支援計画、それが２６年度までになっております。
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その計画は１８歳までの計画で、いろいろな事業の関係になっておりますので、今回、知

内子ども・子育て支援計画についてもですね、この次世代の支援計画、これを盛り込んだ

中でやりますので、一応１８歳までというふうには考えております。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ありませんか。３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

この制度は、来年の２７年度から開始をするということで、この制度を制定するという

ことは理解しますが、ただ、この制度の条例の必要性について、まず、ここに参考資料の

中に知内町子ども・子育て会議の概要ということで、これちょっと読んでみて、さらには

ちょっと国でいう子ども３法のやつを引用しましたら、この文章全く国でやっているその

まま載っけている。私の言うのは、議会の方で認定子ども園だとか、それらについていろ

いろ要望出したにも関わらず、庁舎内の検討委員会では時期尚早という答えがこの間出て

きたばっかり。その中で、子ども・子育て新支援制度のこの文章、全くそぐわないという

ことでしょう。なぜ、この子育て会議の概要だったら、知内は知内版のものをきちんと国

で出したこの制度の内容を参考にしながら、知内版のものを出さないのか、その考え方お

願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。先ほど概要の部分ですね、子ども・子育て支援新制度、ここのところ

を３番議員さんが言っていると思うんですけれども、これはあくまでも国の制度で行うと

いうことの概要です。その上の子ども・子育て会議の審議の内容、このことについて、う

ちの知内町子ども会議で行う審議の内容ということでご理解願いたいと思います。以上で

す。

◎ 議 長（伊藤政博）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

国で言っていることはわかるんですよ。けれども、我々、条例を制定したこの根拠は一

体何だろうかと、まず、この文章の説明を見ますよ。その中で、子ども園の制度の改善だ

とか幼保連携型の云々いろいろ載っていますけれども、知内で全く手を付けていないとい

うことでしょう。手を付ける予定もないでしょう。認定子ども園できた段階でこれを追加

すればいいでしょう。はじめから何も入れる必要ないと思いますよ。もう一回言いますけ

れども、我々はこの条例そのものはいいんですよ。当然２７年からスタートするのは、国

の制度が制定されたわけですから、今作るのは当然だと思うんですけれども、この条例案

の中を言っているのではなくて、この概要の文章そのまま国がやるのを丸写ししているの

がどうなのということを言っているんです。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。先ほど資料２の子ども・子育て支援制度、これはあくまでも今、国も

ですね、認定子ども園の制度の改善、今ありますけれども、幼保一本化だとか、そういう

審議をしていますので、その制度を子ども・子育て支援関連３法によってこういう改善を

するということですので、これをただ載せただだけです。国もこういうふうに動きますよ
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ということです。ですから、それに伴って、うちは子ども・子育て会議の審議内容という

ことで、上の方にこの内容をやるということでご理解願いたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

今の説明の中で、ただ載せただけでしょう。さっきから私が言っているのは、その国の

文章そのままの丸写し載せたと。あなた自ら説明して、ただ載せただけですと。これはや

っぱり改めるべきだと。国の制度は制度としていいの。それを参考にして、知内版という

のはきちんとつくるべきだということ、答弁あったら答弁願います。

◎ 議 長（伊藤政博）

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

ご説明を申し上げます。今、３番議員さんのご指摘でございますけれども、実は先ほど

来説明しておりますとおり、子ども・子育て会議というものは、国の子ども・子育ての関

連３法、子ども・子育て支援法案、さらには、総合子ども園法案、関係整備法案という３

つの法律に則ってのものでございまして、当然、この中では子ども園の法案もございます

ので、この子ども子育て会議の中では、これらのものも審議、議論していかなければなら

ないということで、実はこの会議設置の条例につきましては、その具体なものというのは

特段載せてございません。議案の方、ご覧になっていただければわかるかと思いますけれ

ども、この会議設置をして、その会議の中でこれら３法に伴う関連のものを審議していく

という内容のものでございますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

３法の中身はよくわかるんです。だから、さっきも同じこと何回も言いますけれども、

国の文章をそのまま載っけるのはどうなんだと。意味わかるんですよ。けれども、今、知

内で認定子ども園だとか、幼保連携型のいろいろな話、議会の方からしていても、あなた

方庁舎内では、時期尚早ということで取り上げなかったでしょう。そういう前提の中でこ

れを謳うのは如何なものかということ。それを取り上げてからはじめてこういう文章が出

てくるというんだったらわかりますよ。あえて答弁はいりません。何回言っても同じです。

◎ 議 長（伊藤政博）

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

ご説明を申し上げます。答弁いらないということだったんですけれども、実は全員協議

会の中でもお話していますとおり、子ども園に関して決して否定的なことを言っているわ

けではないんですよ。時期尚早ということもはっきりは申し上げておりません。ただ、段

階を踏んで、そういうことも検討していかなければならない。ですから、この子ども会議

の設置の中で、当然これらのことも議論していかなければならないということでございま

すので、資料ということでございますので、よろしくご理解いただければと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ありませんか。９番、森永君。

◎ ９ 番（森永 勉）

今の３番議員からの質問がありましたが、単純な答弁でちょっと私も戸惑っているんで
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すが、視点を変えて聞きますが、この会議で出された結論と言いますか、意見、これはど

ういう形で町の行政に反映されるのかということが第１点であります。

それと、単純な文法上の質問になるのかと思うんですが、なぜ、知内町子ども・子育て

なんですか。子育てだけだったらだめなんですか。何で子どもが付くんでしょう。子ども

だけだったらちょっとまずいかもしれませんが。これも今３番議員が言われるように、国

から回ってきたのそのまま出すからこういうふうになるんじゃないですか。地域に合った

ような子育てをしなさいというのが目的でしょう。今３番議員が言われているのはそこな

んですよ。なぜ、地域にあったような目的の会議にしようとしないのか、前段の条例であ

っても余りにもその辺は理解できない。条例の制定なんです。知内町の条例の制定なんで

す。国の条例の制定じゃないんです。法律で決まったからという単純なものではないはず

であります。特に知内の場合、いろいろと議論されているでしょう。少子高齢化の関係で

幼保一元化等々議論されている最中でありますから、その辺を慎重に条例設定していただ

ければなと思います。改めて聞きますが、子ども・子育てなんでしょう。子どもだけなら

だめなんでしょう。子育てだとだめなんでしょうか。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今、各議員さん方から意見もいただいておりますけれども、こんなふうにちょっと考え

ていただければと思います。今、副町長からも担当課長からもありました。国の制度が法

が変わりましたと。そこでそれは要するに各自治体でこういう条例を作りなさいという、

計画をつくりなさいということで、ここにありますけれども、ここにある子ども・子育て

支援事業計画を平成２７年度から３１年度までの計画を作りなさいということなんです。

ですから、今、言われるように、当然それは町が今、抱えている問題が、その事業計画の

中に反映されるということでご理解いただけないでしょうか。このままうちの計画が要す

るに国が示したものを全てそこに計画に登載をするということではなくて、国が今、示し

ている概要ということで、こんな形で国が今、示されていますよと。それを受けて町が２

７年度から３１年度までの支援計画に今、いろいろと議会からの意見をいただいておりま

すので、それが今、繁栄されて、その内容は当然、議会の皆様方にこんな形で知内町の子

ども・子育ての支援を今、計画されていますよということで、それを議員の皆様方に説明

するということでご理解していただけませんでしょうか。これを全てその計画の中に盛り

込むということは一切言っていません。概要として国から示されているものを今、資料と

して議員の皆様方にお配りをさせていただいたということ。ですから、認定子ども園の今、

言われるように、私は一切、否定はしておりません。ずっと一貫して認定子ども園は必要

ですよということは言わせてもらっています。ただそれは、時期を今、見極めて、体制を

どうするかということは当然、町だけの考え方ではなくて、民間で今、経営をされている

方がおりますので、その辺の事務調整というか、協議をさせていただいて、然るべき時点

できちんと判断をさせていただきますよということで、きっと副町長は常任委員会で説明

をしているというふうに思っています。時期尚早とか否定をしているということは一切、

私は考えておりません。私は行政報告の中にもきちんと認定子ども園の設置に向けて検討

をさせていただきますよということを言わせていただいていますので、この２７年度から

３１年度までの事業計画の中にきちんとその辺は計画に登載をさせていただければという

ふうに思っていますので、ご理解をいただければと思います。以上であります。

◎ 議 長（伊藤政博）
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９番議員から会議の結論をどういうふうに行政に反映させるのかという内容もあります

ので、その点について答弁求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

会議の名称でございますけれども、先ほどもご説明申し上げておりますとおり、子ども

・子育てということにつきましては、実は例えば、子育てだけでいいんじゃないというこ

ともありますけれども、実は子育てということだけでなくて、子どものための支援という

こともこの中に入っています。子どものための支援。ですから、例えば、児童手当法に定

める部分のものですとか、あるいは、子どもための教育・保育のための給付ですとか、そ

れと親御さんにとっての子育てという両方の意味合いがあるので、子ども・子育てという

名称になっているということでご理解いただければと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

どう行政に反映させるかという結論。町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

計画が策定された折には、行政としてそれをどういうふうな形で活用するのかという考

え方でありますけれども、当然、それは各委員、今、想定しているのは、１７名の委員を

想定しておりますけれども、そこで将来的に少子化対策、それからいろいろとやっぱり子

育ての支援の部分も私は子育て支援ずっと一貫してやらせていただいていますけれども、

そのほかにこんな形もどうなんでしょうか、知内独自の子ども支援ということも考えるべ

きじゃないかということがきっと計画の中に盛り込まれることなんだろうというふうに思

っています。ですから、そこで検討された計画については、できるだけ行政としてその部

分は対応をさせていただければというふうに思っています。ですから、今までの経過、取

り組んだもの、それから、将来的な見通しの中で、こういう支援策、給付も必要でないか

ということが意見としてきっと計画の中に盛り込まれるというふうに思っていますし、そ

の辺は私は独自にやらせてもらっていますけれども、いろいろとやっぱり町民の皆様方が

もっと町長ここの部分を充実するべきではないかということが当然、盛り込まれてくるも

のだというふうに思っていますので、その辺も期待を持ちながら、その計画の策定状況を

見極めながら、行政としても対応していきたいというふうに思っていますので、ご理解い

ただければと思います。以上であります。

◎ 議 長（伊藤政博）

９番、森永君。

◎ ９ 番（森永 勉）

町長の部分は理解したんですが、網野副町長の今、言われる単純な質問なんです。子育

てであろうと、子どもであろうと、どっちでもいいんですが、全てが子育てでしょう。何

をやるにしても全部子育てでしょう。子どもが一人前の大人ですか。子どもだからみんな

育てるんですよ。ここは子どもです、ここは子育てですと分かれてます。支援は全部子育

てでしょう。もう一回、網野副町長。

◎ 議 長（伊藤政博）

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

舌足らずで申し訳ありません。全て子育てであることは確かです。ただ、子どもも１人

の人格として、子どもに対して直接支援という意味合いもあるということです。

◎ 議 長（伊藤政博）
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ほかに質疑ありませんか。１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

議案第２号にもちょっと関連してくるんですけれども、学識経験ありますよね、学識経

験者、メンバーの中で、学識経験があるんですけれども、この報酬が議案第２号で示され

ているんですけれども、車賃だとか想定していません。けれども、これは町内の学識経験

ということですか。あくまでも、先ほど言っていました充て職みたいな各団体、ＰＴＡ等、

それだけの想定ですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

今、考えているのが町内の学識経験者で、それでＰＴＡの会長さんだとかもありますけ

れども、それで、２０３条のこれから出ますけれども、町内の学識経験者で、公の部分は

日中に開きますので、その部分の費用弁償だとかは入っていないですので、よろしくお願

いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

何のものでも各団体の長と入ってくるんですね。知内町のこういう町長の諮問機関には。

それで、果たしてそれがいいとか、悪いとかじゃなくて、ある意味、子どものための子育

て、いろいろ考え方あるんだろうと思いますけれども、町外からのそういう真の教育従事

者の真の学識経験者を入れて、知内町の子ども・子育てをどうするか、大事に会議になっ

てくるんだろうなと思いますので、是非、町外の学識経験も入れられるような条例にして

いただければありがたいなと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

先ほど副町長から更に町長の答弁を聞いていたところですが、国から示されている内容

は内容ではじめから理解しているんです。私も９番議員も言っているのは、この概要の知

内町子ども・子育て会議の概要と謳っている。知内町と謳っているんですよ。国を参考資

料なら国の参考資料でぼんと出せばいいでしょう。知内と謳っているから知内の考え方に

なるでしょう。それを言っているんですよ。国なら国の参考資料で出ていますよと。これ

をもとでこの条例を作る知内の子育て会議の概要がこうですよと出てくるんだったら別で

すよ。だから丸写しはおかしいですと言っているのはそこなんですよ。もし答弁あれば欲

しいし、なかったらいいです。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今、３番議員からご指摘のとおり、ここに知内町ということを謳ってしまったものです

からちょっと誤解を与えてしまったということだろうと思っていますので、この辺は今後、

きちんとその辺を整理させていただければというふうに思っております。よろしくお願い

致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ありませんか。
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（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから討論を終わります。

これから議案第１号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。従って、本案は原案のとおり可決されました。

ここで暫時休憩致します。再開は１１時と致します。

（ 休憩 午前１０時４１分 ）

（ 再開 午前１１時００分 ）

● 議案第２号 地方自治法第２０３条及び第２０３条の２に定めある者に対する

報酬及び費用弁償支給に関する条例の一部を改正する条例について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１０、議案第２号、『地方自治法第２０３条及び第２０３条の２に定めある

者に対する報酬及び費用弁償支給に関する条例の一部を改正する条例について』を議題と

します。

本案について、提案理由の説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

議案第２号、地方自治法第２０３条及び第２０３条の２に定めある者に対する報酬及び

費用弁償支給に関する条例の一部を改正する条例について。

地方自治法第２０３条及び第２０３条の２に定めある者に対する報酬及び費用弁償支給

に関する条例の一部を次のように改正する。

次のページです。地方自治法第２０３条及び第２０３条の２に定めある者に対する報酬

及び費用弁償支給に関する条例の一部を改正する条例。

地方自治法第２０３条及び第２０３条の２に定めある者に対する報酬及び費用弁償支給

に関する条例（昭和３４年条例第１号）の一部を次のように改正する。

今回の改正でありますが、知内町子ども・子育て会議設置に伴い、委員の報酬及び費用

弁償を追加するための改正であります。

なお、新旧対照表につきましては、説明資料見だしナンバー２、生活福祉課関係２ペー

ジに掲載してございますので、ご参照いただきたいと思います。

附則として、この条例は、交付の日から施行する。

以上で説明を終わらせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

すみません。再度、お尋ね致します。先ほどの条例の中で、学識経験のある者というこ
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とで、第２条に載っておりますけれども、この第２条の学識経験者とは、町内の限定なの

か、町外は考えていないのか、改めてお尋ねします。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。只今の質問ですけれども、町内ということで考えております。町外は

考えておりません。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

繰り返しになるんですけれども、いろいろ町内の学識経験者、固定されたような気が致

します。それで、改めてこのような大事な子ども・子育てという大切な会議になってくる

だろうと思いますので、これからは幅広く専門的な意見を聞くためにも、町外の学識経験、

特に教育従事、携わった経験がある方々の考え方、考え方でもいろいろあるだろうと思い

ますので、是非、２人以上のそういう専門的な知識がある方を委員として入れていただけ

れば、大変ありがたいなと思っているんですけれども、その辺についての考え方をお尋ね

します。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。只今、１番議員さんの方からありました教育従事者の専門の方と言い

ますけれども、うちの方に今、想定される人は、幼稚園の園長だとか、教育従事者という

ことで、そういう方々をですね、幅広く携わった人をですね、任命したいというふうに思

いますので、町内でということで私は考えております。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

なぜ、町外にこだわるかというと、町内で例えば、今、出ましたように、幼稚園の先生

だとか、いろいろ学校職上がりでいます。けれどもですね、やっぱり教育長の下でいろい

ろ話合いはされているんだろうと思いますけれども、ただ、それというのは、内輪の会議

と同じで、ある程度、自分の本質的な要素というのは、果たして出ているのか、出ていな

いのか、ちょっとわからないところがあります。我々町内で、やっぱり同じ町内にいます

と言いづらいというところもありますし、町外であれば、客観的に知内町を見て、またこ

れから会議の題材であります子ども・子育てに関して、自分はこういう意見があるとか、

様々な幅の中で発言をしていただけるのかなという、あまり町内という枠にこだわらず、

外部的な意見、正直、真っ向から教育長と反論するような方も１人いてもいいんだろうな

という気がするんですよね。そういう対陣した中で、そういう子育てだとか、いろいろ考

え方を議論して、また前向きな方向へ進めていく、ひとつの方法だと考えるんですけれど

も、その辺を。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。今の部分でですね、うちの町にですね、先ほど言いましたとおり幼稚
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園の園長だとか長年います。そういう方の方がむしろ子ども・子育て計画を立てるのに実

情的にですね、幼児から中学校、高校までの部分でわかっている部分がありますので、で

きれば、町内ということで学識経験者は考えております。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

やはり条例の中でもありましたけれども、学識経験、町外からも入れて幅広く専門的な

知識、議論をして、町内に固執せず、ありとあらゆる経験豊富な方々に客観的に知内町を

捉えて発言していただく、まして、子どものことですから、町内に甘んじることなく、町

外でそういう方々がもしいればですよ、いればやはり２名くらいの学識経験を町外から入

れた中で、更なる議論の発展、教育、町内のそういう教育関係者との議論も闊達になって

くるのかなと思いますので、それを入れてもらえない課長の答弁には反対します。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

それでは、討論がないようですから討論を終わります。

これから議案第２号を採決します。

本案を原案のとおり決定する方は起立願います。

（起立多数）

起立多数であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第３号 平成２６年度知内町一般会計補正予算（第５号）について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１１、議案第３号、『平成２６年度知内町一般会計補正予算（第５号）につ

いて』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

議案第３号、平成２６年度知内町一般会計補正予算（第５号）について。

平成２６年度知内町一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正であります。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ１億６，５５７万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３億５，２０

６万９千円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

第２条は、地方債の補正であります。地方債の追加、変更は、「第２表地方債補正」に

よる。
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説明は歳出より行いますので、１８ページをお開きいただきたいと思います。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に２１６万２千円を追加し、１億８，４

６３万２千円とするものです。内容はマイナンバー制度、いわゆる社会保障、税番号制度

が平成２７年度から運用されることに伴い、１３節委託料に団体内統合利用番号連携サー

バー整備委託料に１４９万９千円、１９節負担金補助及び交付金に中間サーバー整備負担

金に６６万３千円を追加するものです。なお、マイナンバー制度につきましては、資料で

説明を致しますので、見だしナンバー１、総務企画課資料の１ページをお開きいただきた

いと思います。

マイナンバー制度の概要であります。１番の目的につきましては、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、これが法律名でありますが、これ

が平成２５年法律第２７号で施行されておりまして、これに基づき国民一人一人に個人番

号を割り当てることで、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるというこ

とを確認を行うことで、社会保障、税制度の効率性、透明性を高めて、国民にとって利便

性の高い、公平公正な社会を実現するということが目的になってございます。効果であり

ますが、正確な住民の把握、また、所得情報の把握ができるということ、それと、各種行

政事務の効率化が図られるというもの、また、大災害時においては、積極的に被害者把握

に活用が可能だということであります。利用の例と致しましては、各種申請手続の際に現

在でありますと、所得証明書、住民票の添付が必要になってございますが、これが省略で

きることになっております。省略した分につきましては、関係機関、役場ごとに情報のや

り取りをして取得することになります。その情報のやり取りでありますが、国が整備をす

る中間サーバー、情報提供ネットワークシステムというところを経由して行うことになり

ます。また、これを経由して行う際には、個人番号ではなく、情報連携のための符号とい

うものを取得して行うことになります。要するに住民一人一人に個人番号は付きますが、

この個人番号の人にかかる情報を取得するときは、個人番号に対応した符号、各市町村毎

に付いている符号というもので照会をかけて、データを取得するということになっていま

す。それから、中間サーバーを経由することで、より高い符号が確保できるということに

なっております。それと、利用できる事務でありますが、法律番号法の第９条第１項別表

第１に定める事務ということで、税の賦課徴収に関する事務等ということで、何十項目に

ついて定められております。また、第２項では、法律で定めがなくても、町の市町村条例

で定めれば、その事務も利用できるということで、その規定が第２項に定められておりま

す。また、特定個人情報を照会できる事務、または、照会があった場合に、提供しなけれ

ばならい情報については、法律の第１９条第７項別表第２に定める事務ということで、こ

れも税の賦課徴収に関する事務等ということで、概ね内容は社会保障、また税に関する関

係事務ということになってございます。それと、今後のスケジュールでありますが、既存

の町の住民基本台帳、それから税、それから統合宛名システムの改修は、平成２６年度中

に行うこととしております。それと、その他の社会保障関係のシステム、国保ですとか、

介護保険等の社会保障関係のシステムは、来年度、平成２７年度中に改修することとなっ

てございます。それと、個人番号の付番につきましては、来年の１０月から、また本人か

ら申請があった場合に交付する個人番号カードの交付については、平成２８年の１月から、

実際の情報連携につきましては、平成２９年の１月から国の機関で始まりまして、市町村

を含む地方公共団体につきましては、平成２９年の７月から実際の情報連携がはじまりま

す。

それと、次のページです。改修の対象となるシステムにつきましては、そこに記載のと
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おりです。うちの町で持っているシステムです。それと一番上の住民記録、３番目の国民

年金、１番下の団体内統合宛名システムにつきましては、改修にかかる経費、国の基準額

の１０分の１０、１００％が国庫補助金で対応できます。その他のシステムの改修費につ

きましては、国の基準額の３分の２が国庫補助金として交付され、残り３分の１につきま

しては、欄外に記載してございますが、交付税で措置されるということになってございま

す。それと、先ほどもちょっと出ました中間サーバーの整備費でありますが、これは全て

国補助金で賄うこととなってございます。今年度の補正予算、そこに記載しているとおり

です。住民記録、税務に関しては、これから説明を致します。今、説明終わりましたのが、

団体内の宛名１４９万９千円、中間サーバーの分６６万３千円となっています。今年度総

額でこの改修にかかる経費は、７３１万４千円となっておりまして、うち国庫補助金が６

６８万１千円ということになってございます。次のページには、情報連携の図が掲載して

ございます。後ほどご参照していただければと思います。よろしくお願い致します。

それでは、議案の方の１９ページに戻っていただきたいと思います。３目財産管理費に

７，７２３万円を追加し、４億２，１７１万３千円とするものです。内容は１３節委託料

で、庁舎照明器具ＬＥＤ化工事設計委託料２２５万円の減額ですが、今回、これについて、

補助金の交付申請をしておりましたが、採択とならなかったことから、補助要件を満たす

必要がなくなったため、この委託費については、減額をするものであります。また、１５

節工事請負費では、庁舎照明器具ＬＥＤ化工事を２か年計画で実施することとし、今年度

分としては１，６００万円、災害対策としての受電設備の移設、非常用発電機の設置を行

う庁舎電気設備改修工事に６，３００万円、１４節使用料及び賃借料に庁舎の電話交換機

更新リース料として４８万円をそれぞれ追加するものであります。

次のページです。４目財産調整基金費に２，１５０万４千円を追加し、２，９２８万６

千円とするものです。内容は２５節積立金で２５年度一般会計繰越金が確定したことから

財政調整基金積立金として２，１５０万４千円を追加するものであります。

次のページです。６目企画総務費に２００万円を追加し、１，５１６万４千円とするも

のです。内容は１９節負担金補助及び交付金で、知内町ふるさと創生事業補助金に不足が

見込まれることから２００万円を追加するものです。

次に１２目自治振興費に９１万６千円を追加し、３，７１１万９千円とするものです。

内容は尾刺・湯ノ里テレビ受信施設組合負担金として６０万８千円。湯ノ里テレビ共同受

信組合助成として３０万８千円をそれぞれ１９節負担金補助及び交付金に追加をするもの

です。

次のページです。１５目諸費に２９０万円を追加し、３４０万円とするものです。内容

は２３節償還金利子及び割引料で法人町民税の還付金として２９０万円を追加するもので

す。

次のページです。２項徴税費、２目賦課徴収費に１８９万６千円を追加し、２，９７０

万２千円とするものです。内容は１３節委託料で、社会保障税番号制度にかかる総合行政

システム改修業務委託料、税システム分でありますが、１８９万６千円の追加であります。

次のページです。３項１目戸籍住民登録費に３２５万６千円を追加し、２，３７０万７

千円とするものです。内容は１３節委託料で社会保障税番号制度にかかる総合行政システ

ム改修業務委託料、住民基本台帳システム関係分として３２５万６千円を追加するもので

す。

次のページです。４項選挙費、２目農業委員会委員選挙費から１７５万円を減額し、１

８万１千円とするものです。内容は１節報酬から１９節負担金補助及び交付金まで、それ
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ぞれ不用額を減額するものです。

次のページです。３目知内町長選挙費から６２７万１千円を減額し、ゼロとするもので

す。内容は目を変更し、予算計上するため、１節報酬から１９節負担金補助及び交付金ま

で、全て減額をするものです。

次のページです。５目知内町長選挙及び知内町議会議員補欠選挙費に６６４万円を追加

し、６６４万円とするものです。内容は選挙費用として１節報酬から１９節負担金補助及

び交付金までそれぞれ必要額を計上するものであります。

次のページです。５項統計調査費、１目人口農林商工教育統計調査費であります。補正

額はございませんが、３節職員手当等、７節賃金でそれぞれ不用額を減額し、１２節役務

費で不足と見込まれる１万８千円を追加するものであります。

次に４４ページをお開きいただきたいと思います。４４ページ、７款１項商工費、４目

公園管理費に１７０万１千円を追加し、９３２万９千円とするものです。内容は墓地公園

内の支障木伐採整理のために１節賃金に４万７千円、１４節使用料及び賃借料に５万４千

円を追加し、１５節工事請負費では、現在施行しております合同納骨塚建設工事に地下水

対策費として１６０万円を追加するものであります。

次に４７ページをお開きいただきたいと思います。９款１項１目消防費に２９１万９千

円を追加し、２億３，４２６万円とするものです。内容は１９節負担金補助及び交付金で、

渡島西部広域事務組合負担金消防分として２９１万９千円を追加するものであります。

次のページです。２目災害対策費に７９９万円を追加し、２，５５３万５千円とするも

のです。内容は１８節備品購入費で補助金の交付決定を受けたことから地域づくり総合交

付金事業地域防災力強化事業として７９９万円を追加するもので、整備備品の概要につき

ましては、総務企画課資料４ページをご参照いただきたいと思います。

以上で総務企画課関係の説明を終わりますので、よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

続いて、生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

３０ページです。生活福祉課長関係を説明致します。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費に１０万円を追加し、１億７１３万

５千円とするものです。９節旅費に研修旅費として１０万円を追加するものです。

続きまして、３目老人福祉費に３０８万円を減額し、１億１，１６３万２千円とするも

のです。１９節負担金補助及び交付金、北海道後期高齢者医療広域連合負担金療養費給付

分に平成２５年度の額の決定により３７２万５千円の減額をするものです。２８節繰出金、

後期高齢者医療特別会計繰出金、事務繰出に平成２５年度の額の決定により６４万５千円

を追加するものです。

続きまして、４目心身障害者特別対策及び母子等福祉費に５万円を追加し、１億１，３

０４万円とするものです。２３節償還金利子及び割引料、平成２５年度障害者医療費道費

負担金返戻金に額の決定により不足が見込まれることから５万円を追加するものです。

続きまして、２項児童福祉費、２目児童措置費に１９５万円を追加し、１億３，１４０

万円とするものです。１の報酬、知内町子ども・子育て会議報酬に１８万４千円の追加、

９節旅費に知内町子ども・子育て委員費用弁償として１１万円の追加、１１節需用費に公

用車車検代整備費として５万円の追加、１２節役務費に公用車任意保険等で５万円の追加、

１９節負担金補助及び交付金に保育士処遇改善臨時特例事業に１２１万１千円を追加する

ものです。これは私立保育園の保育士の処遇改善のための事業です。２３節償還金利子及
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び割引料、平成２５年度保育所運営費等道費負担金返還金１１万２千円の追加、平成２５

年度保育所運営費等国庫負担金返還金２２万４千円追加、それぞれ２５年度の額の決定に

より不足が見込まれるものです。２７節公課費、重量税９千円の追加でございます。

４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費に１０１万５千円を追加し、３，１３９万４

千円とするものです。１２節役務費、肺炎球菌ワクチン接種料として４３万４千円の追加、

水疱瘡等ワクチン接種料として５８万１千円を追加するものです。現在、任意接種の水疱

瘡と高齢者肺炎球菌予防接種が１０月１日より定期接種になることからの追加補正による

ものです。

続きまして、５目保健医療総合センター管理費に１２万２千円を追加し、１，７２３万

７千円とするものです。７節賃金に維持補修金７万２千円の追加、１６節原材料費に維持

補修原材料として５万円の追加をするものです。

次に３６ページです。２項清掃費、１目清掃費に６６１万１千円を減額し、１億４，６

７６万７千円とするものです。１９節負担金補助及び交付金に渡島西部広域事務組合負担

金６６１万円の減額ですけれども、事務費から最終処分場処理費までの減額については、

平成２５年度精算によるものです。

以上で生活福祉課関係の説明を終了致します。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

続いて、産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

私の方から産業振興課関係の補正予算について、ご説明致します。３７ページをお願い

致します。

６款農林水産業費、１項農業費、１目農業員会費に１３３万円を追加し、５５２万４千

円とするものであります。これは１節報酬と９節旅費につきまして、７月に農業委員の改

選があったため追加補正するものです。また、１３節委託料につきまして、農地法改正に

伴う農地情報管理システム改修業務委託料として１３９万４千円を追加補正し、合わせて

６月の第２回定例会におきまして補正しましたウインドウズＸＰサポート終了に伴うシス

テム入替業務が今回の改修と同時に行うことができることによりまして、その分１６万２

千円を減額補正するものです。

次に３８ページ、３目農業振興費に５００万円を追加し、９，００２万４千円とするも

のであります。これは１９節負担金補助及び交付金に北海道から内定を受けたことから地

域づくり総合交付金事業補助金として追加補正するもので、内容につきましては、ニラ栽

培用パイプハウスが１１棟、栽培用温風機が６台導入するもので、事業費は１，１６１万

１千円、助成額は５００万円となっております。詳細につきましては、説明資料見だし３

の産業振興課の１ページをご参照願います。

次に３９ページ、４目農地費に１０１万３千円を追加し、９５９万４千円とするもので

あります。これは１９節負担金補助及び交付金に食料供給基盤強化特別対策事業補助金、

通称新パワーアップ事業補助金としまして、道営農地保全整備事業の事業費が確定したこ

とから追加補正するものです。内容につきましては、重内地区の用水路が１００ｍ、重内

第２地区の用水路が３００ｍ延長となっております。詳細につきましては、説明資料の２

ページと３ページをご参照願います。

次に４０ページ、６目農村活性化センター公園管理費に７千円を追加し、２１４万５千

円とするものであります。これは８月の台風１１号の影響で、農村公園敷地内が冠水した

ため、仮設トイレ汚水槽に泥水が入り、臨時的にくみ取りを要することとなったため追加
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補正するものであります。

次に４１ページ、７目知内ダム公園管理費に３２万９千円を追加し、１，４９４万３千

円とするものであります。これは１１節需用費にダム取水設備に不具合が生じ、修理を要

することから追加補正するものであります。

次に４２ページ、３項水産業費、２目水産振興費に２，５２０万円を追加し、１億４，

５０５万９千円とするものであります。これは１５節工事請負費と１７節公有財産購入費

につきまして、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業で、重内頭首工に親水広場の

整備とそれにつながるアクセス道路の整備を行うため、工事費と用地購入費を追加補正す

るものであります。内容につきましては、親水広場の整備としまして、伐採や除根、駐車

場や遊歩道の設置、アクセス道路の整備としましては、延長２０１ｍ幅員３ｍを予定して

おります。詳細につきましては、説明資料の４ページと５ページをご参照願います。

次に４３ページ、７款１項商工費、１目商工総務費から３万８千円を減額し、１，３１

１万９千円とするものであります。これは商工労働係が管理しております公用車が６月に

日本赤十字社北海道支部から寄贈があった博愛号と従来からありました公用車の２台とな

ったため、１１節需用費に燃料費を追加し、従来からありました公用車が１１月で車検を

向かえ廃車にすることから車検整備費を減額、同じく１２節役務費の任意保険料、２７節

公課費の重量税を減額するものであります。

次に４５ページ、６目健康保養センター管理費に４万８千円を追加し、２，６８７万８

千円とするものであります。これは１８節備品購入費にこもれび温泉で使用しています洗

濯機が故障したことにより追加補正するものであります。以上で産業振興課の説明を終わ

ります。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

続いて、建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

４６ページでございます。８款土木費、１項土木管理費、２目下水道整備費に５万円を

追加し、１億５，７３１万３千円とするものでございます。これは２８節繰出金に下水道

事業特別会計繰出金として５万円を追加するものでございます。以上でございます。よろ

しくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

次に教育委員会次長。

◎ 教育次長（大館光晴）

それでは、教育委員会の説明をさせていただきます。４９ページになります。

１０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費に４２万円を追加し、１億２，１６９万

９千円とするものです。総務費で説明がありましたが、電話交換機等の更新につきまして、

教育委員会設備の実施費用分として１４節使用料及び賃借料にリース料４２万円を追加す

るものです。

次のページです。６項社会教育費、１目社会教育総務費に６４２万３千円を追加致しま

して、１，６２０万６千円とするものです。１９節負担金補助及び交付金で文化・スポー

ツ振興事業について追加するものですけれども、知内高校野球部の全道大会出場などによ

り不足が見込まれるため追加補正するものであります。

次のページです。２目公民館費に２９万２千円を追加し、３，１９７万７千円とするも

のです。去る８月１１日の台風１１号による強風によりまして、公民館前の水銀灯の支柱

に亀裂が生じたため、これを撤去し、新たに設置するため７節賃金と１６節原材料費合わ
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せて２９万２千円を追加補正するものであります。

次に３目郷土資料館費に５５０万円を追加し、２，３３４万円とするものです。平成２

１年度から５か年で知内町史編纂委員会へ業務委託し、その間、資料収集や住民への聞き

取り執筆等を進めておりましたけれども、本年度は原稿を取りまとめ、発刊を予定してお

り、その委託料について補正をするものであります。

具体的な発刊の内容につきまして、資料で説明致しますので、教育委員会資料の１ペー

ジをご覧願いたいと思います。今回の町史の発行は、現在の知内町史が昭和６１年６月に

発刊して以来、２０数年を経過しておりまして、この間、町の産業や社会状況というもの

が大きく変化しております。そのため、平成以降の町の歴史や文化について記録を整理し、

その足跡を後世に伝え、さらには今後のまちづくりの礎となるよう町史を発刊するという

ものであります。発行はＢ５版の３分冊と致しまして、総ページ数は４００ページ程度。

また発行形態としては、化粧箱に入れたセット様式での発行を予定しております。次に構

成の内容ですけれども、１冊目は知内の歩みと致しまして、主に遺跡群や古文書などから

町の歴史を読み取り、戦中、戦後を経て現代史に至る町の変革や町民の文化、生活の歩み

について編纂をしております。２冊目は、知内平成２０年史と致しまして、主に平成期以

降の各種公共施設の整備状況、あるいは、一次産業の発展など、まちづくりの概要につい

て、さらには町立高校初の甲子園出場をはじめとする町民各間の活躍などの事績を記録整

理し、強度に生きる人々の足跡を後世に伝える内容となっております。３冊目は、写真と

年表で見る知内と題しまして、明治期から現在までの変遷を写真集や資料により歴史をた

どる内容となっております。なお、発刊は本年中を予定しておりまして、発行部数は５０

０部、印刷経費は５５０万円を予定しております。また、寄贈及び無料配布先と致しまし

ては、町内分は学校をはじめとする各公共施設や各団体、そして、編纂で資料提供等のご

協力をいただいた個人や団体、更に今までに寄贈を受けました道内の各市町村、並びに各

公立図書館、その他と致しましては、公的な学術団体や近隣の公立大学など、およそ２３

０部を予定しております。なお、有料販売としては６千円程度を予定しておりますが、町

内の希望者へは、その半額程度、３千円程度の販売を予定しております。

それでは、また議案の方に戻っていただきます。５３ページになります。４目青少年交

流センター管理費に１１万８千円を追加し、１，０５０万５千円とするものです。１８節

備品購入費の追加補正ですけれども、交流センター２階と３階に設置をしてあります洗濯

機各１台が故障により不具合のため、更新をするものであります。なお、今回、更新する

物品については、平成９年建設当初から使用しているものとなっております。

次のページです。７項１目保健体育費に３２３万９千円を追加し、４，７８３万５千円

とするものであります。内容は町営スキー場のコース整備のための補正であります。現在、

コース整備はスノーモービルにより実施しておりますけれども、整備のための通り道とな

っておりますＣコースに凹凸ができるため、安全面での配慮から本来初心者用として活用

するコースの使用を制限したり、あるいは、使用者から敬遠されたり、有効な活用ができ

ていないという状況になっております。このため、利用者の安全確保を第一に、また、同

時に利便性を確保するための対策と致しまして、今シーズン圧雪車をリースし、その効果

と今後の問題点等を検証するため、１１節需用費、１２節役務費、１４節使用料及び賃借

料に合計１８５万６千円を追加補正するものであります。なお、リースを予定しておりま

す圧雪車の具体につきましては、教育委員会資料２ページにお示ししておりますので、ご

参照願いたいと思います。また、１５節工事請負費で、リフト電動機の更新工事費として、

１３８万３千円の追加でありますけれども、今年３月シーズン終了後の点検によりまして、



- 27 -

リフトを運行するための電動機のモーターに異常な音が発生したため、業者に詳細な検査

を依頼したところ、継続使用が困難であり、交換が必要であるという診断を受けておりま

す。なお、メーカーの仕様によりますと、通常１０年で交換が必要ということになってお

りまして、このモーターも２００４年に交換しておりまして、ちょうど１０年経ったとい

うふうになっております。以上で教育委員会の説明を終わります。

◎ 議 長（伊藤政博）

歳出の説明が終わりましたので、続いて歳入並びに地方債の補正について、総務企画課

長より説明致します。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

それでは、４ページをお開きいただきたいと思います。

９款１項１目地方交付税から１，７７９万３千円を減額し、１９億７，８３８万４千円

とするものです。内容は２５年度一般会計決算に伴う繰越金の追加により調整として同額

を減額するものであります。

次のページです。１３款国庫支出金、２項国庫補助金、３目民生費国庫補助金に１０２

万円を追加し、２，８０２万６千円とするものであります。内容は保育士等処遇改善臨時

特例事業分として１０２万円の追加であります

次のページです。４目総務費国庫補助金に１，２６３万６千円を追加し、１，３２３万

６千円とするものであります。総務費国庫補助金で社会保障税番号制度整備補助金として

４項目ありますが、合わせまして６６８万１千円。庁舎照明器具ＬＥＤ化工事にかかるエ

ネルギー使用合理化事業者支援補助金については、設計委託費の減により６０万円の減、

頑張る地域交付金で庁舎照明器具ＬＥＤ化工事に６５５万５千円を追加するものでありま

す。

次のページです。５目農林水産業費、国庫補助金に１，０６９万８千円を追加し、７，

０９７万５千円とするものです。水産業費国庫補助金で農山漁村活性化プロジェクト支援

交付金として１，０６９万８千円の追加であります。

次のページ、１４款道支出金、２項道補助金、１目総務費道補助金に３９０万円を追加

し、３９５万円とするものです。内容は地域づくり総合交付金で地域防災力強化事業分と

して防災備蓄資材購入に対し、３９０万円の追加であります。

次のページです。２目民生費道補助金に１７万円を追加し、１，３６６万１千円とする

ものです。保育緊急確保事業費補助金で保育士等処遇改善臨時特例事業分１７万円の追加

であります。

次のページです。３目農林水産業費道補助金に６５８万４千円を追加し、１億８，９８

１万円とするものです。農業費道補助金で農地情報公開システム整備事業補助金に１３９

万４千円の追加、食料供給基盤強化特別対策事業補助金道営農業農村整備事業分として２

地区合わせて９万円、地域づくり総合交付金事業農業振興施設等整備事業に５００万円の

それぞれの追加であります。

次のページです。１７款繰入金、１項特別会計繰入金、１目特別会計繰入金に３７２万

６千円を追加し、３７３万円とするものです。内容はそれぞれの特別会計の決算によりま

して、公共下水道特別会計繰入金６０万円、農業集落排水施設整備事業特別会計繰入金で

５４万８千円、介護保険特別会計繰入金で２４７万５千円、後期高齢者医療特別会計繰入

金で１０万３千円をそれぞれ追加するものであります。

次です。２項基金繰入金、１目積立金繰入金に１，６２１万８千円を追加し、２億２，

１７５万６千円とするものです。内容は教育振興基金繰入金で事業費の追加により文化・
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スポーツ振興事業分として６４２万３千円、ふるさと創生事業基金繰入金で２００万円、

公共施設等整備基金繰入金では、庁舎照明器具改修に７７９万５千円をそれぞれ追加する

ものであります。

次のページです。１８款１項１目繰越金に４，３００万８千円を追加し、５，３００万

８千円とするものです。内容は決算により前年度繰越金４，３００万８千円を追加であり

ます。

次のページです。１９款諸収入、５項雑入、１目雑入に１３７万５千円を追加し、２，

７２１万９千円とするもので、内容は北海道市町村振興協会創立３５周年記念特別支援事

業助成金として１３７万５千円の追加であります。

次のページです。２０款１項町債、１目臨時財政対策債に６４２万８千円を追加し、１

億５，２７２万８千円とするもので、内容は額の確定に伴い追加するものであります。

次に１０目総務債に６，３００万円を追加し、２億５，１７０万円とするものです。内

容は緊急防災・減災事業債に庁舎電気設備回収事業分として６，３００万円の追加であり

ます。

次のページであります。１１目水産業債に１，４６０万円を追加し、２，２７０万円と

するもので、内容は自然環境保全活用施設整備事業債に農山漁村活性化プロジェクト支援

交付金事業分として１，４６０万円を追加するものであります。

次に３ページをお開きいただきたいと思います。第２表地方債補正であります。変更で

あります。内容は臨時財政対策債の限度額を１億５，２７２万８千円に緊急防災減災事業

債の限度額を６，７９０万円に自然環境保全活用施設整備事業債の限度額を２，２７０万

円にそれぞれ変更するもので、記載の方法、利率、償還の方法については、変更ございま

せん。以上で歳入についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑は先例により歳出から款毎に行います。

まず、２款総務費。質疑ありませんか。

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

マイナンバー制度の部分でちょっとお伺いしたいんですけれども、説明資料を見ますと、

効果の部分、この３つあるんですけれども、これははっきり言って私は個人的に我々、利

用する方の立場としては、どういうメリットが出てくるのか、効果的な部分で役場にとっ

てもどういうメリットが出るのか。それからですね、前もこのような同じナンバー制度、

住基ネットかそういう形がありますけれども、同じようなシステム２つも３つもあるんで

すけれども、これでもってきちんと統一できるのか、それともまず、そういういろいろな

ものは残したままこういう形で実施するのか、まず、その辺、お知らせ願いたいと思いま

す。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。説明資料のですね、総務企画課の３ページをお開きいただきたいと思

います。まず、マイナンバー制度はじまった場合の個人に対するメリットなんですが、先

ほど資料の方でも説明致しましたが、いろいろな医療費だとか、扶助費だとかの申請をす

る場合に、申請書に住民票を取って、所得証明を取って、添付して申請していたんですが、
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それが今後は添付が必要なくなる。申請書だけ出していただければ、あと必要な書類はそ

れぞれの役場、国が。まず、その添付が必要がなくなるというメリットがある。それから、

役場関係もですね、個人から添付させないで、ネットワークを使って取得ができますので、

迅速に取得ができるというメリットもあります。それとあと、個人のメリットもう１つな

んですが、この３ページに記載してあります、右上に個人という人が書いてありますが、

個人の人が自分に個人番号が付いたときに、個人番号カードを取得すると、そのカードで

認証を受けて、直接このネットワークに入っていって、自分の所得だとかも照会すること

ができます。このネットワークの中には、個人に関する名前、生年月日、住所等、それか

ら個人の税情報だとか、いろいろな情報が入っているわけなんですが、それを個人が自分

で照会もするメリットがあるということでございます。それと、システムの関係ですけれ

ども、今回改修をするのは、今までのシステムには個人番号という欄がなかったわけです。

それでまず、いろいろなシステムでそれぞれの個人に個人番号を付けるためのまず、改修

がある。それから、先ほど個人番号で情報はやり取りはしないんだと、符号でやり取りを

すると言いましたが、個人番号と符号を関連づけるためのシステムも改修しなければなら

ない。そういうことで今とりあえず急ぐのが、住民基本台帳と地方税とそれからその番号

を統合的に管理する宛名システムというのが必要なので、今年度やって、来年度はその他

のシステムも個人番号を利用できるようなシステムに改修するというものであります。そ

れで、今年、総合行政システムというのにクラウド化に一本化しましたけれども、それの

更に個人番号に対応した改修だということで理解いただければと思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

さっぱり私もわかったようなわからないような。ただ、一番私もこのインターネットと

いう部分で毎回聞くんですけれども、個人情報の漏えいですね、これが今、課長の説明で

ありますと、番号から符号ということで、それをやることによって個人情報の漏えいとい

うものを防げるということで考えて理解してよろしいんでしょうか。

それからもう１つですね、一番下のスケジュールなんですけれども、国の方が２９年１

月から完全に実施して、地方は半年遅れということで、この半年もずれるというのは、や

っぱり作業経過で半年ずれて、それで調整して、最終的には我々も２９年の７月から完全

に利用できるということで理解してよろしいんですか、その辺ちょっとお知らせ願いたい

と思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。この情報連携については、当然、運用を開始する前にテスト運用とい

うのはやるんですけれども、それでも問題があっては困るので、とりあえず国の機関は１

月から運用をしてみて、その状況を把握した上で問題がなければ市町村も含めて一斉に７

月から情報連携しましょうという、そういう二重のセキュリティ対策ということで市町村

は遅れて参加するということになってございます。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。先ほどの３ページの資料の中に中間サーバーというものと網掛けして
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いるところの右側の網掛けの真ん中あたりに既存システムがあって、中間サーバーとある

のですが、この中間サーバーをかえして一番左側から２番目のネットワークシステムとい

うところに入っていくんですが、中間サーバーでもセキュリティ管理はする。それから、

ネットワークシステムの中でもセキュリティ管理をする、これはどちらもネットワークシ

ステムは国の機関で、中間サーバーは法律によって設置される機関が管理するのですが、

どちらもこの２か所でセキュリティ対策をしますので、国の説明では個人情報はしっかり

守られるということであります。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ありませんか。

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

マイナンバー制度の概要の中で、利用できる事務ということで、第２項に条例で定める

事務とあります。この条例で定める事務、多々あるでしょうけれども、以前、税の問題で、

税務課の滞納の要するに個人情報と教育委員会の貸付けの滞納の情報交換、要するに今の

事務的なものであれば、秘密情報、個人情報という感じで、それぞれ事務を秘密ですか、

守るあれがありますので、お互いそれを確認することができないと。同じ名前でも税には

あるけれども、教育委員会はない。ただ、違う名前で税にもある、こっちにもあるという

のは、お互いに認識していないわけですよね。お互い情報がないから。それで、以前マイ

ナンバー制度になるということで、それがクリアされるのかということでお伺いした経緯

があるんですけれども、それで、残念ながらそれもできないという話なんですけれども、

今、この利用できる事務、条例の事務の中にそういうお互いの事務的交換というか、そう

いう機密の部分ですね、その情報交換というのはできるんですか。同じ対応に限って。窓

口対応ですから。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。利用できる事務は先ほども言いましたが、社会保障、国保、介護、後

期高齢者、あと身体障害者福祉法、児童福祉法、それら社会保障に関係する事務、それか

ら、地方税に関係する事務、それらが何十項目とあってそれらに使えるということになっ

ています。それで、今、お話の奨学資金の貸付けの関係については、確かにこの事務には

入っておりませんので、今、町の方では、奨学資金の貸付けについては、この条例で定め

る事務で、条例で定めて扱いできるようにしたいと思っています。ただ、これは奨学資金

を貸付申請する際に所得証明、保証人の所得証明だとか添付させていますので、それを添

付させないで、申請だけしてもらって、添付資料の所得証明はこの条例に定めたことによ

って税から情報をいただけるというものになっています。ただ、それはあくまでも所得情

報であって、滞納税がいくらあるとか何とかそういう情報ではないということでご理解い

ただければと思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

その所得情報の交換ができるということになれば、それぞれの本人の個人のやり取りに

もかかわってくるのかちょっとわかりませんけれども、それだけもし税に滞納があれば、

その所得自体が低所得者ということになりますよね、というのも限らないのか。高額所得
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者でも滞納あるのか。ただ、いずれにせよ、同じ町内で滞納があるわけですから、総務で

同じ名前で要するに税の停止くらっていた人が、教育の貸付けの方では全然認知していな

いということで、教育は教育の事務の方でその滞納を走るわけですよね、個人に。要する

にこっちとこっちはつながりあるんだけれども、お互いの町の役場の中で総務と教育委員

会がつながりがないために、この人の情報が総務とどういう関係にあるのか、ほかに滞納

があるのか、ないのかという関係が見えてこないんですよね、要項がない限り。それを何

とか連絡というか、見れるようなシステムにして、お互いが共有した中でその滞納をどう

処分するかという話合いができるんだろうなと思うんですけれども、今、できない以上は、

個々にやるしかないわけでしょう。私が滞納あれば。それを共有することによって、お互

いどうするかという、話合いもできるんじゃないかなと思うんですけれども、それも以前

は個人の情報ということで、なかなか機密上漏らせないということで話があったんですけ

れども、それくらいはしてもいいのかなという、そこまでくれば。もう私の所得から何か

ら全部わかるわけですよ。要するに間違いもないわけでしょう。名前に１番付くわけです

から。同じ西山和夫がいても、２番になるか、３番になるかわかりませんけれども、共有

することはないんだから。情報が要するに間違うということはないわけでしょう。であれ

ば、１番さんにそういう滞納があるということになれば、お互い橋を渡せば３者の中でじ

ゃあ、どうするかという、安易に見えてくるような気がするんですけれども、その辺、考

え方。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。その辺の町のサービスの利用に関しては、サービス制限条例の方で、

例えば、いろいろな町に補助金申請来たりするときに、この人は町の町税の滞納がありま

せんかということは、照会をしてないですということが把握した上で、そういうサービス

受けられるようにというのも制度上していますので、その辺は全部、今でもわかるように

なっています。ただ、このシステムができて、先ほど言いましたように、住民票の添付だ

とか、所得情報の添付、それから滞納あるかどうかというのは、この添付書類で、このシ

ステムを使ってやり取りできますけれども、滞納税がいくらあるという具体的な金額まで

はわからないです。ただ、滞納あるかどうか、完納しているかどうかというのは、この情

報連携のシステムができれば、それは添付資料で必要な場合にはやり取りはできます。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山和夫。

◎ １ 番（西山和夫）

それは現在の話でしょう。去年、その条例ができて、そのサービスも制約するというこ

とで、もし自分にあれば、サービスを受けているか受けていないか、その情報は共有する

ということでしょう。だけども、過去の人に限っては、要するにそこまでいくんですか。

過去の人に限っては、サービス制限だけの判断でこっちに滞納ある、こっちに滞納ある、

明確なものは出てくるんですか。もし、でれば問題ないですけれども。

◎ 議 長（伊藤政博）

ちょっと暫時休憩。

（ 休憩 午前１１時５１分 ）

（ 再開 午前１１時５２分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）
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会議を再開します。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。町の中で税だとか、奨学資金だとか、いろいろな債権があって、滞納

それぞれで管理しておりますが、このシステムができたとしても、それらの滞納管理が一

緒になって全員がそれを共有するという形のものではないです。あくまでも滞納管理はそ

れぞれの担当で管理はします。ただ、先ほども言いましたが、情報提供としてサービスを

受けるための申請書が上がってきたときに、この人については滞納ありますかどうかとい

う照会をかけて、その回答をもらうことはできます。額まではわかりませんが、滞納があ

るという、ないという回答をもらうことはできます。一括管理にはなりません。

◎ 議 長（伊藤政博）

２款総務費の質疑中でありますが、昼食のため休憩致します。

再開は１時と致します。

（ 休憩 午前１２時００分 ）

（ 再開 午後 １時００分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

只今、２款総務費の質疑中であります。

質疑ほかにございませんか。

４番、泉君。

◎ ４ 番（泉 政栄）

マイナンバーのセキュリティのこと先ほどちょっと伺ったんですが、もう一度、私にも

わかりやすいように、わからない人間でもわかるような教え方で教えてほしいのですが、

資料の１ページの情報連携のための符号を取得して行うという部分なのですが、私はこれ

を町村単位でこの符号、パスワードを使って情報を呼び出すのかというふうに聞いたんだ

けど、それは全く違いますということだったのですが、その説明をもう一度、教えてほし

いのですが、よろしくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

資料のですね、３ページの図で説明をしたいと思いますので、総務企画課資料の３ペー

ジをお開きいただきたいと思います。網掛け部分の上の方で個人番号とあって、その下に

団体内統合宛名番号、それから基本４情報だとか、個人情報と書いてあるものがあります。

これが既存システムとなっていまして、町で持っているシステムだと思っていただければ

いいです。町で持っているシステムでそれぞれ戸籍であっても税であっても個人番号を付

けて管理します。それで、何か情報連携が必要になって、誰かが児童手当の申請に来たと

きに申請書だけ出してもらって、所得を照会する場合、よその町村から来た人でその人の

所得を照会する場合に照会をかけるんですが、個人番号に応じてその町毎にその個人番号

とは別にまた符号というのを付けます。Ａ－１だとか、Ａ－２だとかという符号を付けま

す。その符号で国で設置しているネットワークシステムまでいって、知内町の符号Ａの人

の所得情報をほしいとネットワークに入っていきます。そうすると、よその町村ではその

人の個人番号があるのですが、その人にはよその町村では符号のＢ－２とかというまた符

号でも管理していますので、その符号で今度情報をここに提供して、それをもらってくる

という格好で、システムの中で符号同士でちゃんとわかるようになっていて、情報をもら
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ってくるよということで、個人番号で照会をかけるというと、個人番号が漏えいしてしま

いますので、個人番号に一緒にくっついた符号というもので照会をして、違う町村も符号

で番号をその情報を教えるという形になっています。よろしいですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

４番、泉君。

◎ ４ 番（泉 政栄）

私はちょっとセキュリティで危惧したのは、先ほども言いましたけれども、町村単位で

符号で情報を呼び出して、そして、その町村のそれぞれの情報も閲覧というか、見ること

ができるのかなというふうに危惧したものですから、そのように聞いたんですが、そのよ

うなことは全くなくて、膨大な量の情報の中で個人に対してだけの情報を得ることができ

るというふうに思えばいいわけですね。何かすごいと思うんだけど。わかりました。その

ように理解します。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ありませんか。

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

今回、財産管理費の中で、庁舎のＬＥＤの問題で今回１，６００万円の工事費出ていま

すが、当初の事業予定調べでは５千万円の予定だったんですね。それが１，６００万円で

済むということの解釈でいいのか。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。当初の予定事業調べの中では、事業費５千万円ということで計上して

ございます。ただ、それには補助金を活用して、充当してということで載せてございまし

たけれども、残念ながら補助申請しておりましたが、応募も多数ということで、うちの町

については、採択になりませんでした。それで、補助事業に採択にならなかったことで、

まず、設計委託をみていたのですが、この設計委託は補助事業採択にならなければ、要す

るにいくら電気料が軽減になったかとわかるように、回路に計測器を付けたり、そういう

ことをしなければならなかったので、設計委託も必要だったのですが、そういうのが補助

金使わないことで必要がなくなったので、設計委託もいらなくなった。それと、事業費自

体もそういう計測器を付けなくてもいいということで、事業費も減になっています。それ

と、今回、補助金採択にならなかったことで、２か年計画で２か年に分けて整備をしたい

と思っています。それで、今年度の１，６００万円は、その２か年のだいたい半分程度の

事業費ですから、２か年で３千万円程度ということで、今、見込んでいますが、とりあえ

ず、今年度は一番頻繁に電気が使われている２階の事務室だとか、あとは３階に入ってい

る事務室、１階に入っている事務室、そういう頻繁に使われる箇所を中心に約事業費の半

分程度を今年度整備をして、残りの半分を次年度整備したいということで考えてございま

す。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ありませんか。１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

関連してなんですけれども、補助が付かなかったということで、委託料を軽減して、本

来であれば、国の制度を使えば、要するにある程度、比べるシステム、その辺、ちょっと
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わからなかったんですけれども、要は見える化というのは絶対必要で、ある程度、今これ

だけ電力使われています、これを消せばこのくらい節減になりますという、そういう節電

意識の見える化というのはやっぱり絶対必要だと思うんですよね。そういうのもやらない

ということになりますか。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。電気料の削減自体は既存の電気料と新たにＬＥＤ化したことに伴う電

気料で比較検討できますので、その辺は比較検討は可能だというふうに考えています。た

だ、補助制度に乗っかった場合は、もっと厳密というか、回路自体に計測器を付けて電気

料でいくら落ちているだとかというそこまで求められるような補助事業でしたので、その

辺は必要ないだろうと。電気使用量で比較検討できればいいかなと町の方では考えており

ました。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

単純に今現状の電気とＬＥＤ化になって、４月なら４月、要するに過去のデータと比べ

ればどれだけ下がったというのはわかります。ただ、その効果、ＬＥＤに対してどの程度

の効果があったんだろうなというくらいはそれで出てくるんだろうと思いますけれども、

やっぱり肝心なのは、今ＬＥＤ化にして、要するにどこが一番、例えば、トイレ小まめに

消すだとか、事務所でもいらない箇所を消すだとか、それによってどのくらいの電力が軽

減できて、料金にすればこれくらいなんだという意識は当然、役場の職員は全部持ってほ

しいだろうし、まして、税金でやるわけですから、このＬＥＤ化にするというのは、やは

りそういうところにもやっぱりある程度、注意を払いながらきめ細やかに、例えＬＥＤ化

にしたって節減努力というのは惜しまないでこれからやっていかなければならないだろう

と思いますし、そして、今年度１，６００万円で重要箇所、重点的に使っている箇所をや

るということなんですけれども、以前にも町長に予算のときに言いましたけれども、やは

りある程度、補助利用しながら、これだけの大規模な工事になるとやっていった方が、今、

別にその補助が件数多くて採択できなかったからといって、自前で整備していくのはどう

なのか、１年、２年待ってでもやはり補助をうまく活用しながらやっていった方がいいん

だろうなという気がするんですけれども、その補助を付けないでやるのと、自前である程

度の財源は出ていますけれども、どのくらい違ってくるんですか。実質的には。２か年計

画で。次年度に。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。当初、補助を活用してだいたい３分の１程度は事業費の３分の１程度

は補助金いただけるということで、あとは残りは公共施設整備の基金を充当してというこ

とで考えておりました。それで、今回、補助金が採択にならなかったことで、補助金はな

いのですが、国の方の交付金、頑張る交付金を充当して対応したいというふうにして考え

ております。金額にして６５０万円の国の交付金をこれに充当して残りの事業費残につい

ては、基金を充当してということで考えてございます。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）
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１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

ということになれば、従前の３分の１と変わらないという、数字的には。要するに今、

６００万円で、１千万円の持ち出し、３分の１くらいの助成が入るということになれば、

そんなに変わらないと。ただ、その見える化と言っていいのかな、その軽減された分、そ

れができない部分でちょっと影響が出るくらいのものなのかな。ただ、その見える化をも

しするとすれば、自前で補助金を使えなくて、もし、自前でやるとすれば、それに対する

当然また委託料等で調査をかけなければそれはできないということなんですか。それとも、

改めて委託しないで、業者に直接どうのこうのという契約は無理なんですか。伺いを立て

るという。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。先ほども言いましたが、設計委託については、補助採択基準に合致す

るためには、設計委託をかけなければないということだったんです。それと、回路に計測

器を付けなければならない、それで事業費が増えるという関係です。それで、見える化で

どこの回路がいくら下がっているんだというのを把握するためだけの回路であれば、設計

までは多分かけなくても大丈夫だと思いますが、その回路の付けるための事業費が多分１

千万円以上、またそれにかかるんだということで、それで町としては補助事業ではないの

で、その辺の回路、計測器については設置しないで、事業費で既存の電気料と交換したあ

との電気料の比較で料金も出ますし、使用料も出ますので、それで何とか軽減金額を把握

していきたいないと。効果を把握していきたいというふうに考えていますので、ご理解を

いただきたいと思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

今、採択に乗らなかったということで、これ制度的には来年もあるんですか、ないんで

すか。やっぱり確かに今の課長の説明であれば、新たにやれば１千万円が必要だと。回路

に見える化システムをぶち込むのにやっぱりそれだけかかると。自分の見たのはそんな金

額じゃ、家庭用だったからあれなのかわかりませんけれども、ただ、ブレーカーに箇所箇

所に差し込むだけのシステムで、見える化ができるという話だったものですから、そんな

に大がかりなものだとは思っていなかったんですけれども、ただ、くどいようですけれど

も、もし、制度を活用できるのであれば、次年度もあるのであれば、次年度また申し込ん

で、それに採択されてからやった方がそれも完備できるということであれば、まして、今、

重要な箇所を先にやるわけですから、どうやっても税金を使うというのは確かに庁舎の節

電はもちろんでありますけれども、やっぱりそれだけの説明責任もあるわけですから、役

場の意識、意識も変える、まして、北電も今、値上げ申請に動いていますので、原発動か

せば安くなるという話もありますけれども、果たしてそれでいいのかという議論もありま

すので、やっぱりそれぞれが要するに節電に努力しているわけですから、庁舎の中で何と

か見える化、要するにくどいようですけれども、自分で認識できるような、これを消せば

どのくらい節減になるんだという見える化を実行するべきだと思うんですけれども、もう

一度くどいようですけれども、お伺い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）
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総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。議員のおっしゃることはよくわかります。ただ、私もちょっと技術屋

の方から詳しい話は聞いていませんが、回路に計測器を付けるにしても、ここの部屋とか、

ここの部屋はなんぼとかそういうのではなくて、系統ごとの回路だということなので、そ

こまで細かくはきっとわからないんだと思うんです。系統回路何か所かに付けるというこ

となんですが、それでただ節減は先ほども言いましたが、電気使用量、使用した何ｋＷも

わかります。それから料金もわかりますので、その辺でうちの方は今は節電で廊下等あま

り照明付けないように、トイレも使うときだけの照明ということで使わせてもらっていま

すけれども、節電にも力を入れながら、そして、なるべく節電効果が上がるような形で管

理していきたいと思っていますので、ご理解いただければと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

次、７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

４８ページの部分でちょっとお伺いしたいんですけれども。

◎ 議 長（伊藤政博）

ちょっと待ってください。今、２款総務費です。

２款総務費ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

ないようでありますので、次に３款民生費に移ります。

３款民生費。ありませんか。なければ、次に移ります。

４款衛生費。４款ありませんか。

（「なし」の声あり）

ないようでありますので、次に６款農林水産業費。ありませんか。

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

農林水産業費、水産振興費の中で、設計委託のときにもちょっと話をしたと思うのです

が、今回、新しく魚道を作ったときに親水公園、さらにはアクセス道路をやろうとしてい

るんですね。以前にも話をしましたが、新橋の下にある親水公園、以前には確か教育長に

見てもらって、いろいろと問題の多いところ、こういう反省材料があるにもかかわらず、

また同じものを作ろうとする。町長の執行方針の中には、知内川の幅員対策として、子ど

もたちが自然を楽しむ環境づくりのために親水公園が必要であるという、子どもたちにそ

ういう環境を作るんだったら新橋の下でたくさんでしょう。なぜ、同じものをまた作らな

ければならない。さらにはアクセス道路には、民有地まで用地を買ってまでも作ろうとし

ている。一説によれば、密漁を推進するような形になるんじゃないですか。これはどうな

んでしょうね。どうしても必要だということのお答えがあればお知らせいただきたい。

◎ 議 長（伊藤政博）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

ご説明致します。事業の目的は設計のときにもお話しましたとおり、地域住民に自然の

豊かさ、歴史、文化等を認識していただいて、町外にもそのＰＲをしてですね、交流人口

を増やすという目的でやっておりますので、魚道、昨年設置致しまして、今年はこの広場

をですね、活用、もちろん道路も含めてですね、来ていただく方にですね、アクセスいい
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ようにですね、交流人口を増やしてくという事業目的ですので、ご理解いただきたいと思

います。

◎ 議 長（伊藤政博）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

だから、そういう目的であれば、新橋のところだけでいいでしょう。あそこに魚道がで

きて、だいぶ効果が出ているという話も聞いていますが、一部では見直しをかけて、□□

でもう一回直すんだという話も一部ではちょっと聞いたことがあるので、これうわさ話で

すから話題にしなくていいんですが、今回ですね、この工事の中で１，４６０万円の起債

を借りてまでもこの工事をやらなければならないという意味合いがいまいち理解できな

い。

◎ 議 長（伊藤政博）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

ご説明致します。魚道の設置については、天然アユ等の小型魚種も遡上できる河川環境

を整備、回復してですね、あと農業と共存する自然環境を作るという目的、また同じこと

になるんですけれども、そういう目的で設置しているものですから、それについて、あの

場所にですね、魚道を設置して、親水広場をまた今、整備するということになっておりま

すので、ご理解をいただければと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ありませんか。７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

４０ページの部分で、汲み取り料７千万円、細かいことなんですけれども、先ほど課長

の説明で、台風１１号で冠水したからくみ取るということで、前、私もこれ予算委員会の

ときにも、この農村公園の利用状況についてお伺いしたときに、そんなに農村公園の利用

状況がかんばしくないということで、私はトイレをここに設置しないで、上の方で利用さ

せた方がいい、無駄なんじゃないですかということで質疑した経緯があったんですけれど

も、この辺、今もですね、私もあそこの前、この前も通ったんですけれども、何回か通っ

たんですけれども、やっぱり門が閉まっている状態になっているんですよ。だから、ほと

んど農村公園の部分は活用というか利用することができないのかなと思うんですけれど

も、その辺について考え方どうなんですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

ご説明します。公園につきましては、５月１日から１０月末まで開園予定でしたが、今

回、５月１日に予定度通り開けまして、７月１日から閉めているんですけれども、それに

つきましては、ＪＲの工事の関係者からクマの出没の情報をいただきまして、ハンターさ

んに見回っていただいた結果ですね、クマのですね、いるという状況ですので、最近もま

た見回っていただいたんですけれども、新しいフンがまたあるということでちょっとまだ

今、様子見なんですけれども、７月１日から今現在まで閉じている状況です。

◎ 議 長（伊藤政博）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）
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前もここの部分では、クマの通り道だとかということで、町の方もそれは理解してわか

っているはずなんですよね、その部分に対しては。それでもって私は前にも言ったんです

けれども、そういう形では、ちょっとここの場合は農村公園としては利用する前ですから、

そんなに何日も利用している日にちはないということで伺った経緯があるんですけれど

も、その辺について、私は無駄でないかと。やはりこの公園という名前が付く以上は、や

っぱり今までどおりこの形で投資するという形で理解してよろしいんですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今の湯ノ里地区の農村公園、これは以前からいろいろとクマの出没で開園している期間

が短いということでのご指摘をいただいております。それで、今そこだけじゃなくて、あ

らゆるところにクマの形跡があるんですよ。尾出橋の下、それから毎回、通り道となって

います学校山から新橋にかけて、これ何でクマがそういう形で出没するかというのは、前

回の懸案事項のときにも谷口議員さんも一緒に同行していただきましたので、柳がですね、

繁茂しすぎているんですよ。それで要するに、道の方に中州と一緒に河川敷に繁茂してい

る柳を何とか伐採をしてもらえませんかということの要望をずっとしていたところであり

ます。ところがなかなか今、北海道が財政が厳しいものですから、単独での要するに予算

が確保できないということで、今回、初めて提案を申し上げたのは、町と一緒にやりませ

んかと。そして、切らせてもらったやつは、うちでチップ工場が今、建設中なので、チッ

プとして使わせてもらえませんかと。それはとっくに前から下川で休耕田を使った中での

柳を要するに植樹して、そして、チップに使っているという事例もあるものですから、生

育が早いということでありますので、そんな今、提案をさせていただいております。です

から、私は今の農村公園も周辺をある程度、整備ができるのであれば、要するにクマの出

没というのはきっと避けられるんだろうという思いがあります。ただ、これはすぐ北海道

とうちと連携をしながらそういう対策ができるかどうかというのは、もう少し今、状況を

見極めなければないというふうに思っています。それで、まず、そこの公園から手を付け

ること、それから、学校山の下の部分を手を付けることということで、私なりに今、考え

させていただいています。その結果ですね、それをやっても要するにクマの出没が防げな

いということであれば、あそこへ公園というふうに要するに位置づけするというのは、こ

れは利用する人方にもやっぱり毎回毎回来てキャンプを張るのに、ここに公園があるから

来てもらった。ところが、鍵かってますというふうになれば困るので、これはですね、あ

る程度、状況を見極めた中で、判断をさせてもらいたいというふうに思っています。その

環境整備をしたにも関わらず、やっぱりクマが出没するということであれば、これはやっ

ぱり閉鎖をするということもひとつ考えなければないなというふうに思っていますので、

もう少しその辺の状況を見極めさせてもらえればというふうに思っています。それで、私

が今、進めようというのは、要するにいらない柳を如何に早く切ってもらうかということ

を全力でちょっと取り組みさせてもらえればというふうに思っていますので、ご理解をい

ただければと思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ありませんか。６款農林水産業費です。

質疑がないようですので、それでは７款水産業費に移ります。７款商工費、質疑ありま

せんか。

７番、谷口君。
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◎ ７ 番（谷口康之）

今回、合同納骨塚の部分で工事費が１５０万円増額で、何か水が出るという形になって

いるんですけれども、その部分で水がこの１６０万円金額を出すことによって、きちんと

した解決というか、町の希望したような状態のものができるのか、その辺まず、お知らせ

願いたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。合同納骨塚、工事を施工しておりまして、大雨、今年２回大雨があっ

たのですが、工事施工中は特に問題がなかったんですが、大雨の際には中から地下水が湧

いてくるという現象が出てきました。それで、ここに暗渠排水を施行して、周りと下に暗

渠排水を施行して、その地下水対策をするということで、これによって納骨塚の地下水は

湧いてくるという現象は防げるだろうということで、この事業費を追加補正させていただ

きました。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

そしたら、その部分では結果が出ていなくて、これでもって止まるという形のあれだと

いうことでよろしいんですね。わかりました。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに商工費ございませんか。

ないようでありますので、８款土木費に移ります。８款土木費ありませんか。

ないようでありますので、次に９款消防費です。

７番谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

先ほどは失礼しました。今回、地域づくり総合で備品を整備しているんですけれども、

ちょっとお伺いしたいんですけれども、説明資料の４ページの部分で、１９施設で全部だ

いたいこういう発電機だとか、いろいろな形で防災強化の備品を揃えるわけですけれども、

この辺でだいたい全部うちの防災のための設備は全部支給したという形でよろしいんです

か。そのほかにまだ違う形で違うものも整備したいと思っているんですか。その辺につい

てどうでしょう。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。説明資料４ページ、まず、避難所に全て電源を確保して、照明を確保

するということで発電機と投光機、それと電気がなくても暖を取れるようにということで、

ポータブルの石油ストーブ、それとそのあと発電機の燃料のためのガソリン携行缶、それ

から毛布につきましても、今回４町内会分見てございますが、これで全町内会に配付が終

わります。このあと、今、町の方で考えておりますのは、防災備品としてはおおむねこれ

で揃うんですが、飲料水も配布終わっていますが、食材、応急の場合の食料品ですね、要

するにある程度、年間５年保管できる食パン等もございますので、食料もある程度、備蓄

できればなということで今、検討はしてございます。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）
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７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

この前テレビで見ましたら、災害にあった地域の方の話が出ていまして、その方々の話

の中では、やはり正確な情報がまず、欲しいんだということを言っていたんですよね。だ

から、そのために今、課長言いましたように、電源がないということになりますと、テレ

ビも全部付かないものですから、そこで何が起きているのか全然わからないので、それが

一番不安だということで、ですから、その方々が言っていましたのが、やはり携帯ラジオ

だとかそういうものも準備していただければ、それでいろいろな形の情報が入ってきて、

我々もある程度、安心できるというような形のことを話していたものですから、その辺に

ついても、もしよかったら、そんなに高額なものでないと思いますので、もしそれもでき

たら用意していただければなと思うんですけれども、よろしくお願いします。

それからもう１点、今回、町内会、小学校からいろいろな形でいろいろなものを整備し

ましたけれども、今回、うちの町でも町長言っていましたように、小谷石・湯ノ里で防災

訓練を実施することになっていますけれども、やはりこういう形のもの全部やりましたら

ですね、学校にこういうものを揃えるものですから、できれば、ハードの部分はこれで、

ソフトの部分で子どもさんたちにもこういう災害についての勉強というか、そういう訓練

とかということも、きちんとやってもらえればいいのではないかと、その辺についてどう

でしょうか。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。防災訓練の関係でございますが、後ほど学校関係については、教育長

の方より詳しくお答えしていただけると思いますが、学校は毎年度、学校、幼稚園等、毎

年度、避難訓練等その辺は実施してございます。それと、町主催の町内会を対象にした防

災訓練なのですが、今年度からまた再開をして、とりあえず、今年度は１０月７日の日に

今、きらく町内会、きらく地区の防災訓練を実施したいと思っております。これは、きら

く町内会ときらく町内会地区にある幼稚園・保育園、小・中・高、それから、しおさい園、

これら全部参加しての防災訓練を今、実施したいということで計画してございます。以上

です。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

私の方からはボランティア的な活動についてのお話の方させてください。今回の１０月

７日に行う総合防災訓練の中で、プログラムの１つとして、中学生と高校生に避難後、旧

知内小学校のグラウンドで、毛布を使った担架作りとか、それから消火訓練等々にも全員

は参加できないんですけれども、代表の方がそれをしながら実際の訓練活動に参加しても

らって、中高生がいざ災害時にはそれぞれの避難所におけるボランティアを少しでもやれ

るような体制を組んでいきたいと思いますので、１０月７日に実際に行っていきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに消防費ありませんか。

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

関連してなんですけれども、ちょっと自分的にはですね、各町内会、避難所指定してい
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る１９か所、あと小学校、交流館とかいろいろ多々あるんですけれども、知内町全体を考

えたときに、全ての避難所にこういうふうに万全の体制を整えていますけれども、ただ、

知内の環境を見たときに、果たして全部一斉に避難、災害を受けるかというと、そういう

地ではないと思うんですよね。ある程度、持ちまわりというか、防災保管庫みたいなもの

を用意して、そこから緊急的に手当をするだとか、それは確かに礼文でちょっと大雨で崖

崩れでしたか、いろいろ避難勧告だとか、遅れたという話の中で、職員がアップアップな

んだと、目一杯それぞれの担当が張り付いて、それぞれの担当がアップアップしている状

況で遅れたんだという話もあるように、いざというときは、かなりの人員も要するだろう

し、それぞれ役割分担というのは明確にしておかないと、どうしてもダブルところも出た

り、肝心なところ言っていなかったりという話になっちゃうんですよね、それで、礼文の

場合は、これから整備するということなんですけれども、やはりそういう人的な配置を決

めた中で、必要なところに例えば、こういう発電機だとか、いろいろ状況に応じて必要な

ものを防災の倉庫から運び出すという手当も必要だろうし、まして、礼文でちょっとあっ

たんですけれども、避難所に行ったら鍵が開いていなかったという話もありました。当然、

そういう話にもなってくるだろうと。町内会長だけでない、役場も予備を持っているんで

しょうけれども、じゃあ、その予備の鍵、誰が持っていて、誰が開けるんだという、真っ

先にそこに誰が行くんだという話になっていないと、それは不可能ですし、町内会任せで

も、町内会長管理して、予備確か２つあったと思うんですけれども、その２名が万全なの

かというとそうでもないんですよね、じゃあ、そのときにどうするんだ、ガラス割って入

れって言っておけばそれ済むんだろうと思いますけれども、やっぱりある程度、そういう

のを想定した中で、整備していくというのが必要だろうし、これ全部やって、じゃあ、そ

のメンテどうするんだ、管理費だとかどうするんだという話もありますし、まして、ハロ

ゲンだとかコードリール、じゃあ、冠婚葬祭で使っていいのか、葬祭のときに多分、使う

と思うんですよね、あれば。じゃあ、肝心なときにライト切れていたとか、じゃあ、そこ

までそしたら誰が面倒を見るのかという話にもなりますし、ある程度、全ての箇所に付け

ていただくというのは万全なのかもしれませんけれども、ただ、知内町の地の利を考えた

ときに、小谷石・湯ノ里以外というのは、そんなにそんなに一極集中するわけでもありま

せんので、その辺、考えながらこれからやっていくべきなのかなという気は致します。ま

して、水の例あります。まずい水最後になれば配りますよ、簡易もどきに飲んでください

と。何か少し無駄なのかなという気がして、安全のための備蓄ですから無駄という考え方

は良くないんだろうと思いますけれども、ただ、防災倉庫みたいなものを何か所かに設定

をして、職員の配置、または、町内会の配置が安全に整っていれば、これだけの設備は必

要ないのかなと思うんですけれども、その辺の考え方お尋ねします。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

避難場所への備蓄品の配備でありますけれども、今、議員が言われるように、ひとつそ

ういうこともあると思います。ただ、うちが要するに避難箇所を指定しておいて、ここの

地域は配備されています。ここの部分は配備されていないといったら、やっぱり地域の皆

様方、何でうちということになるんだろうというふうに思っています。それで、今、言わ

れるように、そしたら、職員が全てそれが対応できますかということになるんですよ。う

ちはうちなりのやっぱり責任を果たさなければないということで、各町内会毎に目を配れ

るかということになったら、これはですね、なかなか無理だと。それで、今、地域の皆様
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方にお願いをしているのは、地域防災会議です。もう既に湯ノ里は３年前に立ち上げをし

てもらいました。小谷石も先般、立ち上げをしてもらいました。その中で、地域として万

が一の災害があった場合に地域としての責任をどういうふうに今、果たせるかということ

がこれからやっぱり大事になるなと私は思っています。ですから、１箇所に要するに備蓄

品をストックしておいて、そして、職員がそこに運び込むということも１つの案です。で

も、これはですね、私は今、最低限のものだというふうに理解させていただいております

ので、今回たまたま補助制度にも乗れるということだったので、こういうことの今、整備

をさせていただきました。これはですね、議員の皆様方からいろいろな意見、町長は要す

るに災害に対する知識が持っているんじゃないかということも言われていることもありま

すし、私はやっぱり地域の皆様方の生命、財産というのは、行政が要するに責任者が１０

０％やっぱり担うことも必要だということは認識させてもらっている。ただ、限界がある

ということもご理解をしていただければと思います。それで、今たまたま町内会に出向い

て、そして、先般も訓練やりました。湯ノ里で。それで、社会福祉協議会の皆様方が行っ

て、炊き出しもやる、自衛隊からも来て応援していただける、そんなこともやっています

ので、まず、ここの地域、元町だったら元町で要介護というか、手をかけなければ避難が

できないという人の名簿も作らせてもらっています。その中で、地域の要するに防災会議

を立ち上げしていただいて、要するに地域でできるものについては、地域でやってもらえ

ませんか。そして、そこで不足する分については、行政が支援をするという、そんな体制

をですね、是非、作っていきたいというふうに思っています。ですから、今、１番議員が

言われるように、最もだと私も思っています。無駄な税は使いたくありません。ただ、こ

れが無駄という形に言えるかどうかということも行政のトップとして今、考えさせていた

だきましたので、一応、こういう形で配備をしていただいて、あとの部分、共通でもっと

もっと対応しなければならない部分があると思いますので、倉庫を建てるんだってこれも

お金ですから、役場にそれをストックしておいて、緊急に職員が運び込むというこれもで

すね、大切だろうというふうに思っていますので、その辺、ご理解をいただければと。総

合的に町民の生命財産をどういうふうに守っていくかということは考えさせていただいて

いるということだけご理解をしていただければと思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

先ほど７番議員からありましたように、避難する方というのは情報なんですよね。やっ

ぱり真っ先にラジオだとか、そういう役場との交信機、ある程度、簡易的なもの、要する

に避難場所に役場の本部と連絡できるような、そういうものを密にしていければ、そんな

にそんなに町民からも苦情も出ないだろうし、今、確かに無駄ということは絶対にありえ

ませんよね、備えですから。備えはある意味、無駄イコールですからね。そういう考えは

ありませんけれども、ただ、そういう配置等、そういう考え方とやっぱり万が一のために、

たとえ町内会各箇所にそれぞれ整備したとしても、先ほど言うように、発電機そしたら誰

が毎年整備するのか、確かに公助・共助・自助ですか、その自助の部分になってくるんだ

ろうと思いますけれども、万が一もあり得るわけですよね、それぞれ。そういうときに防

災倉庫という話をしましたけれども、今、移動もあるそうですよ、ある程度、役場の中で

先ほど町長言うように予備ですよね、そういう確実に毎年点検をして、毛布もカビだとか

そういう臭いがないように、毎年点検した確実なものを万が一なときは走らせるという備

えもあるそうですので、是非、それを先にやっておけば、何とかそれぞれ町内会にも理解
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した対応をしてもらえるのかなという気も致しますので、やっぱり住民が今、何を必要と

して、じゃあ、町が今、何をやらなければならないかをお互いもう少し情報交換なりをや

って、万全な体制を取るというのが本来のスタイルだと思いますので、これが無駄だとい

うことは言いませんけれども、そういう移動式のこともあるということなので、是非、そ

の辺も考えていっていただければと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

備蓄品のメニューをここに書かせていただいていますが、実は町内会の会議のときに一

応、会長さんの方からこういうことも必要でないですかということで、うちの総務がまと

めたものであります。ですから、そのほかにもきっとあるんだと思います。今、言われる

ように、町がきちんとその体制を整えて、いざという場合に要するに提供できる体制とい

うのもこれも必要だと思っていますので、これは今、将来的にその辺もきちんと理解をし

ていますので、体制を整えさせてもらえればと思います。それと今、７番議員さんからも

言われました、情報提供なんですね。町が今、何か災害があった場合に要するに対策本部

からきちんと各地域にその場所に情報を提供できる体制が、これは本当に必須条件だとい

うふうに思っています。その辺も然らばどういう今、防災行政無線で限界がありますので、

限界がありますので、要するに携帯の物を持たすとか、そこに配備をするとか、そういう

ことだってきっと必要だと。そして、その避難場所に行ったら何も要するに情報が得られ

ないということだって当然、想定されますので、その辺も含めながら、全体的に知内町の

町民の皆様方のそういう命財産をどういうふうに守っていくかということは、これからも

いろいろと議員の皆様方からも提言をしていただき、そして、特に町内会の皆様方からの

いろいろな意見を集約した中で、対応をさせていただければというふうに思っていますの

で、よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

ちょっと今、思い出しで悪いんですけれども、津波の災害もありました。それで、津波

の場合は、確か家屋というよりも、広場的な要素もありますので、そこに避難してくださ

いと。ただ、行って誰も来なかったというのが一番、不安だそうですので、今、町長言わ

れるように、やっぱり避難箇所と本部とどう連絡を取るかというこれを真っ先に早急に整

備していただければありがたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに９款消防費ございませんか。

８番、吉田君。

◎ ８ 番（吉田峰一）

今の発電機の件なんですけれども、各町内会、それから施設等において、最低限度の電

源の発電機を用意するということでございます。前の話をしますけれども、除雪機もその

とおりなんですよね。最低限度あればいいんだという形でね、除雪機を各町内会に我々要

求する、町民が要求するような除雪能力がないという状況で、使い物にならんという声も

出ています。ただ、この発電機もね、多分、町民の皆さん、町内会の皆さんからいろいろ

な意見をいただきながら、この程度の発電機ならいいだろうということで、これは何馬力

かわかりません、何Ｗか知りませんけれども、まず、そのワット数の件と、それから、電
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気さえあれば、今まで話してくれた議員の皆さんの中の情報源であろうと、それから電源

がいらないストーブ、現状の今のあるストーブ、備え付けられているストーブも運転でき

るような電力を要請するとね、いろいろなもろもろが施設にあるものを使えるんじゃない

かという形でね、発電機の要領、どの程度の発電機の要領を最低限度というのは、単なる

暖房的か、それからハロゲンの電気のこのくらいなのか、その辺のことをお伺いしたいん

ですけれども。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。発電機については、最低限の証明が確保できるようにということで、

概ね２ｋＷくらいの発電機を想定してございます。それと今１９か所配置するわけなんで

すが、防災担当課としては、１９か所が一斉に避難場所に避難者が集まるというのはあま

り想定してございません。ですから、あくまでも最低限のものをそれぞれに配置しておい

て、不足があれば、避難していない避難所から持ち込んで使いたい。そういうことも考え

てございます。そういうことでよろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

吉田君。

◎ ８ 番（吉田峰一）

それであればね、先ほど１番議員さんが言っていたとおり、逆にある程度、小さな今、

投光機程度、それから若干のそういうようなここが避難所ですよとわかるような、そうい

うような投光機程度でいい。あとはもう今、１番議員が言ってくれたセンターみたいなも

のを置いてね、１０ｋＷの発電機を１・２台を持っていて、それを貸してやるとか、そこ

の地区に使ってもらうとか、そんな方法もあるんですけれども、その辺はどうですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。大型のものがあれば、いろいろなものに使えていいんでしょうけれど

も、金額も結構高額なものになります。それと、年に数回メンテもしていただかなければ

なりません。ただ、今、配置をしようとしている発電機であれば、各町内会でそれぞれ祭

りだとか、町内会毎のイベントでも、できれば、この発電機を使っていただいた方が、１

年間全く使わないということであればかえって良くありませんので、燃料も劣化しますの

で、そういう意味でも、各町内会で使いやすい大きさのものであるのかなということで担

当課では考えております。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

大きい発電機を用意する考え。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

そういうことで、各町内会で使いやすいものであって、要するに１年間全く使わないと

いうことでなくて、いざ、使うとなった場合にも使えるように、各町内会の祭りだとか、

イベントでも使いやすいような大きさの発電機ということで考えて、これを整備したいと

思っていますので、大きいものはちょっと金額も高額でありますし、今のところ検討はし

てございません。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに９款消防費ございませんか。
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（「なし」の声あり）

ないようでありますので、終わりまして、次に１０款教育費。

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

今回、５４ページの部分で、先ほど課長の説明で言いますと、スノーモービルでやると、

安全とかそういう効果の部分で危惧をされるということで、今回、圧雪車をリースすると

いう形になったんですけれども、このリースの部分は、何月から何月までのリース料を見

込んでいるのか、それをまず、ひとつお知らせ願いたいと思います。

それから、この場合、今回１４５万８千円見ているんですけれども、これを逆にですね、

買上げしてしまった部分とそういう形でリースの部分とのまず、比較とかそういうことは

検討はしたことはなかったのか、その２点について、お知らせ願いたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育委員会次長。

◎ 教育次長（大館光晴）

ご説明致します。まず、利用期間ですけれども、これはシーズン中ということで、通年

であれば１月から３月までを予定しております。

それと、買取りの場合のですね、比較検討ですけれども、議案の説明のときにも申し上

げましたけれども、まずは今うちが抱えている安全性だとか、効率的なスキー場の運営、

これを考えてですね、まず、短期間であってもですね、１年程度まずやってみて、その結

果、効果があり、安全性も確保されるということになりますと、買取り、あるいは、レン

タルのリースにするか、そういったことも今後、検討したいというふうに考えております。

◎ 議 長（伊藤政博）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

そしたら、今回はそのためのまず、試しにこれをやってみるという形で理解してよろし

いんですね。そうしますとですね、この部分でありますと、運転の資格ですよね、それは

うちの町の委託されている方のところの運転手がやるのか、普通免許とか、大型特殊、い

ろいろあると思うんですけれども、その辺についてのあれは全然問題ないんですか、クリ

アできるんですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

次長。

◎ 教育次長（大館光晴）

道路交通法上はですね、ナンバーを付けていなければ、いわゆる知内内であれば、そう

いった免許が必要ないと。ただし、こういう特殊車両といいますか、大型の機械になりま

すので、それなりの技術的なものは必要であろうというふうに当然、我々も考えておりま

すので、レンタルを受けるときにですね、レンタル先の業者の方からですね、職員並びに

今、管理委託しておりますけれども、そちらの方の職員数名にですね、そういった講習を

受けさせて、それでもって運用を図っていきたいというふうに考えております。

◎ 議 長（伊藤政博）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

私もちょっと圧雪車のことで、今、次長の話を聞いていますと、必要性はわかるんです

よ。いろいろなものを入れて、利用してもらうというのはわかるんですけれども、昨年の
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実績は１月、２３日にかスキー場利用されていないんですね。これからの地球温暖化との

関係からいったら、３か月みていても果たしてどうなんでしょう。１年に何日しかやらな

いという。今、この圧雪車リースだとしても、燃料から保険から全部含めば年間１８０万

円からかかる。実績からみてたった２３日のところに１８０万円かかるその費用対効果と

いうか、そこまで必要あるんだろうかという、ちょっと疑念を感じるんですが、何かあれ

ば。

◎ 議 長（伊藤政博）

次長。

◎ 教育次長（大館光晴）

地球温暖化、これは非常に社会問題というか、注目されているわけですけれども、ただ、

我々もですね、ここ数年来の実績日数等を見ればですね、だいたい１月から３月までの間

に７０日間程度は運用をしているという実績がまずあります。今後の地球温暖化によって、

この稼働日数といいますか、降雪時期が減るかというのは、これは私にもわかりません。

ただ、レンタルのいいところというのは、使いたいその期間に応じて、それに見合うリー

ス料を払って使えるということが１つあろうかと思います。それと、費用対効果というこ

とですけれども、当然、我々としてもですね、こういう財政の折りにですね、そういった

ことは十分検討はさせていただきますけれども、ただ、こういった施設が現にあって、そ

れを管理運営するという立場にあればですね、そこで利用される方の安全というものをま

ず第一に考えなければないと。我々としての責任であると考えておりますので、そういっ

たことからいえば、公が運用するそういった施設の経費についてはですね、費用対効果だ

けでは考えられない部分もあるのかなというふうにも考えております。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

何か非常にかっこいいように聞こえるんだけれども、今まで何年もですね、雪の多い時

期で１２月からずっとオープンして３月の末までやったということも何回かありました

よ。だけれども、決して行政側では安全を無視したり、そういうことをやっていなかった。

なぜ、今になって利用日数が少なくなってからこのやつ出てきたのかな。これはどうして

も疑義を感じるところです。あえて、答弁をもらえば、また同じことを言うから答弁はい

りませんけれども。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ございませんか。

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

スキー場の運営というか、その中で圧雪車が必要だという判断だろうと思いますけれど

も、ただ、観光協会でいろいろ最近、月１の定例会でやっているんですけれども、通年で

町内の観光を誘致しましょうということで、冬場の観光として、スキー場を利用したらど

うだという話もちらっと言っていました。それというのは、今、海外、特に中国か、雪の

ない地方で要するに初心者用のそんな立派な高級なスキー場ではなくて、初心者で要する

に初乗り、ある程度、そこで慣れてという話なんでしょうけれども、そういう場が欲しい

という報道もありましたので、是非、そういうので通年活用できれば、確かに今、少なく

なって、何でこんなに少ないときにという話なんですけれども、初心者用の安全性を確保

するということもありますし、あわよくば、そういう観光と連携をして、やっていくとい



- 47 -

うことになれば、降雪機も下手をすれば買って通年運転しましょうかという話も夢ではな

いんですよね。だから、そういう連携をどう取るか、北海道は当然、海外でやっています

けれども、町としてじゃあ、受入体制をどう取るか、ニセコは大々的にやっていますし、

町もそういう方向で動くというか、ある程度、観光協会と話をしながら、連携をしながら

そういう通年の方向で何とか受入体制もどうなんだという感じの中で、行政が町長がトッ

プセールスをじゃあ、しようかという話までいければ、この圧雪車の効果も出るだろうと

思いますし、伊藤議長も常々、その必要性をアピールしていましたので、これはいい機会

なのかなと自分なりの思いはあるんですけれども、将来的に観光と結びつける可能性につ

いてお伺いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

観光協会の役員との立場でちょっとお話をいただきましたけれども、実は今回、皆さん

きっとご存じの通りと思いますけれども、北見枝幸の歌登、これはタイからの観光客を入

れて今とんでもない、千歳からまっすぐバスで直行して、要するに日本の文化に触れると

いうことを今やって大成功しています。それで、実は来年度、あるコンサルからの情報で、

知内町今、小谷石振興を含めてやっているので、その受入れをどうでしょうかということ

で、実は北海道に申請をしたところであります。ところが、今回、渡島桧山で３町、うち

と八雲町さんとそれから奥尻町さんが手を挙げて、残念ながらうちと八雲がもれて、奥尻

が今、選定されたということになっています。そんなことから、そういう考え方はずっと

持たせてもらっていますし、特別にこういうメニューを整えていなければだめだというこ

とでないんですね、聞くと。要するに知内町が持っている特性を来てくれた人方にそれを

提供できるので、満足をして帰るということみたいであります。ですから、雪も全く雪の

降らない国から来ますので、雪が要するに直に触れるということもすごく感激して帰られ

るということなものですから、それも１つの今、今回、手を挙げさせてもらって、私はず

っと継続したいなというふうに思っています。ですから、町内に外国の観光客も入れるこ

との体制も是非作っていきたいというふうに思っています。それと、今、次長の方からリ

ースの関係で、いろいろと考え方について説明をしておりますけれども、うちも私も今い

ろいろと内部で委員会と詰めさせてもらいました。果たして、この圧雪車を本当にうちの

スキー場がこういう小規模のスキー場が本当に必要なのかということまで議論をさせても

らいました。その中で、私が今、進めさせてもらっている交流事業の拡大、これは冬とい

うのはなかなか町外から知内町に呼び込むという、そういうメニューというのが今、残念

ながらありません。そんなことから、うちが今、圧雪車を要するに導入することによって、

函館近辺からひとつの知内町に行けば、圧雪車があって、こういう大会も誘致できる、そ

して、なおかつ、函館で初心者の人方が教室に休み期間入ります。相当の高い金額を講習

料として払わなければなりません。ですから、それは抑えていることによって、交流セン

ターを使ってもらうことによって、うちにそういう人方を呼び込めるんだろうという形ま

で、これはスキー協会の皆様方といろいろと意見交換をさせていただいて、今回はひとつ

やってみようと、安全第一であります。ただ、その圧雪車があることによって、底辺まで、

初心者の皆様方も知内町のスキー場を活用してもらえるということもひとつ、検証をしよ

うということもありますので、少し広く考えさせてもらえればというふうに思っています。

だから、スキー場だけであれば、１４０万円もリースをかけてということになろうかとい

うふうには私も思います。費用対効果からいったらどうなんだろということももちろんそ
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れはご指摘のとおりだというふうに理解しています。ただ、そこだけで終わるのではなく

て、広く知内町をアピールできる要するに手段として、何とか圧雪車を入れることによっ

て、知内町スキー場を町外の人方にＰＲできればというふうに思っていますので、ご理解

をいただければと思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ございませんか。１０款教育費、ほかにありませんか。

ほかにそれでは歳出全般で質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

ないようでありますので、歳出の質疑を終わりまして、歳入一括質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

歳入の質疑ないようでありますので、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

どうしても私は水産振興費の中で、親水公園、さらにはアクセス道路、非常に無駄な事

業だと感じでございます。町長が言われるように、子どもたちに自然を親しむ環境づくり

をするという目的であれば、今まで作っていたあの親水公園をもう少し見直しをしてです

ね、あれを再利用することによってそれが叶うことができるだろう。今回、アクセス道路

等につきましても、その道路ができることによって、別な問題が生じないだろうかという、

こっちの方の懸念もございます。そういうことから、今回の事業で１，４６０万円の起債

を借りてまででもやらなければならないという必要性は全くないというふうに考えて、私

は今回は反対をさせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに討論ございませんか。

（「なし」の声あり）

ほかに討論がないようでありますので、これで討論を終わります。

これから議案第３号を採決します。

本案は原案のとおり決定するに賛成の方は起立願います。

（ 起立多数 ）

起立多数であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

ここで暫時休憩致します。再開は２時２０分と致します。

（ 休憩 午後 ２時００分 ）

（ 再開 午後 ２時２０分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し会議を再開します。

● 議案第４号 平成２６年度知内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１２、議案第４号、『平成２６年度知内町国民健康保険事業特別会計補正予
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算（第２号）について』を議題とします。

本案について、提案者の説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

議案第４号、平成２６年度知内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て。

平成２６年度知内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。

「歳入歳出予算の補正」です。第１条は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ２，００３万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億１，４４８万９

千円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

歳出より説明致します。４ページをお開きください。

１２款予備費、１項予備費、１目予備費に２，００３万円を追加し、２，４１２万３千

円とするものです。予備費に前年度繰越金２，００３万円を追加するものです。

引き続き、歳入を説明致します。３ページをお開きください。

１０款繰越金、１項繰越金、１目繰越金に２，００３万円を追加し、２，００３万１千

円とするものです。前年度繰越金２，００３万円を追加するものです。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

歳入歳出一括質疑を許します。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第４号を採決します。

本案は原案のとおり決定するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第５号 平成２６年度知内町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１３、議案第５号、『平成２６年度知内町公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）について』を議題とします。

本案について、提案者の説明を求めます。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）
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議案第５号、平成２６年度知内町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について。

平成２６年度知内町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６５

万円を追加し、歳入歳出それぞれ１億６，７７７万３千円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

歳出からご説明致します。５ページをお開きください。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に６５万円を追加し、１，５２４万４千

円とするものでございます。２７節公課費で不足が見込まれる消費税分５万円を追加し、

２８節繰出金で平成２５年度決算による収支黒字分として一般会計繰出金６０万円を追加

するものでございます。

続きまして、３ページをお開きください。３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般

会計繰入金で、一般会計繰入金として５万円を追加し、１億２，８９０万９千円とするも

のでございます。

次のページ、４ページをお開きください。４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金で前年

度繰越金として６０万円を追加し、６０万１千円とするものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

歳入歳出一括質疑を許します。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第５号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第６号 平成２６年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計補正予算

（第１号）について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１４、議案第６号、『平成２６年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会

計補正予算（第１号）について』を議題と致します。

本案について、提案理由の説明を求めます。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

議案第６号、平成２６年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計補正予算（第１号）

について。
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平成２６年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ５４万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，５８８万１千円

とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

歳出からご説明致します。４ページをお開きください。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費として、５４万８千円を追加し、６５万

円とするものです。２８節繰出金で平成２５年度決算により収支黒字分、一般会計繰出金

として５４万８千円を追加するものでございます。

歳入でございます。３ページをお開きください。３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金

で、平成２５年度決算により黒字分を繰越金として５４万８千円追加するものでございま

す。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

歳入歳出一括質疑を許します。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第６号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第７号 平成２６年度知内町介護保険特別会計補正予算（第２号）について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１５、議案第７号、『平成２６年度知内町介護保険特別会計補正予算（第２

号）について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

議案第７号、平成２６年度知内町介護保険特別会計補正予算（第２号）について。

平成２６年度知内町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正です。第１条は、既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ４４６万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億６，

５７９万１千円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳出
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予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

歳出より説明致します。４ページをお開きください。３款基金積立金、１項基金積立金、

１目介護保険事業基金積立金に１６７万２千円を追加し、１６７万３千円とするものです。

２５節積立金に前年度繰越金の一部を介護保険事業基金積立金に１６７万２千円を追加す

るものです。

次の５ページです。５款諸支出金、１項償還金及び還付賦課金、２目還付金に３１万６

千円を追加し、３１万７千円とするものです。２３節償還金利子及び割引料、国庫支出金

等過年度分返還金として３１万６千円を追加するものです。

２項繰出金、１目一般会計繰出金に２４７万５千円を追加し、２４７万６千円とするも

のです。２８節繰出金に一般会計繰出金として前年度清算分として２４７万５千円を追加

するものです。

引き続き、歳入を説明致します。３ページをご覧ください。８款繰越金、１項繰越金、

１目繰越金に４４６万３千円を追加し、４４６万４千円とするものです。繰越金、前年度

繰越金として４４６万３千円を追加するものです。

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

歳入歳出一括質疑を許します。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第７号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第８号 平成２６年度知内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１６、議案第８号、『平成２６年度知内町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）について』を議題とします。

本案について、提案者の説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

議案第８号、平成２６年度知内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について。

平成２６年度知内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。

歳入歳出予算の補正です。第１条は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９

７万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，４４９万５千円とする。
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２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

歳出より説明致します。６ページをお開きください。１款総務費、２項徴収費、１目徴

収費に５万８千円を追加し、３２万９千円とするものです。１１節需用費に消耗品として

２万１千円の追加、１２節役務費に通信費として３万７千円を追加するものです。

続きまして、２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、

１目後期高齢者医療広域連合納付金に８１万２千円を追加し、６，１２０万円とするもの

です。１９節負担金補助及び交付金に平成２５年度の清算分により事務費の負担金として

８１万２千円を追加するものでございます。

３款諸支出金、２項繰出金、２目一般会計繰出金に１０万３千円を追加し、１０万４千

円とするものです。２８節繰出金に一般会計繰出金、平成２５年度清算分として１０万３

千円を追加するものでございます。

引き続き、歳入を説明致します。３ページです。３款繰入金、１項一般会計繰入金、１

目一般会計繰入金に６４万５千円を追加し、２，９８９万５千円とするものです。事務費

繰入金として連合経費として６４万５千円を追加するものでございます。

次のページ、４ページです。４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金に２７万円を追加し、

２７万１千円とするものです。前年度繰越金として２７万円を追加するものでございます。

６款広域連合支出金、１項広域連合交付金、１目高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付

金に５万８千円を追加し、５万８千円とするものです。後期医療制度円滑運営臨時特例交

付金として５万８千円を追加するものでございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

歳入歳出一括質疑を許します。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第８号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第９号 平成２６年度知内町水道事業会計補正予算（第３号）について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１７、議案第９号、『平成２６年度知内町水道事業会計補正予算（第３号）

について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

建設水道課長。
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◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

議案第９号、平成２６年度知内町水道事業会計補正予算（第３号）について。

第１条、総則でございます。平成２６年度知内町水道事業会計補正予算（第３号）は、

次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量。平成２６年度知内町水道事業会計予算、第２条に定めた業務の

予定量を次のとおり補正する。

（４）主要な建設改良事業、配水設備改良費に１１０万円を追加して、１，８０３万２

千円とする。

第３条、資本的収入及び支出。予算、第４条、本文括弧中、過年度分損益勘定留保資金

５，３０３万８千円を過年度分損益勘定留保資金５，３６３万８千円に改め、資本的収入

及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収入でございます。１款資本的収入、３項工事負担金に５０万円を追加して、５３５万

円とし、資本的収入合計で１億４，７９１万２千円とする。

次に支出でございます。１款資本的支出、１項建設改良費に１１０万円を追加して、２

億１５５万円とし、資本的支出合計で２億８８４万４千円とする。

次のページをお開きください。平成２６年度知内町水道事業会計予算実施計画でござい

ます。まず、３ページの支出からご説明致します。１款資本的支出、１項建設改良費、２

目配水設備改良費工事請負費として、配水管移設工事１１０万円を追加し、１，７６０万

円とする。この工事は、重内地区で現在進められています、道営農地保全整備事業で農業

水の建設工事に水道管が支障を来すということから、移設工事を行うものでございます。

工事場所につきましては、説明資料見だし４の２ページをお目通し願いたいと思います。

次に収入でございます。２ページをご覧ください。１款資本的収入、３項工事負担金、

１目工事負担金で北海道からの配水管移設工事保証金として５０万円を追加し、５３５万

円とし、１款資本的収入、合計で１億４，７９１万２千円とするものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

収入支出一括質疑を許します。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第９号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 報告第１号 財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１８、報告第１号、『財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について』
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を議題とします。

報告内容について、説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

報告第１号、財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条及び第１項及び第２２条第１項の規定

により、平成２５年度決算に基づき算定したそれぞれの比率について、監査委員の審査意

見を付して、別紙のとおり報告する。

次のページであります。健全化判断比率のうち実質赤字比率及び連結実質赤字比率につ

きましては、一般会計及び特別会計が黒字決算ですので、比率の記載はございません。実

質公債費比率いつきましては、１５．９％で、前年度と比較し、０．４ポイント下がって

おります。また、将来負担比率につきましても、マイナス数値となっているため、比率の

記載はございません。次に資金不足比率ですが、各会計とも不足比率の記載はございませ

ん。なお、次のページからは、監査委員さんの審査意見書を添付しておりますので、ご覧

いただきたいと思います。以上で説明を終わらせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりました。報告の案件でありますが、質疑があれば特に許します。

（「なし」の声あり）

質疑が内容でありますので、報告第１号はこれで終わります。

● 報告第２号 株式会社スリーエスの業務報告について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１９、報告第２号、『株式会社スリーエスの業務報告について』を議題とし

ます。

報告内容の説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

報告第２号、株式会社スリーエスの業務報告について。

地方自治法第２４３条の３第３項の規定に基づき、株式会社スリーエスの平成２５年度

収支決算に関して別紙のとおり報告する。

３ページの損益計算書で説明をしたいと思いますので、お開きいただきたいと思います。

３ページ目の損益計算書です。純売上高につきましては、業務委託売上高が９，６６２万

４，４２８円、商品売上高が３，３９７万２，０１１円、入浴券売上高が１，７３３万３，

２８６円、宿泊等売上高が１，３４５万７，６２０円、これに販売手数料を加えまして、

合計１億６，３５９万３，６５６円になっております。一方、売上原価については、期首

棚卸高が９２万４３５円、商品仕入高が３，３２９万３，０４５円、合計３，４２１万３，

４８０円。期末棚卸高が１１１万７，９０３円で、売上総利益につきましては、１億３，

０４９万７，９７９円となっております。販売費及び一般管理費につきましては、１億３，

１５６万７，５９９円で、営業利益につきましては、１０６万９，６２０円の赤字となっ

ております。営業外収益につきましては、受取利息から雑収入まで合わせて２４万１，３

９６円、したがいまして、経常利益は８２万８，２２４円の赤字となり、当期利益につき
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ましても同額であります。この内訳につきましては、物産館を含めた本部の利益が５０１

万８７７円。こもれび温泉が５７０万９，７２４円の赤字。青少年交流センターが１２万

９，３７７円の赤字となっております。以上で説明を終わらせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりました。報告の案件でありますが、質疑があれば特に許します。

（「なし」の声あり）

よろしいですか。質疑がないようでありますので、これで報告第２号を終わります。

● 議案第１０号 平成２５年度知内町一般会計歳入歳出決算認定について

● 議案第１１号 平成２５年度知内町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について

● 議案第１２号 平成２５年度知内町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

● 議案第１３号 平成２５年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計歳入歳出

決算認定について

● 議案第１４号 平成２５年度知内町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

● 議案第１５号 平成２５年度知内町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

● 議案第１６号 平成２５年度知内町水道事業会計剰余金の処分及び決算認定につ

いて

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２０、議案第１０号から日程第２６、議案第１６号までの７議案は、いずれ

も決算認定議案でありますので、一括議題とします。

本件については、提案者の説明を省略して、議長及び監査委員を除いた議員全員による

決算審査特別委員会を設置して、地方自治法第９８条第１項の規定による検査権を付与の

上、これに付託の上、審査することにしたいが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、議長及び監査委員を除く議員全員による決算審査特

別委員会に付託の上、審査することに決定しました。

ここで暫時休憩致します。

（ 休憩 午後 ２時３７分 ）

（ 再開 午後 ２時３８分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

先ほど休憩中に平成２５年度決算審査特別委員会の正副委員長が決定しておりますの

で、議長から報告致します。

委員長に森永勉君、副委員長に西山和夫君が選任された旨の報告がありました。

これで報告を終わります。

お諮りします。本日の会議時間は、ナイター議会開催のため、予めこれを延長したいと

思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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異議なしと認めます。したがって、本日の会議時間を延長することに決定致しました。

本日のナイター議会は、午後６時３０分に開催します。

内容は一般質問であります。それまで暫時休憩致します。

（ 休憩 午後 ２時４０分 ）

（ 再開 午後 ６時３０分 ）

● 一般質問

◎ 議 長（伊藤政博）

それでは、休憩以前に引き続き、会議を開きます。

日程第２７、『一般質問』を行います。

一般質問は会議規則により予め議長に通告のあった順序により行います。

順番に発言を許します。

７番、谷口康之君。

◎ ７ 番（谷口康之）

『大野町制４年間の町政運営の総括及び時期町政運営について』質問させていただきま

す。

大野町政も、平成２７年２月１４日で１期４年間の任期を迎えるが、町長は、元気で豊

かな知内町を実現するため「七つの目標」を掲げて施策を推進してきたが、特に林業振興

や交流推進事業さらには子育て支援事業などの施策を実現し、まちづくりに一定の成果が

あったものと思われるが、「七つの目標」として掲げた施策推進についてどのように総括

をしているのか。また、引き続き次期町政運営を担う決意はあるのか。これについて質問

します。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

町長就任以来、無投票当選の重みをしっかりと受け止めさせていただいて、町民の皆様

からの負託に応えられるよう「元気で豊かな知内町の実現」のために、本町の基幹産業で

ある一次産業の更なる振興と、子育て支援の充実・交流事業の拡大・地域特性を活かした

観光振興等に、職員と一丸となって全力投球して参りましたが、毎年度、行政執行方針と

して町民の皆様にお約束させていただいた各施策の進捗状況については、町長の説明責任

であるとの考えから、新たな取組みとして「まちづくり懇談会」を開催していただき、取

組み状況等を説明させていただいているところであります。平成２３年度については８６

項目、平成２４年度は８９項目、平成２５年度は９０項目の各種施策についての進捗状況

を説明させていただたところであります。また、平成２６年度の各施策の進捗状況につい

ては、１０月１４日から各町内会に出向いて説明させていただきたいというふうに今、考

えているところであります。４年間で掲げさせていただいた施策は、本年度の９６項目の

施策と合わせて延べ３６１項目であり、そのうち、平成２３年度から平成２５年度までの

３年間で概ね実現できたものとして評価したものは２６５項目中、２４０件であり、継続

して取り組んでいる項目としては２５項目となっており、実行率でいいますと９１％とな

ります。そんな状況でありますけれども、医療費の中学生までの無料化、そして、予防接

種ワクチンの全額公費負担等の子育て支援、地場材を活用しての公共施設の整備や未利用
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材を活用しての木質バイオマス・エネルギーの導入、さらには、小谷石地区の総合的な地

域振興対策や、知内川の復元対策等の各施策を進めつつ、財政の健全化対策にも取り組ん

できたところであります。また、公債費負担適正化計画の実行により、実質公債費比率を

平成２５年度末で１５．９％と改善できましたし、公平公正な行政運営の理念のもと取り

組み致しました滞納税の縮減対策についても、３年間で５，７００万円の滞納税を縮減で

きましたことから、約束させていただいた施策については、概ね実行できているものと考

えているところであります。４年間の行政運営の中で、特に町の機能を維持存続するため

には、生産人口の確保が重要なポイントとなり、若い人が地元で働ける環境を整えること

が不可欠であるとの考え方から、あらゆる分野において若者が安心して住み、子どもを産

み、育てることができる「知内町」の実現を第一に考えて、各種の新規事業に取り組んで

参りましたが、事業を計画するにあたっては、知内町独自の循環型社会を構築できるよう、

投資したものが地元で還元できるか、さらには新規就労の場を確保することができるか、

また、住民負担を極力最小限に止めるための財源対策についても考えてきたところであり

ます。その一例が、新規高卒者等雇用奨励助成事業の制度の創設であり、さらには、役場

職員等の新規採用、また、地場材を活用しての公共施設整備や新たな熱源として木質バイ

オマス・エネルギーの活用により、地域産業の活性化や新規就労の創出が図られ、新規事

業に着手できたことにより各企業の活性化や新たに設備投資をする企業が表れたことは、

大きな成果であると考えているところであります。さらには、小谷石地区の総合的な地域

振興対策の取り組みが、全道・全国からの注目度が高まり、Ｕターンした地元の若者が起

業するなど新しい動きが出てきております。ほかにも新規施策として、中学生までの医療

費の無料化等の子育て支援・知内川の復元対策、湯の里浄水場の改修等、いち早く取り組

みできた施策において、一定の成果を収められたものと考えますが、知内町の将来を見据

えて基本計画を策定致しました「まちづくり交流拠点施設」整備に着手できなかったこと、

合宿誘致の受皿づくりとして検討して参りました「克雪多目的体育館」の建設に向けての

基本計画策定までに至らなかったことなど、本町の振興発展のために議会の皆様をはじめ、

町民皆様の理解のもとに推進しなければならない課題があることから、今後、これらの重

要施策の実現と国が今、地方の経済活性化のために雇用創出を後押しする「地域再生支援

事業」を積極的に活用させていただいて、知内町独自のまちづくりを進めなければならな

いという今、考え方をさせていただいているところであります。「元気で豊かな知内町実

現」のために、多くの町民の皆様のご支援をいただくことができましたなら、引き続き、

町政を担わせていただけるよう、立候補を決意したところでありますので、よろしくお願

い申し上げます。以上であります。

◎ 議 長（伊藤政博）

７番、谷口康之君。

◎ ７ 番（谷口康之）

今の答弁を聞きまして、町長の１期４年ということで、今回は町長にとっては、いろい

ろな施策があったわけですけれども、これも町長にとっては４年間で畑になるものを植え

て、これからが本当に自分のいろいろな７つの目標の種類のものを植えまして、その成長

をどんどんどんどんやっていくのかなと私は理解しております。ですけれども、この７つ

の施策の中でもやっぱり町長が言いましたように、やはり重要なもの、それから、もう少

し後でいいのかなというものも私はあると思うので、その辺の総括した課題も私はちょっ

とわかりづらい部分があるのかなということでございます。それでですね、今回、町長か

ら答弁書をもらいましたけれども、この中で１ページ目にあります施策ですよね、４年間
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で３６１ありますけれども、今回、我々に行政評価もらったのは、今年初めてもらった。

その前のものはもらってないものですから、今年の部分だけで私はお話したいと思うんで

すけれども、今回、この行政評価を見ますと、今年は９０施策ありますよね。その中で、

Ａ評価が６３、Ｂ評価が２３、Ｃ評価が４つということで、Ａ・Ｂを合わせますと、９５．

６％の目標達成、それから概ね目標と私は理解したんですけれども、でも、これもですね、

やはり前の２３年、２４年については、我々は評価的なものははっきり言って出ていない

ものですから、それは評価しようがないんですけれども、ただ、今年に限っては、これを

見ますと、Ａ評価だけでは約７０％なんですよね。その部分で、Ｂ評価が２３％というこ

とは、やはりＡ評価もそうでしょうけれども、やっぱりそれよりもＢとＣの部分について、

これからの大野町政にとって重要なものでないのかなと思うんですけれども、その辺につ

いて、どのようにお考えでしょうか。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今、これまで３年間の取り組みの項目について、ここに数字として載せさせていただき

ました。今、議員おっしゃるとおり、事業評価については、昨年度から決算審査のときに

資料を提出させていただいて、今年で２年目になります。そんなことから、２３年度の部

分については、なかなかＡ評価、Ｂ評価というのはわからないということで今、言われて

おりますけれども、それはうちが今、私の手元として持っていますので、その辺はあとで

もし提出させていただけるのであれば、提出したいというふうに思っています。それで、

今のご質問でありますけれども、Ａ評価、Ｂ評価をしたものと、それとＣ評価、Ｄ評価し

たもので、なかなか２６年度についても、その辺の要するに評価の状況がわかりづらいと

いうご指摘でありましたけれども、今ですね、まだ２６年度途中であります。そんなこと

から、これは後日きちんと私なりに評価をさせていただいた折にはですね、議員の皆様方

にその辺は資料として提出をさせていただければというふうに思っています。ただですね、

基本的に今、私が進めさせてもらった大きな施策については、ある程度、手をかけてこれ

たのかなという自分なりの判断をしています。その中で、Ｃ評価、Ｄ評価というのは、取

り組みをしていますけれども、なかなか要するに方向性が見いだせていないということで、

Ｃ評価、Ｄ評価ということで評価をさせていただいているということで、まず、ご理解を

いただければというふうに思います。ですから、もう少し私は行政を進める上でスピード

感を持って行政を進めたいということも議員の皆様方、町民の皆様方にお約束をさせてい

ただいて、早く手をかけられるものについては、手をかけるべきだろうという考え方をし

ています。その中で、今、Ｃ評価、Ｄ評価をしたものについては、もう少し町民の皆様方、

議員の皆様方の意見を聞かせていただいて、方向性を見いだす必要性があるということで

のＣ・Ｄ評価ということでご理解をしていただければというふうに思います。ですから、

大きな課題として、今、上げさせてもらったのがまちづくり交流拠点、それから、多目的

の体育館の要するに建設については、これは私の１期４年の中では、実現はできていませ

んでしたけれども、引き続き、これはもし行政を担わせていただけるのであれば、大きな

うちの将来を見据えての重要施策であろうというふうに私は理解しておりますので、この

ことについても再度、町民の皆様方にご理解をしていただく、議員の皆様方にご理解をし

ていただく、そういう努力を進めていきたいというふうに思っていますので、ご理解をい

ただければと思います。以上であります。

◎ 議 長（伊藤政博）
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７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

今のこの評価についてはわかりますけれども、ただ、今、うちの町の場合は、第一次産

業がメインでありまして、２ページ目の町長の答弁の中にも町の機能維持のためにも生産

人口を確保して、町も発展させるということをまず、謳っているんですけれども、その辺

についてもですね、やはりうちの町の部分では、そのためのＩターン、Ｕターンのいろい

ろな活用もあると思いますけれども、もう少しですね、若い人たちの考えというんですか、

それから、うちの町に交流するためとか、私はなかなか今の日本全体でも少子化対策とい

うものがなかなか難しい問題だと、そして、国としても若者を確保するのはいいんでしょ

うけれども、なかなか若い人が子ども産んで、それから、また生活をしてくれるというこ

とは、今の日本の現状を見ますと、人口は増えることはないけれども、減る人口は緩やか

な形でやっていきたいというのが国の考えだということはわかるんですけれども、ただ、

やはりうちの町もですね、そういう中にありましてですね、やっぱり人口というものがこ

れから大変、重要になってくる部分があると思うんですね。だから、人口増というものは

なかなか難しいでしょうけれども、そのためには、自然人口増とか言葉があるようですけ

れども、その中でやっぱり若い人たちにこれからもうちの町に魅力あるまちづくりという

ことをこれから私はどんどん出してもらいたいなと思うんですけれども、その辺について、

まず、もう一度、お伺いしたいなと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今の人口減少の関係でありますけれども、今、新聞紙上をにぎわしております、２０４

０年の２０歳から３９歳の女性の人口が減少しますよということで、半分以上の自治体が

存続の危機がありますよという衝撃的な今、新聞報道がされています。そんなことから、

前段でも申し上げました。生産人口の確保が重要なポイントであるということは、今、議

員からご指摘をいただきましたけれども、私も同じ考え方を持っています。ですから、人

口減少を食い止めるためには、若い人が地元に残らなければ、人口減少というのは、止め

ることができないんだろうというふうに思っていますので、先ほども申し上げました。あ

らゆる分野において、若者が安心して住み、子どもを産み育てる環境が整えられるかとい

うことをまず、行政を進める上で第一に考えさせてもらっているということで、先ほど答

弁をさせていただきました。そんなことから、今、一次産業の部分ということで、今、言

っていただきましたけれども、私も知内町はやっぱり基幹産業は一次産業であります。農

業後継者、漁業後継者をどういうふうに育てていくか、そこで要するにその家庭を如何に

持つ人を増やしていけるか、これもですね、今、知内町の将来を見据えた中では、大変、

喫緊の課題であるというふうに思っていますので、当然、その辺の後継者、担い手対策の

充実、それから、地元で働ける環境を如何に創設できるかどうか、これはですね、私は今、

いろいろと新しい事業を展開させていただいていますけれども、これを第一に考えさせて

いただいているところでありますので、更に今回、定例会で議決をいただきました子ども

の支援策についての議案でありますけれども、この辺も当然これから５年間の２７年度か

ら３１年までの子育ての部分、いろいろと今、有識者の皆様方で検討されるという、計画

が組まれるものですから、それをですね、うちは行政としても参考にさせていただいて、

北海道の西部四町、大変厳しい状況の中におかれていますので、これをきちんと悲観する

ことなく、何も手をかけなければ、うちも今５千人を割ってしまいましたけれども、２０
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４０年代に３，２００人まで人口っが減少するという今、推計が出されておりますので、

私は何としてもそこに近づけないように若い人方が地元に残っていただける、これをです

ね、積極的に今、事業展開をしたいというふうに考えております。そんなことから、ほか

の自治体でやっているのと同じ要するに施策はだめよと、知内は独自の施策を何とか作り

あげようということで今、担当といろいろと協議をさせていただいておりますので、何と

かそういう方向を見いだしていければというふうに考えておりますので、ご理解をいただ

ければと思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

それはわかりました。町長も先ほど言いました部分で、私もＢ、Ｃの部分言いましたけ

れども、やはりこれからの部分でですね、町長に４年間のこれは総括でだいたいこういう

形が出たとわかったんですけれども、やはりこれからですね、次期を担いたいということ

で、町長、今、言いましたものですから、そしたらですね、うちの町としてもこれからの

中長期の展望をですね、そういうものもやっぱりこれから２期目に向かっては、私は課題

になってくるのかなと思うんです。ただ、目標の部分である程度、成果が出たというのは

わかりますけれども、やっぱり私としては、その課題、大きな課題もありますけれども、

小さな課題もいろいろとあると思うんですよね、Ａの評価の中にも。やっぱりそういう形

のものもありますので、これからは中長期の展望ということも私はどんどん描いてやって

いかなければだめだなということで、その辺についても何か考えがあるようでしたら、も

う一度、お願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

前回の議会でもお話させていただきましたけれども、今、まちづくり総合計画、新たに

今、策定をする計画をしております。それは５年ごとの見直しをして、基本的にまちづく

りを進める指針となる計画でありますので、その中で、いろいろと町民の皆様方から意見

を聞かせていただいて、今、議員がご指摘のように、要するにすぐ手をかけられるもの、

中期・長期的なものということをきちんとやっぱり町民の皆様方に示す必要があるのかな

というふうに私も思っています。ただですね、今回、安倍政権に代わって、地域再生とい

うことで、いろいろと国からの補助金の活用もありました。ですから、私も１期４年間で

掲げさせていただいた施策をできるだけ前倒しすることができるのであれば、全て手を挙

げようということで、私は指示をしました。ですから、今、言われるように、もう少し先

のことだったのではないかということも２５年度の補正でやったり、２６年度の当初で計

画したりということもあります。ですから、将来的に知内町の将来、町の活性化、知内町

の将来を見据えた中で、こういうことも必要だということをきちんとまちづくり総合計画

の中に私は登載させてもらえればというふうに思っています。その中で、前期、そして、

中期、そして、長期にわたってどういうまちづくりを進めるかということは、町民の皆様

方にきちんと説明をすることも必要だというふうに思っていますので、今、ご指摘をいた

だいたことについては、きちんと受け止めさせていただいて、今後、対応をしていきたい

というふうに思っていますので、よろしくお願いを申し上げます。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

７番、谷口君。
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◎ ７ 番（谷口康之）

それはわかりました。２ページ目の方にありますように、こういう形のものを進める中

で、町長１人でできるわけではないんですね。やはりそのために書いてありますように、

役場職員の新規採用ということで、来年も退職する方はどんどんいますし、役場の職員も

そのための戦力として、新しい職員をどんどんどんどん採用してもらいたいと思うんです

けれども、ただ、町長、自己アピールですね、町長が副町長時代にこれを提唱して、この

形になったんですけれども、ただ、私もこの自己アピールについてはですね、一般の町民

の方にとってはですね、あまり評判のいいものではないなということを私、伺った経緯が

あるんです。というのはですね、やっぱりこの自己アピールというものに関してですね、

町民の皆様方の受けるイメージというのは、役場の職員の採用の部分でですね、間違った

イメージが結構定着しているみたいなんですね。何と言いますか、町長が野球が好きだと

いうことで、結局、野球やってきた子どもたちでなかったら採用してもらえないとかとい

う形でですね、そういう情報が一人歩きして、私もそういう形で問題を投げかけられた経

緯があるものですから、それはないよということでお話した経緯があるんですけれども、

でも、やっぱり一般の町民の方とか、その当事者の子どもさんたちですね、そう言いなが

ら、野球部のやつでなかったらなかなかほかの部活をやっていても、野球部の子どもたち

が優先的に採ってもらっているみたいだとかという形の言葉が返ってくるので、それから、

当事者の子どもさんたちについても、なかなか諦めているのか、受けても受かるわけない

んだよなんてそういうことも聞かれるもので、そういう部分でですね、やっぱりせっかく

のこういう優秀な子どもさんたちもいると思うんですけれども、やっぱり町長の執行方針

の中にも公平公正ということが一番最初にこの言葉が出ているものですから、そういう部

分についてですね、もう少し子どもたち、そして、一般の町民の方にもわかるような町職

員の採用の方法というものをもう一度、考えてもらうようなことはできないのか、その辺、

最後になりますけれども、答弁お願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

私が導入した自己アピール、これは北海道で私だけなんだろうというふうに思っていま

す。それで、今、町民の皆様方にきっと誤解を与えてしまっているのかというか、どこで

そういう形になったのか、議員、調べて見てください。今年も２人採用しました。この採

用した２人は野球やれますか、全くそういう人ではないですよね。ですから、私がたまた

ま野球をやっているから、要するに野球をやらなければ職員にならないということは、こ

れは一切ありません。私が評価の中に全く関わりを持っていません。副町長を今、リーダ

ーとして、そして、教育長とそして、従来までは課長が評価委員になったんですけれども、

ある課長から、その個人の一生を決めるのにうちらが要するに評価していいんですかとい

う話がありました。そんなことから、昨年から要するに外部の方を評価委員として選任さ

せていただいて、そのメンバーで評価をしていただいています。ですから、私のところに

上がってくるのは、副町長、教育長、それから、外部の３名、そして、総務課長、６人の

評価をして、結果が私のところに上がってきて、私が判を押すだけであります。そんなこ

とから、一切、私がそこに誰が受験しているかということも知らないですし、野球をやっ

ているかということも知らないですし、たまたま上位にランクされた人で採用した人がそ

ういう状況になっているということでご理解をしていただければというふうに思います。

ですから、そういう要するに町内会というか、町民の皆様方がそういうことを言っている
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ということがあるのであれば、谷口議員にも相談されているということでありますと、私、

これから１４日からまちづくり懇談会で各町内会に出向かせていただいて、２６年度の取

組状況を説明させていただきますけれども、その中で、きちんと経過的なもの、私が要す

るに副町長になって、最初に自己アピールで採用された人が誰なのか、これきちんとです

ね、誤解を解くためにきちんとその辺は資料として持っていきたいというふうに思ってい

ます。ですから、基本的には、野球をやらなければ職員になれないということはこれは全

く誤解でありますので、それはまず、きちんと解きたいと思います。それで、なぜ、この

自己アピールを採用したかといいますと、今ですね、役場職員というのは、渡島桧山の共

通試験をやるんですよ。学科試験とそれから、要するに作文です。要するに１００点満点

の５０点をクリアすると、第一次合格者です。これが第一希望、知内町役場、第二希望、

木古内町役場ということで、本人が願書にその部分を書かれてきます。そんなことから、

知内町を第一希望とした人が町村会の試験を受験して、５０点をクリアすると、こういう

人が知内町で合格しましたということを通知を受けて、それから採用する自治体が面接を

して、最終的に結論を出すということです。ただですね、考えてみてください。今、公務

員になりたいということで、高校を卒業して、すぐ受験する人と、専門学校に２年間行っ

て、公務員の試験を要するに勉強して受験する人がすごくこの頃多くなりました。そうす

ると、５０点はクリアできるんだろうというふうに私は思っています。ですから、５０点

をクリアしたから、その人がですね、本当に役場職員として適任者なのかということはわ

かりません。そんなことからいうと、自己アピールは３年間、あなたは高校生活をどうい

う生活を送ってきたかということをこれはアピールしてもらいますからわかるんですよ。

そんなことから、私は将来的にというか、私は導入したことによって、いい職員を採用で

きているというふうに今、思っています。そんなことで、これはですね、すぐ評価を町民

の皆様方にしていただけるかというのは少し時間がかかりますけれども、今、自己アピー

ルで採用した職員と町村会の試験で採用した人というのはきちんと私は隠すこともないで

すし、きちんと町民の皆様方に説明をさせてもらいたいと思います。その中で、町民の皆

様方が役場に来て、職員の対応がどの職員がきちんと対応してくれるかというのは、一目

瞭然来てくれればわかると思いますので、そんな形でそういう誤解を持っている町民の皆

様方がいるということであれば、私は決して自己アピールというのは、私の考えで採用し

ているのではありませんということをきちんと説明をさせていただいて、私は将来的にも

自己アピールというのはなくする考え方はありません。逆にそっちの方で採用した職員の

方が私はきちんと町民の皆様方に対応していただいているというふうに私なりの個人的な

今、評価をしているということで、ご理解をしていただければというふうに思います。以

上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

次に２番、木村一君。

◎ ２ 番（木村 一）

質問事項、『ふるさと納税に係る特典制度の実施について』

平成２０年に「ふるさと納税制度」が始まり、我が町も平成２０年度は２４件の実績が

ありましたが、平成２４年度には３件と極端に減少しております。

他の自治体の傾向を見ると、寄付者に対して特典として特産品を贈呈している自治体も

増えてきていることから、今後ふるさと知内町をＰＲする観点からも、町を応援して下さ

る寄付者に対して、感謝の気持ちを形で示していくことが大事ではないかと考えるが、町

長の所見を伺います。



- 64 -

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今、ご指摘のふるさと納税の関係でありますけれども、市町村に対する寄付金の内２千

円を超える部分の一定額まで、所得税と個人住民税から全額が控除される制度でありまし

て、町としても制度が始まった平成２０年度から、インターネットや広報誌、東京・札幌

・函館のふるさと会の総会交流会等で制度を周知してきたところであります。寄付は１口

５千円として、平成２０年度からこれまで延べ３９件、金額にして１１８万円の寄付が寄

せられておりますが、１件あたり最高額は１０万円で、平均すると３万円程度となってい

るところであります。それで、今、議員がご指摘のとおり、年を追うごとに件数が減少し

ているのはご指摘のとおりであります。ただし、最近ふるさと納税に関する様々な報道が

あったことによるものなのか、本年９月になって新たに２件、８万円の寄付の申し出を受

けているところであります。いただいた寄付金は「教育振興基金」に積み立てて、次世代

を担う幼稚園児から高校生・一般・お年寄りまでの文化・スポーツ活動の強化に向けた支

援の財源として活用を今、させていただいているところであります。しかし、ふるさと納

税制度はあくまで寄付金でありますので、ありがたくご芳志をいただくとしても行政のた

めの財源としての継続性や安定性に欠けることであるとの今まではそんな考え方をしてい

たところであります。町はこれまで、寄付をいただいた方の同意を得て住所とお名前を公

開し、併せてお礼状を送付することに止めてきたところでありますが、寄付者に対し地元

の特産品を贈る等の取組によって寄付件数や寄付額が大きく増加している上士幌町等の他

町の事例が報道されているところであります。ご指摘のとおり、知内町、ニラやホウレン

ソウ、トマト、カキ、ホタテ、マコガレイ等の特産品があり、また、北海道新幹線の開業

を見据えて、町の食材を活用した新たなお菓子、お土産品等の開発の動きも活発化してお

りますので、ふるさと創生事業の一環として新規起業や新規特産品の開発へのチャレンジ

を支援している今、現状にあります。これは議員ご存じのとおりということだと思います。

このことから、今後はですね、今、議員がご指摘のとおり、礼状だけの送付に加えてです

ね、今、いろいろと特産品を使ったお土産品を開発を今していますので、是非、その感謝

の形をあらわすと共に、ふるさと納税を文化・スポーツの振興のみならず、地元特産品の

ＰＲや販売促進につなげる新たな視点に立って前向きに取り組ませていただければという

ふうに思っておりますので、ご理解いただければと思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

２番、木村君。

◎ ２ 番（木村 一）

平成２０年から地方税法の一部改正によって、納税制度が始まりましたけれども、まず、

この納税制度始まってから、町長就任してから２３年度２件、２４年度３件、２５年度は

ゼロ件と、２６年度は２件ほどとインターネット、報道でＰＲされて増えているというこ

とですけれども、いち早くこのふるさと納税に着目して、上士幌町、例に挙げますと、平

成２６年度で金額２億９千万円、軒並み右肩上がりで上がっていると。それは当然、地域

の活性化にも大いに貢献しているという考えで、わが町も本来であれば、こういう国から

の制度があるものですから、町の活性化の起爆剤として、考え方としてやっていければ、

こういう右肩下がりの現象は起きなかったのではないかというふうに思いますけれども、

その辺、町長の考え、ひとつお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）
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町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

私の考え方は、全員協議会のときにも副町長の方からきっと説明をしていただいている

と思いますけれども、お土産品があるから、贈るから納税してくださいというのは、なか

なか私の考え方としては、そこまで進めようという考え方は実は持っておりませんでした。

それでですね、先般、東京ふるさと会の事務局長さんが、お盆で知内町に帰ってきて、ち

ょっと懇談する機会がありました。そのときに、町長、ふるさと納税、どういうふうに考

えているんだという話をして、いろいろと意見を交換させていただいたときに、なるほど

なと。それで今、先ほど言いましたように、いろいろとお土産品の開発も今しているとこ

ろであります。木村議員も今、知内町産のそば粉を使ってという考え方もありますし、実

は９月３日に副町長、今、スリーエスの社長をやってもらっていますけれども、恵庭の企

業と正式契約をして、これは１０月６日に産業まつりを予定しておりますけれども、その

ときに、まさしくうちの産品です。お米はふっくりんこ、知内町産、それからカキは中ノ

川、それからホタテも中ノ川、まさしく知内町の産品を使ったお土産品、これは釜飯なん

ですけれども、急速冷凍をして、家に持って帰って、自分の家で電子レンジで５分か６分、

これは電子レンジの性能もありますけれども、そして、解凍して食べるというものであり

ます。これはたまたま恵庭の企業とのつながりを持たせていただいていますので、そこに

行って食べて、これはうちの産品使えるなということで、今、正式に契約して、今定例会

の最終日にですね、議員の皆様方に今、試作品として作ったものをお配りするということ

を計画しているようでありますので、１回食べてみてください。そんなことを今、計画し

ているんだという話もしたんです、実は。そして、そば粉も使って、そばも今やるんです

よという話をしたら、町長、それはね、これをうまく使って、まず、ふるさと会の皆様方

にその辺を周知して、それが要するにクチコミで販路拡大にもつながるんだろうというこ

とでの実はアドバイスをいただいたところであります。そんなことから、是非ですね、今、

ご指摘をいただきました、あらゆる今、自治体でふるさと納税、取り組んでいる情報も私、

ネットを調べるとすぐ入りますので、その辺の状況は周知させていただいております。そ

んなことから、それで、先般、安倍政権も地方活性化の一躍にということで、確定申告を

不要にしますよ、それから、控除の上限を２倍にしますよという、これは新聞記事、きっ

と議員も見ているというふうに思っています。そんなことから、大変、簡素化できて、要

するに税を控除できるということであれば、一石二鳥ということでの部分があると思いま

すので、是非ですね、うちの今、産品を積極的にＰＲできる１つの方法だろうと、それを

きちんとある程度、定着できれば、それなりの納税をしていただけるだろうというふうに

思っていますので、これは先ほども言いましたけれども、前向きにというか、積極的に対

応をさせていただければというふうに思っていますので、ご理解をいただければと思いま

す。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

２番、木村一君。

◎ ２ 番（木村 一）

今、町長から贈答品としていろいろな形で開発して、それをこれから利用するという形

で前向きな答弁もいただきましたし、１つ提案として、私の方からも申し上げたいんです

けれども、ただ、納税してもらう、返す、このやり取りでなくて、もう少し、今、自分の

考えとしては、上士幌町、先ほど例を挙げましたけれども、３億円も納税されるというこ

とは、視点をちょっと変えてみれば、３億円の一大企業がそこに誕生したという形にも意
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味合いとして取れるわけです。財源として３割にのぼるということは、１億円近くの金が

収支で残るということ。残りの７割、地域の雇用だとか、様々な活動にそういう発送業務

だとか、商品開発だとか、様々な形で地域の活性化がある程度図られるし、また改めてそ

ういうものを例えば贈ることによって、上士幌町をＰＲするような形で、定住人口が平成

２５年度で２８組増えている。お試し住宅も例えば、２５年度までにそういうふうな人が

来て、上士幌町を体験してもらって、そして、将来的にはこういうところに住みたいとい

うふうなことで、定住人口が増えていると。そういう取り組みが、私、７月２２日から３

日間、渡島西部四町で視察に行って、大変、勉強になってきた。そのときに上士幌町の町

長さんも１時間くらい、自分の施策、１人で熱く語っていたことが印象に残っています。

そして、わが町もせっかく町長に小谷石振興対策、北海道道立公園を抱える景勝地あるわ

けです。矢越アドベンチャークルーズ、それも今、先ほどＩターンして帰ってきて、自ら

の企業精神を持ってやっているし、ただ、贈物を贈るだけでなくて、今度、知内町に贈っ

た人に来てもらう、こういう対策もまたひとつ考えていって、例えば、そのアドベンチャ

ークルーズやっている、矢越の民宿でやっている海産物の料理だとか、そういうような優

待券だとか、期間限定を付けて、２年なり３年なりでその間に来てもらえれば、例えば、

そういうものを送って、そういう人たちが知内町を応援したいんだ、また、こういうもの

をもらったらまた帰ってきて、そこに一度行ってみて、そこを見てみたいとか、ほかでは

やっていない贈物ばかりじゃなくて、そういうような形で今後、取り組むような考えは、

どうですか、町長。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

先ほどもちょっと谷口議員の質問に対してもお答えさせていただきましたけれども、私

はあらゆる分野でそういう活性化につながるもの、それから、若者がそこに定住できる施

策というのは、私は第一に考えさせていただいているということを先ほど、答弁させてい

ただいております。ですから、今回のふるさと納税で、うちが今、開発したお土産品を贈

ることによって、どういう反響があるのか、そして、今回ですね、これも昨年、手掛けさ

せていただいた診療所の要するに住宅を改修して、今回、名古屋から夫婦の方が小谷石に

来ていただきました。大感激して帰りました。地域の人方が、ある漁師さんが期間中に要

するに海へ行って、釣りを体験させてもらって、そして、釣ったもの帰ってきて料理を提

供していただいたそうなんです。それはね、感激しますよ、大都会の人方。そこから要す

るにクチコミで知内町というのはこういう地域なんですよということをですね、是非、ア

ピールしていければと。それがですね、今、問題なっている空き家対策にきっとつながっ

ていくんだろうというふうに思っていますので、その辺、広くここだけに要するに送って

終わりという話ではなくて、今、木村議員が指摘していただいたもので、あらゆる部分で

何とか枝葉を付けて、広げていければというふうに考えていますので、またいろいろとご

提案していただければというふうに思います。以上であります。

◎ 議 長（伊藤政博）

２番、木村君。

◎ ２ 番（木村 一）

町長からこのふるさと納税について、前向きな姿勢で、知内をＰＲして、それが枝葉に

広がって、そこにまた若者の雇用ができる、もしくは、定住人口が増えていく、また、知

内町の活性化にもなっていくというふうに私は理解しています。それによって、先ほど町
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長さんから言われた、私もそば、１０月に合わせてかんそばを地元の特産品として、商工

会に出していきたいと思います。それも是非、お土産として広く活用していただき、知内

町の活性化に前向きな姿勢で町長に取り組んでいただきたいと思いますので、私の答弁こ

れで終わりたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

次に１番、西山和夫君。

◎ １ 番（西山和夫）

まず、１点目お伺いします。

『町長の任期満了に伴う４年間の総括と課題について』お伺い致します。

町長就任当時「元気のある知内町」、「公正・公平なまちづくり」を目指し、抱負の中で

「生き生きとして元気あふれるまちづくり」、「地場産業の振興によるまちづくり」、「新た

な雇用創出によるまちづくり」、「子どもの未来に夢と希望のあるまちづくり」、「交流事業

の推進によるまちづくり」、「地域特性を生かしたまちづくり」の「６つの施策」を掲げて

いましたが、そこで次の点についてお伺いします。

１点目として「６つの施策」にかかる達成度と評価についてお伺いします。

２点目として在任期間に積み残した課題をどのように達成させていくのか、２期目に向

けての考え方をお尋ね致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今の町長の任期満了に伴う４年間の総括と課題ということで、７番議員の谷口議員の質

問とかぶる点があろうかと思いますけれども、まず、ご理解をいただければと思います。

それで、まず、「６つの施策」の達成度についてということでありますけれども、先ほ

どもちょっと申し上げました、平成２３年度・２４年度・２５年度で、Ａ評価をさせてい

ただいたもの、Ｂ評価とさせていただいたもの、全てで達成率として９０．７％というこ

とで今、捉えさせているところであります。それと、平成２５年度の行政施策の実績評価

に関してでありますけれども、本日開催の決算審査特別委員会資料として行政評価の実施

報告一覧表を提出させていただいておりまして、本日の委員会でその状況について説明を

させていただいたところであります。それで、４年間の総括という評価ということであり

ますけれども、私自身が評価するというものではなくて、私が町民の皆様方に公約として

掲げた各施策の取り組み状況や公平・公正な行政運営をしてきたのかを町民の皆さんが検

証して評価いただくものであるというふうに今、理解をしているところであります。

それで、２点目の在任期間に積み残した課題をどのように達成していくのかということ

でありますけれども、これまで町政を進めてきて、本町の振興発展のためには、まだ多く

の課題があって、議員の皆様をはじめ町民皆様の理解のもとに推進しなければ、「元気で

豊かな知内町実現」することができないものというふうに今、考えているところでありま

す。本町が持続的に発展していくために、若者が安心して住み、子どもを産み、育てるこ

とができる「知内町」の実現と、これまで町の発展に貢献していただいた高齢者の皆さん

が安心して暮らせる環境づくりを第一に考え、谷口議員の一般質問でも話をさせていただ

きましたけれども、多く町民の皆様のご支援をいただくことができましたなら、引き続き、

町政を担わせていただけるよう、立候補を決意しているところでありますので、よろしく

お願いを申し上げます。以上であります。

◎ 議 長（伊藤政博）
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１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

１点目の６つの施策の評価ですけれども、なかなか本人が評価するべきものではないと

いうことで、以前、脇本町政にも同じ質問したときにも、脇本前町長も同じような答えを

しておりました。ただ、今回、町長から今日の定例会で行政評価実施報告、これがある意

味、町長の評価だと思うんですよね、事業への。こういう意味で、ある意味、概ねそれな

りの評価がなされているのかなという思いがしております。ただ、この事業の中では、継

続もありますし、議会の中で推進して町長がくみ入れて施策を実行したものも多々ありま

す。そういう意味で、また前町長とは取り組み内容もまたがらっと変わった部分というの

は多々あるんですけれども、その中で、これから２点目と関連して質問させていただきま

すけれども、大きなもの残りました。まちづくり交流拠点施設整備、それと、克雪型体育

館。克雪型体育館については、まだ計画段階ですので、事業費等も伴っておりませんし、

ただ、まちづくり交流拠点施設については、２５年度のまちづくり懇談会、いろいろ施策

を説明しながら歩いた中で、批判もあれば、良しとする、大いに結構だと、新たな雇用が

生まれるということでありますので、それらを実行してほしいという方も中にはいたんだ

ろうと思っております。ただ、議会の中で、これは以前、町長と議論させていただいた中

で、議員１人でも反対すれば、この施策はやめますという答弁をされました。私は今、こ

の次の２期目に向けて、町長が次期表明した以上、これは私は負の遺産になるのかなと思

いが強いです。そういう意味で、これを撤回する気持ちはないか、お伺い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

まちづくり交流拠点に絞ってのご質問をいただきました。この答弁というか、通告では

その辺までちょっと読み取れませんでしたけれども、今、絞ってお話をしていただきまし

たので、私の考え方、答弁させていただきますけれども、基本的に２３年にこの基本計画

を作らせていただきました。これは議員の皆様方からいろいろと意見をいただいて、私の

要するに信念として、要するに可決をしていただいて、基本計画を作らせていただいてい

ます。それで、今、まだ実施をできないというのは、何で実施をできないのかと申し上げ

ますと、いろいろと今、町民の皆様方、観光協会の役員の皆様方、いろいろとその辺、婦

人団体の皆様方との話をさせていただいたときに、もう少しやっぱり説明不足なんだろう

なというふうに実は思っています。なぜかというと、５億５千万円の要するに事業費をか

けて、どうして赤字の施設を作るんですかという方もおりましたし、それから５億５千万

円も本当にかけて財政負担はどうなるのかということも指摘をしていただいた部分があり

ます。そんなことから、今、５億５千万円の事業費でありますけれども、北海道なり、林

業活性化の補助金を使う、地場材を当然使わせてもらいますので、その中で、財政負担と

いうのは、こういう形になるんですよと、５億５千万円の事業費でありますけれども、住

民負担というのは、こんな状況ですよという、要するに財政対策の部分もですね、実は途

中から資料として皆様方にお配りをして今いるところであります。そうすると、この資料

を見ると、これで要するに施設が建つんだということも言っていただいている人方もいま

すし、それから、私は４ポイント、立地場所を決めさせていただきました。そんなことか

ら、やはりその立地場所でいろいろと意見を持っている方が多いんだろうということがで

すね、実はそのお話合いの中で、自分なりに感じ取れたものですから、もう少しその辺は

多くの皆様方から意見を聞いて、そして、きちんとした場所の選定までも考え方も示した
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中で、もう一度、その辺は提案をしたいというふうに思っております。ですから、今、議

員が指摘されているように、負の遺産としてということを言っていただいていますけれど

も、私は決して、知内町の今、将来をうちの食を使った事業展開というのは、私はやるべ

きだろうというふうに思っています。ただ、やるべきと思っていますけれども、まだまだ

いろいろと課題をクリアしなければ、要するに実施設計まで移っていけないなというふう

に思っていますので、それは一貫して多くの皆様方の意見を聞かせていただいて、議員の

皆様方からの理解をしていただけなければ、なかなか前へ進める施設ではないんだろうと

いうふうには思っていますので、その辺は、丁寧に説明をさせていただいて、不足する資

料を再度、うちの方から提案をさせていただいて、説明をさせていただければというふう

に思っておりますので、今の時点では、撤回する考え方はございません。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

確かに建設費、町長の言うように５億５千万円ですか、その中で、事業を進めるわけで

すけれども、ただ、内容なんですよ、内容。委託料２，２００万円、毎年、つぎ込みます。

これは永遠と続くんですよ、存続する限り。その中で、営業利益、２年目で１９０万円、

３年目で１６０万円、だんだん下がっていくんですよ、営業利益。そのうちまた赤字にな

れば、赤字補填するするんですかという要するに問題も出てくるんですよね、温泉のよう

に。ですから、ある程度、各団体、要するに町が施設を管理しても、中に入る団体や商店

の方々いますので、その方々がどういう考えを持っているのか、まず、その協議、今、な

かなか進んでいない状況にあります。これで２期目に向けてそれを実行したいという、先

ほどの考えもありましたけれども、果たして、それでいいのかという疑問が付くわけです

よね、中身を見た場合。それらを加味しても、まだ施設的なもの、場所的な問題だという

考え方で進めていくのか、あと、経営的な内面の営業的なものを加味しながら判断するの

か、まだ、進めていくという考え方に変わりありませんか。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

その辺はですね、私と西山議員との考え方の違いだというふうに思っています。それで、

基本計画です。あくまでも、基本計画。それで、西山議員は最初から２千万円の要するに

町からの委託料というのは、如何なものかということでずっと指摘をされています。です

から、それは私は全く無視はしていません。そうすると、その２千万円を委託料として払

わない方法として、要するに施設整備ができないかということが、当然、それは考えなけ

ればならないことだと私は理解しています。ですから、今、基本計画どおり、２千万円の

委託料を払って何としてもその施設をやるんだという考え方は、持っていません。それは

お互いにそういう指摘をいただいて、私は私なりにその部分をなくするがために、そして、

もう少し規模を要するに５億５千万円の事業費をかけるので、そして、中のメニューも示

してあります。その部分をですね、もう少しコンパクトにしたら、要するに事業費も縮減

できるし、経営もきっと変えていけるんだろうということで、もう少しですね、広く考え

ていただければというふうに思います。ですから、場所だけかという話を今されますけれ

ども、場所の問題もありますし、クリアしなければならない問題として、議員から指摘さ

れた町からの委託料が本当にそれが要するに経営をするがために支障になってこないか、

それは当然、私は事業を着手するにあたっては、検証をさせていただきたいというふうに
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思っています。ですから、今の基本計画どおりですね、何としても２期目にやるんだとい

う考え方は持たないでください。いろいろと今、指摘をもらっていますので、その中で、

もう少しコンパクトにできるのであれば、もちろんしなければならない。それから、事業

の中での要するに配置計画もありますから、それをですね、もう少しコンパクトにできる

のであったら、是非やらなければない。それから、計画は持ったけれども、これは実行で

きないものについては、それはやれない話ですから、それを要するにコンパクトにまとめ

ていくということで考えていきたいというふうに思っています。ですから、何としても今、

２期目にそれを５億５千万円の事業を計画どおりやるのでという話ではなくて、やるにあ

たっても、町民の皆様方の理解、議会の皆様方の理解を得なければ、私は実施設計まで移

行しませんということは議員の皆様方に約束をさせてもらっていますので、それは変わっ

ていません。ですから、理解をしていただくために、努力はさせていただきますというこ

とで、ご理解をいただければと思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

考えは変わらないようでありますけれども、ただ、これだけにかかわらず、外輪の整備

もあるわけですよね、駐車場やら広場的なもの、構想的には。それは５００万円の委託料

をかけてやったわけですよ。ということになれば、その段階で、要するにこういう書面も

出てきたわけですから、要するにその段階でどうだったのか、もう少し議論の価値があっ

たのではないか、内部的にですよ。我々の提案する前に。ただ、今の町長の言うように、

こういう計画で指摘があれば、更にその指摘部分も検証しながら進めるということであれ

ば、それはそれでいいんですけれども、ただ、５００万円の委託料をかけて、内部調査も

かけて、提案した以上は、それなりの事業で進むんだろうなという気持ちで受け止めるわ

けですよ、町民も要するに説明すればね。ただ、それが今、町長のようにいろいろな要素、

不安要素が出てきたので、それらを修正しながら、今後、また事業を新たに提案しますと

いうことであればわかりますけれども、まず、一旦、引っ込めていただきたいなと思いま

す。時間もないので、早口でしゃべるなということでちょっと指摘が来たんですけれども、

しゃべらないと終わらないような気がしますので、ちょっと加速します。これについては、

また後ほど新たな提案があったときに議論をさせていただきたいと思います。ただ、この

まちづくり拠点の前にまだやることがあるだろうなというのは、一般型ダムの解決もまだ

していません。そんな中で、農業の方で、以前、記憶ちょっと間違っているかもしれませ

んけれども、２０１１年の新聞に１０億円かけて、集荷場の施設の整備をしたいんだと。

新たな場所で施設を建設したいという新聞記事が出ました。そして、最近、あくまでも聞

いた話なんですけれども、３０億円前後で施設改修をしたいというお話もあります。そう

いうお話が来る前に、やっぱりあれもこれもかという話なんですよ、自分にすれば。一般

型ダムで農家負担、自分も負担金あります。これが確定すれば。一般型国営ダム。特別型

でなくて、一般型。国営ダムですか、失礼致しました。

◎ 議 長（伊藤政博）

ちょっと待ってください。国営の総合かんがい事業。ダムはもう町が償還していますか

ら、ダムではないです。幹線用水路。

◎ １ 番（西山和夫）

すみません。国営事業だそうです。申し訳ありません。今、書類持ってきていないので。

まず、そういう問題を解決して、はじめて次の農家でもその事業にいくならわかりまけ
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れども、負担金が要するにどうなるのか、今、未確定の中で、確定しない中で、農家負担

がどのくらいになるのかわかりません。町負担もどのくらい援助するのかもわかりません。

そうした中で、次の施策として、今、大規模な改修工事をなされようとしているわけです

よね。だから、どんどんどんどんこれからというのは、財政的にそれらを受け入れれば、

大変になってくるのかなという危惧もあります。まして、小谷石、越波対策、高波対策の

事業との連動による自然海水浴場の整備も掲げております。これもある意味、事業として

町長の推進ですから、自分も委員長として同行しておりますけれども、それなりの感触を

得ているのかどうかわかりませんけれども、なかなか許可が出ない状況ですけれども、た

だ、これに関しても、遊泳ということになれば、誰が事故があったときに責任を負うのか

という問題も発生しますし、小谷石自然海岸、国立公園ですよね、国立公園で、イカリカ

イまで遊泳して助けを求めるという、援助の中で頻繁に救難、救済になっています。そう

した環境の中でやるよりは、確かに今、町長がやろうとする、この越波対策を利用した海

水浴場の整備というのは確かにいいんだろうと思いますけれども、ただ、北海道で責任を

持つのではない、町で責任を持つ話になってくるという、大変、事故の対策等の危険もあ

るわけですから、それらを加味した中で、財政もかかる。そして、先ほど谷口議員の一般

質問出ました。若者が安心して住める環境づくり、これも以前、知内町の一次産業の要す

るに後継者が安心して暮らせるまちづくりということで、要するに将来、家族を持ちなが

ら、知内町の一次産業の発展に努力していただきたい。そのためには、町長はまず、結婚

だという話の中で、自分も賛同しました。その結婚の要するにサポートだとか、今回、新

聞に載ったんですけれども、婚活サポート、これは函館の業者さんのホームページを利用

してやっていることなんですけれども、やはりそれらをまず、優先していく課題だろうと

自分は思っています。まず、一次産業を安定させることが必要になってくるのかなと思っ

ていますので、まず、その箱物等、克雪型も含めてですね、そちらを優先するよりは、そ

れらを優先して解決にあたって、そのあと、町長の思う、まちづくり拠点、考え方を変え

た中で提案していただければ、そのときはまた議論の対象になるんだろうなという思いが

致します。まだやることいっぱいあるんじゃないかなということなんです。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今、いろいろとご指摘をしていただきました、国営土地改良の問題、それから、施設再

編の問題、これはどこからの情報なのかわかりません。３０億円のやつが町でやるという

話は私は一切していませんし、この前、要するにスタートに乗っただけですよ。それから、

１０億円のやつというのは、どこからそれ議員がその情報を知り得ているかというのはち

ょっとわかりません。ですから、基本的には、施設再編は必要だろうと、そういうことで、

プロジェクトを立ち上げして、検討をしていただくということですから、そのプロジェク

トの考え方を私は積極的にもし、町が支援できるのであればということを言わせてもらっ

ていて、町が今、３０億円の事業なんて到底抱えられる話じゃないですし、先般、役員の

皆様方が来たときに、これは国補助、今５５％を財源対策としていますけれども、これは

要するに国が求められる計画になっていませんと、申し訳ないけれども。もっともっと地

域の皆様方と要するに説明をして、きちんと方向性を見いだしていかなければ、町事業と

しては私はやれる状況には、今ありませんという話をしていますので、それはちょっと議

員が今、情報としてもらっているものとちょっと差があるのかなというふうに思っていま

すので、まず、それをご理解ください。それから、国営の土地改良問題が解決できなけれ
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ば、私が今、施策として挙げているものが手を付けられないというのは、それは違うんじ

ゃないですか。私はそう思っています。ですから、私は今、手をかけれるものについては、

やりますよと。国営の問題も私は大きな知内町の要するに重点課題でありますよというこ

とを期成会でも言わせてもらっています。そのために今、解決、着地点を設けるために期

成会なり、そして、特別委員会を作っていただいて、いろいろと今、検討している話です

よね。それがそしたらいつ、それが町の方の財政支援がどのくらい出てくるかというのは、

これからの話であります。それを要するに待っていなければ、私が今、掲げさせさせても

らっている重要案件をですね、手をかけられないという話ではないと思います。ですから、

課題としては受け止めさせていただいています。ですけれども、その課題解決のためには、

もう少し、国営の事業であり、施設再編であり、もう少し時間を要するのではないですか

という私なりの考え方であります。ですから、もし、２期目、担わせていただけるのであ

れば、今の交流拠点、これは２期目できちんと方向性を出したいと思っています。ですか

ら、絶対やるという話ではありません。いろいろと課題があって、やれないということで

あれば、別な形も考えます。考えたいと思っています。要するに既存の施設の利用もどう

なのかということも、今、視野に入れさせてもらっています。そして、将来的に今、知内

町の要するに活性化を図るためにどこの場所にそれを建設することによって、つながりが

出てくるかということも、これは既にもう議論をさせていただいておりますので、そんな

ことで、ご理解をしていただければというふうに思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

全てストップせということではなくて、要するにその国営改良事業ですね、まだ完了手

続終わっていないということの中で、要するにそれがどういう形で町が負担するのかわか

りません。ただ、請願的には、８億円、当時の産業課長に聞いたときには、８億円という

数字くらいだろうと、およその町負担ですけれどもね、そうすることによって、農家軽減

負担が４千なんぼまで軽減するんだというお話がありました。そうした問題も解決せずに

ですよ、そうした問題も決着せずに、新たな野菜の集荷施設という話の中で、当時は１０

億円だったんです。当時が１０億円だったんですけれども、ある情報なんですけれども、

３０億円弱という話が出ていました。今回、施設整備。そうした大がかりな事業がこれか

ら一番の連携して、継続協議を進めますという、その中身、なかなか見えてこないかもし

れませんけれども、そういう農家からのお話もありました。果たして、それでいいんだろ

うかという、農家の不安な声もあります。いろいろ問題がある中で、次、そういう大きな

事業を確定させるというのはどうなのかなという、そういうことです。ただ、これからと

いうのは、いろいろ一次産業をサポートするためには、まず、生産人口上げなければなり

ませんし、当然、家族の力も必要になってきます。そういう意味で、結婚を前提にした、

若者の安心して暮らせる町を目指しましょう。それがまず、優先課題ではないかというこ

となんです。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

なかなかこうでありますよという答弁ができないで、ちょっと迷っているんですけれど

も、今の集荷場の施設再編は、私がやるということは一切、言っていませんから、それだ

けはご理解ください。そして、町がやるから不安を持っているということも、これも間違
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いであります。私が今、事業としてやることに対して、町長がどうしてということで、要

するに生産者の皆様方が、不安を持っているということは、これは間違いであります。逆

にですよ、逆に今こういうことをやることによって、要するに生産者の皆様方に負担をか

けるということで、私はそれはやるべきじゃないと、今の計画であれば。ということを言

わせてもらっていますから、それはきちんとご理解をしていただければと。それで、今回

の中で、まず、今、議員が指摘された国営の関係、それから、要するに施設再編の問題、

これについてですね、なかなかかみ合わないんですよ、私の考え方と、議員が指摘してい

る部分については。ですから、その辺はですね、もう少しきちんと整理して、まだまだ私

は先になるのかなというふうに思っています。今、町が８億円抱えるとか、それを抱えれ

ば、４千いくらになるというのは、これは誰がそれを説明しているのかわかりませんけれ

ども、多分、私は副町長のときに４パターンを要するに前町長に示しています。そのきっ

とシミュレーションの中での考え方をきっと言われているのかなというふうには今、想定

していますけれども、そういう話合いというのは、まだ期成会とも一切やっていません。

これからの問題です。その着地点を設けるために、今、期成会としてどういう方向性を示

していただけるかということは、私は今、待っている状況です。その中で、町が担わなけ

ればならない部分、そして、受益者の皆様方が負担してもらえる部分、これがはっきりし

た中で、私が要するに議会にこの部分は町が責任を持って、要するに抱えさせてもらえる

という状況にまだまだ時間がかかると私は思っていますので、やらないという話ではない

ですよ、やらないという話ではない。もう少し時間がきっとかかるんだろうというふうに

思っていますから、その問題が解決しなければ私が今、要するに掲げさせていただいてい

る施策に手をつけれないというのは、ちょっと考え方は違うんじゃないかなというふうに

思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

今、特別委員会を立ち上げて、それぞれ国営の解決に向けて進んでいるわけですよね。

そして、最終的に町の負担、受益者の負担というのは確定するわけですよ。その要するに

前段として、以前、そういう８億円という話もあったんです。受益者負担をクリアするた

めには、町の支援が８億円必要だという話もあった。今回、８億円になるか、５億円にな

るか、３億円になるか、いろいろ４つの提案出ました。過去にそういう議論もしました。

それは重々知っています。ただ、それが確定したとき、それを早期解決するのが、町政だ

ったんですよ、立候補して。早期解決する。それがまだ先にかかるということであれば、

それはそれでいいですけれども、ただ、そういう負担も町が財政負担が出てくる、プラス

今、当時、２０１１年に３０億円という施設が、もし、本当であればですよ、その３０億

円という整備が本当に必要ということになれば、その国営の負担金もある、その新たな施

設整備の投資もあるということになれば、町の財政的な投資が大きくなるということです

よ。２つのものを町が背負うという格好になるわけです。だから、どっちも背負いきれる

のかという話なんです。ですから、早々にまず、国営を解決した中で、どのくらいの負担

金が町に出るのか、それをはっきりして、私はやるべきだと思うんです。ただ、これに関

しては、日本一のニラを目指して、当時１２億円、茨城、高知、当時と変わっていなけれ

ば、１２億円で日本一になるわけですよね。そのためには、今の人力ではなかなか１２億

円を達成というのは難しいと。そこで、要するにこれから少子高齢化になるわけですから、

機械化を含めて施設整備をして、要するに１２億円を目指しましょうというのが農家の考
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え方なんだろうと思いますけれども、ただ、今後、その達成をするために、その機械投資、

果たして、どのくらいなのかわかりません。自分も聞いた話ですから、３０億円という提

案をしたという話ですからそれはわかりませんけれども、今後、どれらの負担金があると

いうことですよ。町の応分の負担が。それらを入れるのに、要するにこれも町民の理解が

得られるのかという話なんですね。ですから、もう少し整理した中で、根本から整理した

中で、町の財政的なもの考えながら、まだ優先課題はあるだろうと、投資するべきものも

あるだろうという中で、要するに先行して先ほど若者、いろいろな課題ありますので、そ

れらに先行投資をまず、するべきだということです。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

なかなか着地点を見つけられないような気がします。今、議員が言っているのは、それ

は町が、私がそれを抱えるんだという考え方でずっとお話をされていますよね。ですから、

それを抱えなければならないんだから、ほかの要するに財源をどうするんだという今、考

え方でありますけれども、でも、それはですね、私は一切、抱えるということは言ってい

ません。施設再編は。それをきちんと理解してください。それを理解しなければ、かみ合

いません。だから、前回来ました。こういう形を今、考えていますよ、そのときに私が言

ったのは、今、１０億円から２億円プラスですよ、２億円プラスするのに、３０億円の投

資というのは、如何なものですかという話をしました。だから、それは何も受けるという

話は言っていません。だから、今の施設を有効に使う、そして、今、言う高齢化が進むこ

とによって、要するに共選施設を刈取りだけでということもありますから、それを連動し

てやる方法というのはないんですかということです。その中で、プロジェクトを立ち上げ

るのは、高齢化対策、労働力の軽減対策、担い手育成、そういうもの全体を通して、プロ

ジェクトで検討されていると私は思っているんですよ。ところが、この前来たときは、そ

の部分は一切触れないで、３０億円の施設を建てたい。町長、事業主体になってくれとい

うことだから、私はそれは事業主体としてはなり得ませんと。うちが今、４０億円の予算

の中で、３０億円の要するに事業を抱えるような今、財政力にありません。ですから、も

う少しお互いに検討した中で、良い方向を見いだせませんかということを言わせてもらっ

ていますから、それを抱える。それから、国営も町が抱えるから、財政がパンクするから、

私が施策しているものに手をかけれないという意見でありますけれども、私はそういう考

え方ではありませんので、理解をしていただければと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

３０億円で来たんでしょう。そういう話、設備投資を。それをまず、できないというこ

とで突っぱねたと、また再協議だったという話なんでしょう。３０億円という数字出たん

でしょう。さっき、出ていないという話してた。ですから、それはいいですけれども、時

間もありませんので。ただ、いろいろな考え方はあるんでしょうけれども、ただ、それが

最終的にどの程度の金額に落ち着くのか、報道どおりの１０億円前後で収まるのか、それ

とも、今の３０億円を下回った数字、新たな計画を練ってくるのか、それはわかりません

けれども、ただ、国営の問題もあるということなんですよ、それで、要するに国営に町の

財政支援というのはしないんですか。するんでしょう、結果的には。今どうのこうのとい

う話ではないです。先を見据えての話ですからね。それが要するに財政支援をするという
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話になれば、その負担と今やろうとしている、集荷センターの設備の支援もあるわけです

よ、それらを加味した中で、様子にある程度、考えていかないと、これからまちづくり拠

点はやる、克雪型体育館を整備するという話になれば、まだまだ財政出動が大きくなるわ

けですよね、これを少しずつ抑えながら、新たに縮小しながら進めていくということであ

れば、それはそれで結構です。ただ、町長が言うように、これの負担があるから、これを

やるなということではないんですよ、それらを頭に入れて、町政運営をしなければ先が見

えないだろうということなんです。ですから、まだまだ一次産業、これから発展する、ニ

ラは特に発展途上にいるんだろうと思います。漁は残念ながら、いろいろ課題があって、

なかなか次の一歩を踏み出せないでいます。そうした中で、漁業支援も当然、必要になっ

てくれるでしょうし、それらをきめ細やかな財政支援をしながら、知内町の全体を見回し

て、これからの町政を考えていただきたいというのが、ひとつの思いです。別にこれの財

政負担があるから、これをするなということではなくて、それを将来、先を見据えながら、

これからの町政運営をしていただきたいということです。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

これは何回も議論を交わしてもなかなか方向性は見えないというふうに思っています。

そんなことから、私は将来的な新規事業に取り組む場合については、当然、財政対策を第

一に考えさせてもらっています。ですから、それは今、２期目の中で、国営の問題という

のは解決できるのか、それから要するに施設再編も２期目の中で着手できるのかというの

は、これからの話ですから、まだスタートの段階です、施設再編は。ですから、この前、

計画を持ってきた時点では、まだまだまだまだ要するに詰める必要があるなというふうに

思っています。ですから、私は将来的にですよ、将来的に生産者の高齢化が進んで、要す

るに生産農家が減っていくということも、当然、資料として示していただいていますから、

私もその辺は十分、理解をしているところであります。ただですね、もう少しやっぱり財

政をきちんと考えてもらわなければならない部分があるのかなということと、７１戸の今、

生産者がやっていますけれども、一枚岩でないというふうに私は思っているんです。です

から、何もそんなに無理して大きな施設を建てる必要がないんだよという人も中にいます。

ただ、将来的に若い人は要するに今１０億円から１２億円に今、販売額を増やしたいと。

それは結構であります。ただ、それはですね、４０年かけて要するに１０億円を達成して、

そういう要するに苦労した人方が多くいるんですよね、その人方のやっぱり意見というの

は、私は殺してはだめだというふうに思っていますので、全体の中で、この計画であれば、

町も支援できるし、要するに共選料として生産者の皆様方がこの負担であればできるよと

いう、そういう方向を是非、探していただけませんか、町もそこに積極的に参画させても

らいますので、良い方向を見いだしていきませんかということで、前回、別れているとい

うことであります。ですから、私が全てその３０億円を抱える、それがためにこういう今、

財政で、そんな多くのものを抱えられないんではという意見でありますけれども、それは

違う。私はやらなければないという考え持っていますけれども、２期目の中で、果たして

それに手を付けられるのか、それを今、着地点を見つけるために、国営だって今、努力を

していただいていますし、施設再編も全体の大きな知内町の農業を考えた場合に、担い手、

労働力の軽減対策、そんなことも全部含めた中で、議論をしていきましょうということに

していますので、その辺、ご理解をしていただければというふうに思います。それで、今

回、たまたまこの通告の中では、その辺まで、国営の問題と施設再編のことで、今、質問
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いただいていますから、私の考え方を説明していますけれども、もう一回ですね、何かの

機会があって、この問題についてですね、議論をさせていただければというふうに思って

いますので、よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

まだ確定していない事業での話ですので、なかなか町長の思いがわからないんですけれ

ども、ただ、自分としては、確定していないんですけれども、事業としては確定していま

せんけれども、そういう要請がある以上、いずれ上がってくるだろうということで今、話

をしていますので、きっと多分、なかなか理解してもらえないんだろうなと思います。た

だ、まちづくり１つの方法として、確かに大きな事業、今、その国営と集荷センターを除

いて、拠点だとか、大きな箱物だとか、そういう事業というのは、なるべく控えた方が自

分はいいかなという思いでいます。それよりも、先ほどから言うように、一次産業がやは

りここは主体でありますので、一次産業の要するに発展のために更にＩターンなり、Ｕタ

ーンなりして、若者が知内町に返ってくるという環境づくり、これが必要になってくる。

確かに企業もありますけれども、企業の中身を聞けば、やはり高齢化が多いそうです。厚

生年金だとか、共済付けないために。要するに高齢者。ましてや、２か月働いて、１か月

休みという雇用パターンだそうです。そうして財政負担は企業は切り抜けているわけです

よね、そうした中で、若者を使ってくれなんて言ったって、なかなか企業の経営もありま

すので、そういう中でごり押しもできないだろうし、そういう中で知内町というのは、や

っぱり一次産業、特にニラ、ホウレンソウ等ですね、恵まれているわけですから、それら

を有効活用しながら、人材をもっともっと若者の集める工夫をする、そのための投資をこ

れから更に進めていくというのが、自分の課題だと思っています。いろいろ聞きたいこと

まだあったんです。矢越のアドベンチャーですね、それら義経伝説ありますので、サマー

カーニバルで今年なくなりましたけれども、それらをやるためにも、やっぱりもっともっ

と協議というのは必要なのかなと思っています。以上で終わります。

◎ 議 長（伊藤政博）

次の質問に移ってください。１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

『幼保一体化と英語教育について』お尋ねします。

前教育長そして現教育長とも教育について幾度と無く議論を重ねてきました。中でも、

英語教育については、将来のまちづくりの観点からも「改革を成す」強い意志と将来の姿

・夢が必要との思いで、これまで色々な取り組みや話し合いをさせていただきましたが、

幼稚園・保育所の一体化した「子ども園」を設立し、外国語に「慣れる」ことから「使え

る」段階への基礎を作り、最終章として高校での海外への短期留学、教育旅行等を実行し

ていくことが私は重要であると思う。そこで次のことについて伺います。

①幼稚園・保育所の一体化による「子ども園」を設立し、３歳以上の保育料を無料化に

できないか。

②幼・小・中・高の連続性の中において国際語（英語）教育を実施する考えはあるかお

伺いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）
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まず、最初のご質問に対して、私の方から答弁させていただきます。幼稚園・保育所の

一体化による「子ども園」の設立、そして、３歳以上の保育料の無料化ができないかとい

うことでございますけれども、現在、本町には、民間の知内保育園と町立の幼稚園・保育

所の３園があり、入園者数については、知内保育園は今６６名、知内幼稚園は４６名、湯

ノ里保育所は２０名であり、それぞれの特色を生かして運営しているところであります。

それで、「子ども園」の設立については、本町における年間出生者数が３０名前後と少子

化が進行する中にあって、幼児保育・教育のあり方について、庁舎内検討会を開催して、

その内容について８月５日に議員の皆様方に全員協議会で説明をさせていただいていると

ころであります。また、９月９日に知内保育園の理事者と町内での出生者数の推移や幼児

保育・教育の実情、認定子ども園についての考え方など率直に意見交換をしたところであ

ります。今後にあっても、国が進める総合子ども園創設の動向等を注視しながら、必要に

応じて情報交換や意見交換を図り、しかるべき時期に方向性を見いだして参りたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

また、保育料の無料化については、現在、知内保育園、それから湯ノ里保育所及び広域

保育所の保育料は、町の独自施策として、国の基準の４割から６割軽減を講じておりまし

て、軽減額は平成２５年度においては、３歳から５歳で７５２万３千円になっております。

ちなみに、０歳から５歳までの軽減額は１，０９２万４千円ということであります。これ

は従来から町の独自施策として、保育料の軽減を取ってきておりますので、まず、その辺

は議員もご承知のことというふうに思っております。本町では、子育て支援の施策として、

これまでも今、申し上げました保育料の独自軽減をはじめとして各種施策を講じてきてい

るところでありまして、保育料の無料化については、町単独で実施する場合には、今でも

１千万円以上の額を投入していることから、更に財政負担も伴うことから、今、保育料の

無料化について、国の動向を見極めさせていただいております。これは先般の新聞等でも

ありますけれども、今、国が５歳児を対象にして無料化にという動きもありますので、そ

の辺、連動をさせていただきながら対応をしていきたいというふうに思っておりますので、

ご理解をいただければと思います。それで、私の考え方としては、今、子育て支援、いろ

いろとやらせてもらっています。そのほかに今日、知内町子ども・子育て会議条例の制定

をしていただいて、これから平成２７年から３１年度までの５か年計画、支援事業の計画

の策定も今されるということになっていますので、その中で、その部分もきっと意見とし

て出てくるのかなということを想定しています。そんなことから、更に今、子育て支援充

実が図られればというふうに思っていますので、この部分については、その状況を見極め

ながら、国の状況を見極め、そして、その支援計画の策定の内容を見極めながら判断をさ

せていただければというふうに思っていますので、ご理解をいただければと思います。以

上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

２点目の幼・小・中・高の連続性の中において国際語（英語）教育を実施する考えにつ

いて、お答え致します。

平成２６年２月に文部科学省で「英語教育のあり方に関する有識者会議」が設置されま

した。今週までですから、間もなくだと思うのですが、審議のとりまとめを行う計画でお

ります。その会議において検討事項として「英語教育に関する現状の成果と課題」「小中

高を通じた英語教育の目標・内容及び評価」「小学校における英語教育のあり方」「今後の



- 78 -

英語教育における教材のあり方」「今後の英語教育における指導体制のあり方」の５点が

課題として示されています。この有識者会議では、現行の英語教育の成果と課題として次

のことが指摘されています。小学校の課題では、「小学校高学年は、抽象的な思考が高ま

る段階であるにも関わらず、体系的に学習を積んでいないがために、学習内容に飽き足ら

ない児童が見られること」「中学校での指導を意識した指導が不十分であること」が示さ

れています。また、中学・高校においては「文法解説や訳読が中心の指導や、相手の意向

を理解して自分の考えをわかりやすく伝えるといった活動が不十分な面が一部に見られ

る」「中学校において、小学校の外国語活動を踏まえた指導が不十分である」との指摘さ

れています。

そこで、これらは現在の有識者会議の会議なんですが、本町、知内町においては、平成

２１年度より「知内町英語教育推進協議会」を設置し、各学校種間の実践活動を通じて課

題を解決するとともに指導者としての力量向上に向けた取り組みを充実させています。先

の有識者会議で指摘されているような課題に対し、早くから適切な調査活動と対策が取ら

れてきています。例えば、小学校３校の共通カリキュラムや中学校入学時のスタートカリ

キュラムなど、日々の実践活動に裏打ちされた取り組み成果には敬意を表しています。ま

た、高校での海外研修旅行などに関連し、小中学校での異文化の間に立ち相互に理解する

活動の導入や学校教育を補完する仕組みの検討などを進め、体系的な外国語教育の創造に

向けた検討を今、進めています。

ご指摘の幼児期における外国語活動については、先の有識者会議における検討事項に準

じて検討しなくてはならないと考えています。早期化によって英語が上達するためには、

体系的なカリキュラムが必要であること、ゲームやクイズで言葉に慣れ親しむことの連続

ならきっと飽きてしまうだろうと思っています。幼児期と小学校低学年で活動やねらいに

変化をもたせることも必要である。また、外国語は導入や習い始めの時期の動機付けが難

しく、教える側に熟練が求められることから、低年齢化を進めるのなら、対応できる教員

の養成や配置が求められています。現在、文部科学省において小学校中学年３・４年生で

週１・２回、高学年で週３回程度の授業を行うことが検討されています。その過程におい

て、小学校低学年から外国語活動を取り入れている学校での成果・課題が議論されること

から、その推移を十分見守りながら、知内町における幼児期の外国語活動を検討していき

たいと思っています。具体的には、幼保と小学校の連携活動において検証できるものと考

えています。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

前半の方でお尋ね致します。国の動向を見ながらということで、国の方で５歳以上、幼

稚園、保育所の無償化に取り組むということなんですけれども、ただ、なぜこれを提案し

たかというと、幼保一体型にすることによって、もし、無償化に向けて取り組むとすれば

ですね、財源的なものが軽減できるだろうということなんです。先ほどの国の基準ありま

す。国２分の１、道４分の１、町４分の１ですか、その国の基準の部分の一部を町が負担

するということで、２５年度の実績で、知内町の保育所で９５０万円くらい、これに対し

て、国の基準が１，７６７万円ですね、その差額が要するに町で支援しているということ

で、各段階ありますので、段階によってちょっと査定方法も違うということで、それぞれ

あるんですけれども、最終的には、町長言われるように、２千万円くらいの財政負担にな

るのかなという気が致します。それでもし、その幼保一体化にすれば、幼稚園の授業料、
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月額９，８００円だそうですので、それであとの保育的な要素、朝早くだとか、２時以降

だとか、幼稚園以外の部分ですね、幼稚園型ですから、それが要するに保育料として多少

の金額がかかってくるのかなという気が致しますけれども、それによって、今まで保育教

育しか一次産業、我々は共稼ぎですので、保育所しかできなかった人間が、要するに教育

を受けられる場があるわけですよね。そのことによって、財政も応分の負担がもし、無償

化ができるとすれば、その方が我々も助かるわけですし、まして、月額幼稚園負担でいい

わけですから、保育料が。そういう意味で軽減されるということで、幼保一体型にして、

無償化、これは以前の議会でも質問させていただいた問題であります。というのが、幼稚

園の最初に聞いた質問の流れなんですけれども、町長、改めてお尋ねします。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

先ほどちょっと申し上げました。９月９日に知内保育園の理事長さんと面談をさせてい

ただいています。私、入っていませんけれども、副町長と担当課長が行って、いろいろと

お話をさせていただいています。それで、今、１番議員さんの指摘、もっともだというふ

うに思っています。ただ、これはですね、町独自で認定子ども園をやるから、要するにや

ってくださいと。要するに経営をどこに任せるか、その辺もあります。そして、今、うち

が抱えている教員の人方をどうするか、保育所で抱えている、保育所の皆様方をどうする

かということの課題もあります。それと理事長の話で言いますと、今、知内町と木古内町

にも保育所を開設しています。それで、今、果たして、将来的に木古内と知内に保育園を

継続していけるかどうかということも何か理事長自体の考え方があるそうであります。そ

れで、木古内の方から全くその辺の打診もないので、まだ結論としては出し切れていない

と。ただ、将来的な見通しで、子どもの数がどんどんどんどん減っていく中で、果たして、

２町に経営をできるのかどうか、そしたら、できなければ、１つにまとめるという方法が

どうなのか、いろいろとまだ課題があるということみたいであります。ですから、今、言

われるようなことは当然、理解はしますけれども、もう少し状況を見極めさせてもらって、

一番良い着地点はどこなのかということをですね、是非、積極的に協議をさせていただけ

ればというふうに思っているところでありますので、ご理解をいただければと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

ただ、前回、全員協議会の中で、副町長から知内町における幼児保育・教育についてと

いうことで説明がございました。以上のことからということで、最後の方なんですけれど

も、３施設を早急に統合しなければならないという合理的な理由は希薄であるということ

で、これ読めば、町長も答弁していたけれども、やらないということではないんだろうと

思いますけれども、なかなか前に進み難い発言なんだろうなと。要するに進むのか、進ま

ないのか、我々、受ける側からすれば、やる気があるのか、ないのかという、そういう感

覚になるような言葉なんだろうと思います。ただ、今、言うように、財政負担、無償化を

進める上、まして、これから今、議論します、幼・小・中・高ですね、一体型の英語教育、

ある程度、それらの方向性をやるには、やっぱり民がいいのか、官がいいのかわかりませ

んけれども、それはこれからの議論になるんだと思いますけれども、ある程度、財政的な

ものもありますので、町が関わっていかざるを得ないのかなという気がしますので、それ

らを加味しながら、これから議論を進めていただければありがたいなと思います。２番と
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いうよりも、目的はこれなんですけれども、幼・小・中・高、認定子ども園にして、ある

程度、英語教育ができないのか、幼稚園からも英語教育ができないのかというお話で、選

ばれる学校づくりということで、以前、教育長とも随分、議論をさせてもらいましたけれ

ども、なかなか教育長の方から前向きな答弁が得られないということでございました。そ

れで、北海道でもどこかあるのかなということで見ていたら、英語を使える寿都の子を目

指すということで、寿都でもうやっているんですよね、いろいろ幼児期から。それで、ど

の程度の英語教育しているのかわかりませんけれども、それぞれの段階がありますので、

徹底的に英語付けにするのか、いろいろ考えの中でやっているんだろうと思いますけれど

も、ただ、いろいろ自分なりのまとめなんですけれども、英語というのは、やっぱり耳で

慣れるということが第一前提、それも幼児の段階から慣れるということが必要なのかなと

いう気がします。日本語脳、英語脳ということで、随分、日本語に慣れた脳というのは、

やっぱり随分、英語の聴き取りが難しいそうです。英語脳になるということで書いた記事

があるんですけれども、それというのは、音の周波数やリズムが全く異なるということな

んですね、英語の場合。それで、日本語に慣れ親しんだ頭の中で、なかなか英語を受け入

れる力がないということで、それらを解消するためにも、幼稚園からそういう英語を聞く

ことによって、英語脳にも対応できるような脳づくりですか、そういう形にして、将来、

英会話が堪能になるということであります。事例なんですけれども、鈴木克義さんという

常葉学園短期大学の先生なんですけれども、その人も英語教育どうなのかなという疑問を

持ったそうです。ただ、一般的に言われている日本語、これがどう変わっていくのか、自

分でも不安な気持ちでいたそうですけれども、たまたま加藤学園という学園があって、そ

こにいろいろ視察に行って、最終的にはですよ、娘を入れたそうです。結果的には娘に感

謝されたそうです。その学園に入って、英語を勉強して。そういう事例もありますので、

決して悪い方向だけにいくという考え方でもないし、まして、その加藤学園というのは、

普通クラスと英語漬けにするクラス分かれているそうです。それで、国語の学力どうなの

かというと、その英語漬けにしたクラスの方が、国語的な学力、また、読解力、いろいろ

書いていたんですけれども、それらに優れているということなので、決して、英語漬けに

することが負の考え方ではないような気がするんですけれども、改めて教育長にお考えを

お尋ねします。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

先ほどの私の答弁の中で、最初の方に文部科学省の英語教育のあり方に関する有識者会

議のことを実は置いたのは、国としても、小学校英語の早期開始ということで、５年生・

６年生で週１回程度行ったわけです。この検証を今、進めているわけで、当然、その過程

の中において、研究開発校として知内町もそれに手を挙げて、３年生・４年生から進めて

いました。もちろん、全国的には、小学校の１年生から行っているところがあります。本

町のまず、課題だけで申し上げますと、小学校３・４年生からスタートしたときに、小学

校３年・４年・５年・６年、この４年間で行う教材に先生方ものすごく苦労しました。正

直に最初の頃で言いますと、従来、５・６年で行っている内容を３・４年で行って、要す

るに４年間で同じ内容を２回繰り返すことからスタートしました。そうしていくことの中

で、子どもたちにどういう変化が現れたかというと、先ほどの有識者会議でもあったよう

に、ゲームばかりやっていて、または、ごっこ遊びばかりしていて、面白くないと、飽き

るという感覚が生まれてきます。よって、今、国ではこのことを検証しようとしているわ



- 81 -

けですから、少なくても小学校中学年、３年・４年・５年・６年の今までの研究開発校の

成果などを踏まえながら、どういうカリキュラムを組んでいく中で、この外国語の力を延

ばしていけるのかという考え方に立っています。よって、今、一足飛びにそれを幼児教育

まで下ろしていった場合に、幼児教育となった場合、公教育として行う場合ですから責任

を持たなければなりませんし、例えば、私立の幼稚園で、私の幼稚園は外国語活動を行い

ますよ、ＡＬＴの先生が１人いますよという状況で、その園の中だけで行うのはいいんで

すけれども、公教育で行う場合には、どの子も対象になりますので、ある程度の責任を持

った方向を検討しなくてはいけません。よって、小学校の今、有識者会議で行われる小学

校における反省点を基にしながら、低学年においてどういう活動が必要なのかをまず、十

分に検討していく必要があるだろう、そこのところをひとつ解き明かさないと、その下の

年齢層に持っていくのが、非常に難しくなります。ただ、おっしゃっている内容が、例え

ば、週に１回でも、月に１回でも、ＡＬＴが幼稚園なら幼稚園、保育園なら保育園にいっ

て、２０分か３０分語ればいいんじゃないかだけのことであれば、それは社会教育の分野

でも何かでも作ればできるんですけれども、教育としてのレベルを考えて、それを積み上

げていくとなった場合には、もっともっとやっぱり慎重な検討が必要だと思っています。

終わりの方に、幼稚園・保育園と小学校の連携と書いているんですが、今、幼稚園と小学

校の連携活動について、かなり詳しくプログラム作りも進められております。その過程に

おいて、ＡＬＴの活用だとか、それから、幼稚園の先生方も入っていただいて、英語推進

協議会の開催だとか、研修活動だとか、指導者の方の養成も考えながら進めていくことは、

これはできるでしょうと。そこのところはどちらにしても可能な範囲として取り組んでい

けるだろうと思っています。それから、もうひとつお話させてください。今まで日本の教

育の中で、学校教育の中で、英語教育を行って、なぜ、英語力が付かなかったのかなんで

す。答え簡単だと思います。使う機会がないからなんです。先立て香港の日本人学校に行

った先生ともお話をしてみたときに、自分の子どもたちを連れて行って、すぐ使えるよう

になるというんです。ということは、香港ですから、広東語も入るし、英語も入るんだけ

れども、外で子どもたち遊ぶ場合には、現地の子どもたちはみんな英語でやり取りする。

使う場所があると、子どもは必死になって使っていけるというんです。よって、だとすれ

ば、特に幼児期における、それから、小学生の低学年における教育活動を行っている場合、

使える場をどうするかなんです。単なるサンキューとか、プリーズとかいうだけのまねっ

こごっこでは、また小学校に上がったときに飽きてしまうものですから、そのあたりのカ

リキュラムの連続性と方向性というのはやっぱり十分、時間をかけて、練りながら検討し

たプログラム作りを進めていきたいなと思っています。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

教材どうのこうのということではなく、最後の方なんですよ、自分の求めたいのは。要

するに使う環境がなければ、当然ある程度の知識があってもどんどん忘れます。まして、

勉強していない我々が使う場所があったからといって、どの程度の英語力が身に付くのか

という保証もございません。ただ、先ほど言うように、その英語の聞き取る耳のそれらを

養うために使う場所、幼稚園の時代から使う場所の選定をしていただきたいということな

んです。決して英語漬けにせとは言いません。これはなかなか一気にそこまで持っていく

のは難しいだろうと思いますので、やっぱり段階的に踏んで、最終的には英語漬けにしな

がら、小学校では授業の休み時間に公用語として英語も飛び交う、そして、中学生になる
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と当然、文法も入ってくるわけですよね、ある程度、教材を抜きにした、幼・小の時期に

そういう英語の聞き取る力、話す、コミュニケーションの力を養うというのが、１つの自

分の考えでありますので、決して教材でどうのこうのという話でもありませんし、週１回、

２回やって果たしてどうなのか、私はなかなか身に付かないのかなという、今、自分も小

学生いますけれども、うんとうなるところが多々ありますので、できれば、その自分の理

想とすれば、幼・小の中で、多少の英会話、日常会話はできるような、そういうスタイル

のカリキュラムというか、そういう環境づくりをした中で、最終的に高校で海外での短期

留学でしたか、教育旅行等を実行するという、それが最終章として自分の考えにあるわけ

ですけれども、そういう段階で海外を経験すれば、子どもたちの受け取り方も全然違って

くるだろうと思います。今まで、海外、ふるさと創生資金の中で、高校生、中学生行かせ

てもらって、多々あったのが、他の国から来ている子どもたちは、英語がペラペラだとい

うお話を聞いて、その子にちょっと尋ねたことがあるんですけれども、やはり堪能だとい

うことになれば、臆せず自らどんどんどんどん会話に入っていけるということなんですね、

しゃべれるから、話せるから。なかなか片言語であれば、そういう場に溶け込むというの

は時間がかかったという話の中で、是非、将来的には、英語を何とか身に付けたいという

お話を聞きました。まず、それらいろいろ課題はあるでしょうけれども、まして、幼から

やるためには、認定子ども園の中で、ある程度、町政が絡んでいかないとできないことも

ありますので、単独で民間という、できれば、共同で何とかそういう認定子ども園を運営

しながら、そうした子どもたちを育てながら、先ほど寿都の例題ありましたけれども、英

語を使える寿都の子じゃないけれども、やはり知内でもそういう子どもを何とか目指して、

１つの英語を道具として使いこなす子どもたちが増えることをまして、今日、前座で町長

とお話したときに、観光協会の中で、海外からの受入れ、英語ができていれば、国際語で

すよ、英語というのはね、英語が１つできていれば、中国語でも、ほかのロシア語でも、

いろいろまた勉強する機会というのは、自信があるわけですから機会が増えてくるんだろ

うと思うんですよ。ですから、英語、なぜ、我々が中学校、高校と英語習ってもできない

か、確かに使う環境がないから、その以前に勉強嫌いですよね、もうあの文法から入る自

体が私はですよ、文法から入る自体がちょっと危惧していたところなので、そういう文法

を抜きに、幼から小までの教育、そして、文法的なものは中高である程度、土台を積んで

からその文法に入れば、日本語だって同じじゃないですか、しゃべってから日本語でしょ

う。その流れの中で、英語というのも考えていいのかなと、教育の素人ですけれども、そ

ういう考えの中でやっているところはどんどんどんどんやっているわけですよ。是非、知

内町も後れを取らないように、ある程度、教育長、事務屋から卒業して、多少、政治の部

分も出していただければ、ありがたいなと思うんですけれども、どうでしょうか。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

なかなか答えづらいところもあるんですけれども、ただ、はっきりさせて言いたいのは、

教育活動ですから、この子たちの将来にやっぱり責任は持たなくてはいけませんし、今、

議員さんおっしゃるように、小学校の低学年や幼少期から外国語活用を身に付けたとして、

その将来にもやっぱり責任を持たなくてはいけませんし、そういう意味からして、教育活

動そのものを進めていく中では、やっぱりある程度の広い視野で分析もしながらしていか

なければないだろうと。回りくどい言い方になるんですけれども、自分自身としては、こ

の有識者会議の結論がひとつの大きな指針になります。ここに先ほどお示しした５点の課
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題というのは、どこの学校でも、どこの団体でもみんな課題になっているということです。

最終的には指導者に行き着く面もあると思うんですが、単なるイベントとして終わらない

で、教育活動としてやっていくのであれば、やっぱりそれらの課題について、きちんとし

た方向性を見いだして、ある程度の裏打ちも取りながら、進めていかなければいけません。

ひとつの単独の町で結論を求めても、ちょっと恐ろしい気はします。よって、国というひ

とつ広い機関の中で、いろいろな同じ年齢層にしても、母数が１千、２千とか、３千とか、

大きな数の中で得られた結論というのは、やっぱり持って進めていかないと、一歩違って

しまったときにはその取り返しがつかないということだけは覚悟しています。よって、こ

れらのことを含みながら、やらないと言っているのではありません。小学校の低学年で、

どんな活動が一番ベストなのか、そして、それを中学年にどうつなげていくのか、だった

ら、幼稚園段階や保育園段階で、こんな活動ならできますよねとか、こんなことならどう

だろうねという考え方はいくらでもこの英推協の中に反映することもできますし、先生方

のご意見もいただくことができますので、そういう意味では、検討していく材料として今、

胸の中に刻ませていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

なかなか事務屋から抜けないような、石橋を叩いてというような感じの答弁でありまし

たけれども、やはりこれから教育長の再任もあるわけで、町長言っていたように、これか

らというのは、教育長トップなんです。これから、来年以降は。新たな時期になれば、教

育委員長じゃないんですよ、もう事務長じゃないんですよ、教育委員会の。教育委員会の

トップですよ、今度。それを我々、今、再認するかしないかなんですよ。やっぱりある程

度、政治家になってもらいたくて、これからどう判断するか悩むところなんですけれども、

それらを加味したときにですね、今の事務的な要素であれば、教育長、知内町の教育長に

は自分の考えの中には合いません。もう少しやっぱり枝を持って、物事を最初にやるとい

うことは不安ですよ、不安だらけです。確かに教育長言うように、恐ろしい結果生まれる

のかもしれません。ただ、何年もやっている事例があるわけでしょう、日本国中で。それ

らの事例の検証もしてみてくださいよ。そうした中で、教育長が最終的にゴーサインを出

すという、そういう結論をしていただきたいなと思っています。やはりこれからの英語教

育、レベルアップを図って、最終的に中学校なり、高校の海外派遣、大事な大事な町の財

政ですよ、ふるさと創生事業これからも使うわけです。方向性は変えても。その中で、子

どもたちが気持ちよく海外に行くためには、やはりある程度、そういうレベルアップを図

るためにも、私は幼・小・中の連続性の中での教育というのは、必要だと考えています。

もう一度、再任も含めてありますので。

◎ 議 長（伊藤政博）

ちょっと待ってください。ちょっと質問者に。そういう再任云々という、ある意味では、

強制的な内容にもなりますので、発言には注意してください。

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

何て答えていいか、僕も迷うんですけれども、教育、政治じゃないと思います。僕のや

っているのも政治じゃないと思います。子ども将来に明るい希望を持たせることは、これ

はみんな同じだと思います。それを政治という言葉でくくるかどうかというのは、僕はち

ょっと理解できないんですけれども、少なからず、小・中・高と今の段階ですよ、今の平
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成２６年度の段階で、小・中・高とつながりは、うちの町にはほかの町に恥じないだけの

形でできてきました。これはほかの町と比べてもしっかりした形でできてきています。こ

れをですね、今、ご指摘のように、もう一段階下げて、幼稚園にいくためには、小学生の

低学年の段階をどうするかをまず、解明しなければだめだと思います。ですから、少なか

らず、小・中・高の小学校の先生方が６年間の学校教育の中で、この外国語教育に対する

どういう意識を持って、どんなふうに育てていくかをやっぱり見取っていかなくてはいけ

ないと思います。その課程で、幼稚園や保育園との協議というのは生まれてくると思うの

で、今ここで即答して、私はこうやらせますとかということは、ちょっと言えないと思う

んです。ただ、これからの時代は、確かにご指摘のとおり、外国語、特に英語というのは、

国際公用語として大いにやっぱり広く使われるようになると思います。それと同時に、外

国の文化を理解をするということ非常に大事なります。それで、先ほどから高等学校や中

学校のお話も出ているんですけれども、少しそこだけ添えさせていただいて答弁させてく

ださい。高等学校での海外研修旅行等々を含めまして、時間をいただいて今、中学校での

内容について検討していました。特に中学校では、教育大学函館校の協力も得ながら、違

う文化にどういうふうに接しながら、その中で自分たちがどんな考えを持つかということ

で、まず、１点目確定しているのが、留学生年間２０名ほど世界中から来ていますので、

この留学生の皆さんとどういう交流会を進めていくかということで、今、試行的にこの秋

から行っていきたいと思いますが、具体的には、来年度まで計画立てて進めていきたいと

思います。そういう段階を今、踏んでいきますので、その留学生の交流会も小学校の方に

も派遣しながら積み立てていきますので、もうちょっと考えていく材料がやっぱり必要だ

と思います。よって、事務的だといわれればそうかもしれませんが、しかし、子どもたち

の将来や言葉とか文化に責任を持つ立場としたら、やっぱり石橋ではないですけれども、

確実に歩みを取っていった方が私は自分としては正しいと思うし、その方が学校教育とし

ても、幼児教育としても賛同も得られるし、動いたときには一本の柱につながると思って

います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

先ほどは不適切な発言あったことをまず、お詫びします。

それで、一応、以前にですね、土曜授業の再開ということで、いろいろ議論させていた

だいたときにも、ゆとり教育の検証がまだされていないということで、なかなか前向きな

答弁が出てきませんでした。ゆとり教育、検証されたんですか。今あちこちでやっていま

すよ。教育長のような、要するにある程度、そういう考えをクリアして前に進まなければ

ならないタイプとある程度、ゆとり教育が検証されていないにも関わらず、やっぱり教育

長としての判断、教育委員会としての判断もあるわけですよね、土曜授業の再開というの

は。北斗も含めて。やっぱりそれぞれいろいろな確かに疑問、解決課題クリアにしなけれ

ば、鮮明にしなければだめな課題、まして、幼から責任を負うわけですから、それらに影

響を与えないようにするためにはどうするべきか、これを考えるのは当然ですよ。考える

のは当然ですけれども、ただ、そういう事例も多くなっています。北海道でも多分。多分

ですよ、どの程度あるのかわかりません。ただ、自分の調べたところでは、３か所出てき

ました。だんだんそういう輪が広がってきたときに、選ばれる学校づくりということで、

それも選ばれなくなるんですよ、知内町が。そういう中で、まちづくりという意味合いで

もそれらを含めて、やはりやっていくべきなのかなという、自分的な教育長から言わせれ
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ば勝手な思いなのかもしれません。検証もせずに、そういう発言でやれやれというのは、

そういう思いかもしれませんけれども、ただ、もう少し本当に重ねてお願いします。もう

一度、改めていろいろな日本中、全国のそういう資料集めながら、もう一度、自分なりに

検証して、自分なりにですよ、教育長、教育長の中で検証して、まず、もう一度、答弁し

ていただければありがたいなと期待しております。ただ、今すぐに解答返ってくるもので

はありませんけれども、私は是非、町長と連携して、来年度以降というのは制度改正で、

町長の権限もある程度、強くなりました。ある意味、教育関係者からは首長の権限が強く

なりすぎてどうなのかという議論もあります。ただ、同じ町政運営をしていく中で、やは

りお互いが政治家のやりとりをしながら良い方向に進めていくという判断を自分は期待し

ております。事務屋と話をしても、これからというのはなかなか大変なんだろうと思いま

すけれども、これから今、４月以降、教育長というのは制度改正の中でトップになります

ので、それらも含めながら今後の対応を考えていただき、知内町の発展のために尽力して

いただければありがたいなと思っております。

最後にもう一度振出しに戻りますけれども、町長にお尋ねします。いろいろ民間との議

論、これから加速していくんだろうと信じていますけれども、今、議論したように、いろ

いろな思い自分にはあります。そうした中で幼保一体型の認定子ども園を整備するべきだ

という認識もありますので、それらを含めて、改めて町長の最後の答弁して終わりにさせ

ていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

認定子ども園の関係については、私は一貫して、時期が来ればきちんと判断をさせてい

ただきます。相手があることであります。町が事業を進めるのであったら私の判断ででき

ます。ただ、今、民間の要するに経営者がおります、町で要するに経営している幼稚園が

あります。これをどういうふうに着地点を設けるのかというのは、議論を重ねる、それか

ら、さっき言ったように、やっぱり相手の要するに民間の理事長さんの考え方もあります。

その辺は今回、私は副町長時代にも１回理事長に会わせてもらっていまして話をしていま

すので、これは継続して、一切、それはかかりませんということでなくて、今、現状の出

生者数、３０人しか今、残念ながら出生者数を数えることができません。更に木古内町と

いうのは、それ以上にまだ厳しい状況であります。そんなこともあるので、民間の経営者

としての考え方、将来を見据えた考え方、そこで行政がどんな要するに連携を取っていく

か、これは積極的に協議をさせていただいて、良い方向を見いだしていければというふう

に思っていますので、ご理解をいただければと思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

最後に８番、吉田峰一君。

◎ ８ 番（吉田峰一）

８番、吉田でございます。

質問事項でございますけれども、『狩猟者不足対策について』でございます。

町内において年間、数頭の鹿、熊等を捕獲しているが、狩猟免許を取得している人が高

齢化などの理由により不足し、今後の鳥獣害対策に不安を募らせるところである。そこで、

町も狩猟人口を増やす必要性があることから、町の担当職員をはじめとし、各関係機関の

職員に免許を取得してもらい狩猟者不足の解消を図ることを提案したいが、町長の所見を

伺います。
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◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

狩猟者不足の対策についてということで、ご質問をいただきました。狩猟許可取得者の

減少や高齢化の問題は全国的な課題となっておりまして、当町だけの課題ではありません。

そんなことから、当町における狩猟免許取得者の現状は、今ワナの資格保持者が１９名、

この方々の平均年齢は５７．１才、また、銃器の資格保持者が８名おりまして、この方々

も平均年齢は６８．８才ということで高齢化が進んでいるところであります。そんなこと

から、今、高齢化の状況はご指摘のとおりであります。シカの駆除については、これまで

は猟銃による捕獲を中心として活動してきましたが、いろいろな課題があることから、捕

獲活動にかかる負担が軽減されるほか効率的に捕獲できるよう昨年度、囲いワナを導入し

て、今年秋からの本格運用を予定しているところであります。この囲いワナを設置してい

るところは、上雷地区にもう既に猟友会の皆様方の協力をいただいて、設置済みでありま

す。今、ならしと言いますか、エサを与えながら、シカを呼び寄せているという今、状況

であります。これから雪が降ると、当然エサがなくなりますから、当然そこでエサを与え

ておりますから、そこにシカが集まると。そこで一網打尽にという考え方を今していると

ころでありますので、まず、そのことについてご理解をいただければと思います。

それから、今年の７月２日に副町長を会長とする知内と福島地域エゾシカ被害対策会議

を設置を致しました。渡島総合振興局の皆様方にも参加をしていただいて、両町の猟友会

の皆様方も出席していただいて、お互いに連携を図ろうということでありまして、いろい

ろとシカの捕獲についての研修を進めさせていただいたところであります。そんなことか

ら、町としましては、このような狩猟許可取得者の減少や高齢化に対応して、多様な捕獲

方法を今、推進しながら鳥獣害対策を実施しているところでありますので、このことにつ

いてもご理解をいただければと思います。

それで今、吉田議員からご指摘されました狩猟者不足解消に関してでありますけれども、

なかなか将来にわたって持続的に鳥獣害対策を実施する上では重要であるんですけれど

も、銃器を所有するという大きな責任を伴うことから、町の担当職員が銃を持って対応す

るというのはなかなかやっぱり負担も大きいですし、厳しいだろうというふうに私なりに

考えているところであります。そのために町の担当職員や関係機関の職員というように限

定して考えるのではなくてですね、鳥獣害対策の重要性を十分理解した上で、町民が狩猟

許可を取得できるように、町や猟友会が連携して鳥獣対策の現状や活動状況、そして、狩

猟免許の資格取得などに関する情報提供などの取り組みをしながら、引き続きその対策を

考えていきたいというふうに今、考えているところであります。それで、前にも議論があ

りましたけれども、許可取得におきまして、結構、費用が重なるということがあるもので

すから、その辺での障害があるのか、それと、銃を取得することによっての負担というの

はどんな形が出てくるのか、その辺もですね、十分、今、協議をさせていただければとい

うふうに今、考えているところであります。そんなことから、なかなか議員が指摘のよう

に、町職員が許可を取って銃を取得するというのは、なかなか厳しいというふうに今、私

なりに考えさせていただいておりますので、町内の方々が要するに取得しやすい体制とい

うのは、どういう形で町が支援していくべきなのか、もう少しきちんとした情報交換をさ

せていただければというふうに思っているところであります。それで、先ほどもちょっと

言いました。今のシカの部分については、囲いワナの試みをしていますので、もし、それ

が有効的に活用できるのであれば、囲いワナを各地域に設置をするということもひとつあ
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ると思いますし、それから、今、先ほど言いました、知内と福島地域のエゾシカ対策会議、

これはですね、従来ですね、取得の要件があるんです。知事許可と町長許可というのがあ

るんです。ですから、ここは狩猟許可書については、知事許可で１０月１日から１月３１

日までであって、これは許可証をもらった人方は、全道一円銃を持って要するに銃を撃て

るということであります。ただ、有害駆除の部分については、これはヒグマを除くもので

ありますけれども、これは町長の許可で、許可証を出せるんです。ただし、この許可証は

町内の在住の狩猟免許を取得している人に限るということでありますので、先ほども言い

ました。狩猟免許を持っている人は町内で８名おりますので、その人にしか出せない。そ

して、許可区域は知内町のみということになります。ですから、先ほどこれは知内町だけ

の課題ではありません。福島もそうでありますし、松前もそうでありますし、知内もそう

であり、木古内もそうであります。ですから、そういう地域、その住民でなければ許可が

出ない、そして、区域だけで要するに許可が出ないという形ではなくて、お互いに知内町

の狩猟許可を持った人が、福島町に行って銃を要するに撃てる、福島の人が木古内に来て

撃てるという、そういう連携をですね、何とか組めないのかということで、これはですね、

先ほどの対策協議会の中にもう既に渡島総合振興局の方に提案をさせていただいて、前向

きに検討をしていただけるということになっていますので、是非、その辺でご理解をして

いただければというふうに思います。それともう１つ、小谷石地区というのは、越冬地と

して今、小谷石と岩部地区がですね、要するにシカが集まるということでありますので、

まず、小谷石地区にくくりワナによる捕獲をできないのか、それから、岩部地区について

は、銃を用いて一斉捕獲、これはモバイルカリングという要するに手法だそうです。銃を

持った人がジープに乗って、林道を走って一斉に要するに駆除をするという方法、これも

ですね、今、対策協議会の中で検討されていますので、今、その状況をきちんと検証した

中で、今後、対策を練っていければというふうに考えておりますので、ご理解をいただけ

ればと思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

８番、吉田君。

◎ ８ 番（吉田峰一）

確かに町長お話されていることは理解できるところがあります。ただ、何年か前に町が

助成をして、狩猟者免許取得をさせたという例があります。ちょっと記憶が違えば申し訳

ないんですけれども、そのような記憶があるので、そのときも何人かの狩猟者、狩猟免許

を取ったという形になっておりますけれども、それから徐々にその人方が高齢化されてい

て、今、狩猟に従事できなくなってきているんだということでありますので、是非、その

辺を一般町民からの狩猟免許についての所持は無理だとは言えません。ただ、いろいろな

先ほど町長がお話をしてくれました狩猟税だとか、いろいろ銃の弾というんですか、その

費用だとかもろもろあります。その辺の負担も多いと思いますので、もし、その辺の連携

的にする情報等の提供もあるんですけれども、まず、その辺がどうも連携だけの話がどん

どん進んでいって、実際に狩猟者の不足がどんどん増加していくという傾向が見えつつあ

ります。ですから僕はこんな状況で、是非、町の職員として、狩猟免許を取得していただ

いて、緊急時に出てもらう、もしくは、猟友会との連携を取りながら情報を提供してやっ

てもらうということで考えていきたいと思っております。また、お尋ねしますけれども、

現在、町の職員としてで狩猟免許を持っている方はおられるんでしょうか。うわさに聞く

と、町長が以前に持っていたという話もありますので、その辺も町長も今は狩猟をできな

いだろうと思うんですけれども、いろいろな経費もろもろ、所持する経費負担が相当ある
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と思うんですけれども、その辺についての町長の考え方をお聞かせいただきたいと思いま

す。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

以前に吉田議員が指摘した、町が助成してという部分については、農家の皆様方がワナ

の部分です。狩猟ではなくて、銃を持つのではなくて、ワナです。ワナの部分でその取得

に対して町が助成したということがありますので、まず、その辺、確認させてもらいます。

それと、今やっているのは、銃８名の要するに銃を持った方々がいますけれども、その保

険料です。万が一、事故があった場合にということで、これは毎年、予算を見てもらえれ

ばわかるんですけれども、猟友会に対して補助金を出しているということでご理解をいた

だければと思います。それと今、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、なかなかで

すね、勤務をしながら銃を抱えるというのは大変であります。これは私も今、指摘された

ように、一時は持ったことがあります。ところがですね、毎回、毎回更新の要するに講習

会、それから万が一、全国で銃の事故があったら、要するに検査ですよ。これがですね、

要するに銃の管理というのが大変、負担になるということがありますので、なかなか新規

でその辺を要するに取得するというのが出てこないというのが現実だろうと思っていま

す。ですから、私はですね、今回、北海道全体での今そういう課題をあるんです。そんな

ことから、ここの要するにシカとかクマだけでなくて、要するに海の海獣です。トドとか、

アザラシの部分、これはもう既に被害の相当ある首長さん方が協議会を立ち上げしてどう

するかと、ハンターをどういうふうに要するに養成していくかという、これですね、町単

独ではなくて、全国で今、そんな取り組みをしているということでありますので、この辺、

もう少し時間をいただければというふうに思っています。それで、先ほどもちょっと申し

上げました。取得するための要するに講習料なり、許可証の交付を受けるために、相当金

額が入りますので、これを要するに町が要請すると、果たしてそういう狩猟者が増えてく

るのか、銃を持つ人が増えてくるのか、この辺も先ほど言いました８名の今、猟友会の方

々がいます。その辺、知内町だけではなくて、木古内と知内町の猟友会ということで、１

つになっていますので、組織として、この辺の話題を提供させていただいて、良い方向に

進められればというふうに考えていますので、もう少し時間をいただければというふうに

思っておりますので、ご理解をいただければと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

８番、吉田君。

◎ ８ 番（吉田峰一）

確かに町長の言うとおりでございますけれども、ただ、一番、今、狩猟者が高齢化され

たのがまず、第１点の問題。それから費用がかかるというのが大きな狩猟を持っている人

方の保持している方のハンターの負担になると思うんですよ。是非、その辺をできれば、

逆に町がある程度の負担を考えていただければなとこう思うわけでございますけれども、

その辺について、お尋ねしまして、私の最後の質問と致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

先ほども説明させていただいておりますけれども、いろいろと今、猟友会の人方と情報

交換をさせていただきます。それで今、議員が指摘していただいたもので、負担になって



- 89 -

なかなか新しい人が出てこないんですよということであれば、町がそこに対してですね、

どんな支援ができるか、これは積極的に情報交換をさせていただければというふうに思っ

ていますので、ご理解をいただければと思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

これで一般質問を終わります。

● 散会宣言

◎ 議 長（伊藤政博）

傍聴者の皆さんには、長時間にわたり夜分遅くまで傍聴いただきまして、誠にありがと

うございます。議会はナイター議会、サンデー議会だけでなく、いつでも本会議が開かれ

ているときは傍聴することができます。只今、第３回の定例会開催中でありまして、明日

は平成２５年度の決算審査特別委員会が９時半より開催されております。時間がありまし

たら、是非ともそれも傍聴していただければ、大変ありがたいと思っております。今後と

も、議会に対して皆さんの変わらぬご支援、ご協力を賜りますよう、心からお願い申し上

げます。

以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。どうも大変ご苦労様

でした。どうもありがとうございました。

（ 散会 午後 ８時５６分 ）


